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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組

等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の

下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

平成３０年度 

（2018 年度）

令和元年度 

（2019 年度）

令和２年度 

（2020 年度）

令和３年度 

（2021 年度）

令和４年度 

（2022 年度） 

Ｂ Ｂ Ａ Ａ - 

評定に至った理由 項目別評定のとおり、研究開発成果の最大化に向けて、「産業技術分野」においては特に顕著な成果、「エネルギーシステム分野」、「省エネルギー・環境分野」、「新産業創出・シーズ

発掘等分野」、「特定公募型研究開発業務」においてはそれぞれ顕著な成果を得ている。また、「業務運営の効率化に関する事項」においては顕著な成果を得ており、「財務内容の改善

に関する事項」、「その他業務運営に関する重要事項」の項目についても着実な業務運営がなされている。以上より、全体評定をＡ評定とした。 

※平成３０年度、令和元年度、令和２年度の評定は、大臣評価の結果である。 

２．法人全体に対する評価 

○「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」について、各分野に共通して、対象となる数値目標は達成度で見た場合に基幹目標の全てが 100%以上、非基幹目標の全てが 120%以

上を達成し、目標を上回る顕著な成果が得られている。特に、「産業技術分野」においては、数値目標を大きく上回り、かつ世界初となる顕著な成果が認められるため、Ｓ評価とした。「エネルギーシステ

ム分野」、「省エネルギー・環境分野」、「新産業創出・シーズ発掘等分野」、「特定公募型研究開発業務」においても、顕著な成果が認められるため、それぞれＡ評価とした。 

＜エネルギーシステム分野＞ 

・「水素社会構築技術開発事業」では、世界初の液化水素運搬船が、2021 年 12 月に日本を出港、2022 年 1 月に豪州にて褐炭から製造した水素を積荷し、2022 年 2 月に日本に帰港した。帰港後、液化水素

運搬船から陸上の液化水素タンクに荷揚作業を実施した。世界初の褐炭から製造した水素を液化水素運搬船で日豪間を海上輸送・荷役する試験が無事完遂した。「バイオジェット燃料生産技術開発事業」

では、木質バイオマスや微細藻類由来の SAF 生産から、化石燃料との混合、品質適合確認、運用手順の導入にいたるまで、サプライチェーン全体にかかる体制を新たに構築し、主要な国内線航空 2社へ

の実用供給を果たした。木質バイオマスのガス化・FT 合成工程において、J-SAF 連続製造時に当初想定以上の高い生産性を確保した。「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安

定化技術開発」では、ノンファーム型接続を最大限受け入れた場合でも、計画通り出力制御を行い、適正な運用が可能な制御方式を確立した。また、全国 40 カ所に設置した PMU（同期フェーザ計測装

置）を用いて、電力会社間で時刻同期のとれた計測データを比較・検証可能な常時監視システムを構築する基盤技術等を開発した。 

＜省エネルギー・環境分野＞ 

・「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発／CO2有効利用技術開発」では、メタン合成能力 8Nm3/h のベンチプラントを建設し、技術開発目標であるメタン濃度 96vol％以上、4,500 時間の運転を

達成し、実用化に向けた要素技術を確立した。本成果を踏まえ、後継事業として世界最大級の規模である 400Nm3/h のパイロット試験に着手した。 

・「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」では、世界で初めて、パワーエレクトロニクスの低価格化や高性能化につながるアンペア級・1,200V 耐圧の酸化ガリウム(β-Ga2O3)ショットキーバリアダイオ

ード(SBD)を開発した。厚みの削減により低抵抗化が可能で、急速充電器、次世代 EV などの高出力化・低損失化に向けて前進した。 

＜産業技術分野＞ 

・付加価値を付けたマネジメントにより、世界初の成果等を創出した。 

・日本経済再生本部にて策定された「ロボット新戦略」（2015 年 2 月）に基づき、ロボットの社会実装と研究開発を加速するため、経済産業省とともに、2021 年度、愛知県・福島県において、ロボットの

国際大会「World Robot Summit 2020（WRS2020）」を開催した。日本発のルールで開発競争を加速させることを目的に、4カテゴリー（ものづくり、サービス、インフラ・災害対応、ジュニア）、全 9種

目の競技会「World Robot Challenge」（Aichi Sky Expo, 2021/9／福島 RTF, 2021/10）を開催した。22 の国・地域から 87 チームが参加し、現地の医療関係者（感染症対策専門医）と連携の上、独自の

感染症対策のガイドラインを策定、抗原検査を実施するなどクラスター発生等を未然に防ぎ、全日程を完了した。感染症対策ガイドラインは愛知県、福島県にも展開し、競技会等の感染症対策の基準と

なった。 

・「二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発」では、光触媒は太陽エネルギー変換効率 10%（世界最高レベル）を達成した。世界で初めて光触媒パネル面積 100m2規模の屋外でのソーラー水素の

製造試験に成功した。「AI チップ開発加速のためのイノベーション推進事業」では、構築を進める AI アクセラレータ開発のための評価プラットフォームの 28nm プロセスを使った実証チップ AI-One にお

いて、仕様が異なる 6種類の AI アクセラレータを同一チップに搭載し、評価した結果、設計通りの周波数での動作を確認した。「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」では、光信

号を低損失で伝送可能な 3次元光配線技術を世界で初めて開発した。 

資料４ 
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＜新産業創出・シーズ発掘等分野＞ 

 ・オープンイノベーション促進を継続して実施し、研究開発型スタートアップの育成に取り組んだ結果、2021 年度は新たに 6社が IPO（株式公開）を果たした。これまで支援した研究開発型ベンチャーで

上場を果たしたのは 34 社であり、2021 年度末時点での時価総額は 1兆円を達成した。「研究開発型スタートアップ支援事業」では、技術シーズを基に起業・事業化を目指す研究開発型スタートアップに

対して研究開発を支援するとともに、NEDO 事業後の事業化の加速を意識し、事業化の専門家や VC、事業会社等のスタートアップエコシステムを構成する複数のプレーヤーを巻き込んだ伴走型の支援を

実施した。 

・2021 年 10 月、JIC と新産業創出を目的とした協力協定締結し、これに基づいた人事交流も実施中である。 

・スタートアップ支援を担当する管理職が経済産業省参事に発令され、同省スタートアップ創出推進室の下で政策の企画立案に貢献した。 

・「NEDO 先導研究プログラム」では、研究テーマ毎の委員会等において、当該テーマに関する助言をいただき、国家プロジェクト化又は実用化を目指した適切な指導を実施した。その結果、2021 年 7 月ま

でに終了した先導研究のテーマ 187 件の中で、78 件のテーマが国家プロジェクト等に移行した。 

＜特定公募型研究開発業務＞ 

 ・「グリーンイノベーション基金事業」では、関係省庁の担当課室と緊密に連携し、これまで NEDO が蓄積してきた知見やネットワークを活かして積極的に情報提供や資料作成を行い、担当課室の「研究開

発・社会実装計画」作成を支援した。計画作成後は速やかに公募・審査プロセスを遂行し、2021 年度は 16 件のプロジェクトで公募を実施し、そのうち 11 件のプロジェクトについて実施者を決定して、

研究開発を開始した。また、研究開発を開始したプロジェクトのモニタリング・評価の取組も開始する見込みである。併せて、基金事業の特設サイトを開設して関連情報の一元化を行うとともに、基金

事業のコンセプト動画や特集記事の掲載、ダッシュボードの構築を行うなど、積極的な広報活動も実施した。「ムーンショット型研究開発事業」では、ムーンショット目標及び経済産業省が策定した研

究開発構想を踏まえ、13 件の研究開発プロジェクト（温室効果ガス、窒素化合物、海洋プラスチック）を開始した。「ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、ポスト 5G の社会実装に

向けて、公募を複数回行い、23 テーマを追加で開始し、技術推進委員会やステージゲート審査など進捗管理等を適切に実施した。「先端半導体製造技術つくば拠点 オープニングシンポジウム」や新産業

技術促進検討会シンポジウムを他機関と共同開催し、さらには CEATEC などの展示会・学会で出展・講演を行い、プロジェクトの PR を実施した。「経済安全保障重要技術育成プログラム事業」では、令

和 3年度補正予算において、経済安全保障重要技術育成基金に係る予算措置が講じられたことに伴い、経済安全保障事業準備室を速やかに設置し、当該事業実施のための基金を造成した。また、基金の

造成に伴い関係規程を策定した。 

＜その他＞ 

・各省庁との共催で、第 8回 ICEF 年次総会（ICEF2021）をオンライン形式で開催した。日本経済新聞での記事広告の実施等により、87 の国・地域から、前年度（1,395 人）を上回る 2,028 人が参加登録

（最大同接数は 538 人）した。COP26 サイドイベントや BNEF 上海サミットに参加し、ICEF ロードマップをはじめとする ICEF2021 の成果を広く海外に発信した。 

○「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」については、以下のような顕著な成果が認められるため、Ａ評価とした。 

 ・NEDO 法改正及び補正予算により措置された先端半導体生産基盤整備基金補助金による基金造成に対応した。経済安全保障重要技術育成プログラム事業の基金造成にも対応した。 

 ・国の重要政策立案に資する取組の一環として、例えば、技術戦略研究センター兼スマートコミュニティ・エネルギーシステム部職員が経済産業省参事に発令され、同省電池産業室の下で蓄電池産業戦略

（2022 年夏頃、最終とりまとめの予定）の策定等に貢献した。

・2020 年 11 月に創設した DX 推進本部の下に、2021 年度には、プロジェクトマネジメントシステム利用高度化、Teams 等 DX ツール活用のタスクフォースを設置し、DX の取組を立案・推進した。 

・従来、紙で実施していた公募や契約の手続きについて、公募では、押印省略・オンライン受付等により、応募書類の完全電子化を実現した(2021 年 1 月に開始、2021 年度公募から適用)。請負等契約で

は、押印省略等による電子契約の導入を実現した(2022 年 2 月～)。 

・新型コロナウイルス感染症対策だけではなく、新しい働き方としてのテレワークガイドラインを策定した。 

・職員の経験・技能を多段階で評価し、マネジメントの高度化及び適切な配置を促進する仕組みとして、プロジェクトマネジメントレベル認定制度を創設した(2021 年 5 月)。組織の中核を長期に担う人材

である定年制固有職員の人材育成策を策定し、組織に求められる役割や機能を踏まえ、必要な人材像を提示した。 

○「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」、「Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項」については、中長期計画、2021 年度計画に基づき、着実な業務運営がなされていることから、それぞれＢ評価とした。 

○以上を踏まえ、全体評定をＡ評価とした。 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・第４期中長期計画に基づき、さらなる技術開発マネジメントの機能強化を通じて研究開発成果の最大化を図るとともに、研究開発成果を速やかに社会実装につなげるための取組を推進する。 

４．その他事項 

研究開発に関する審議会の主な意見 －（大臣評価において記載） 

監事の主な意見 －（大臣評価において記載） 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№

備考 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№

備考 

平成３

０年度

令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

平成３

０年度

令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項（７５％）  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（７．５％） 

エネルギーシステム分野 Ａ Ｂ Ａ Ａ  Ⅰ－１   

省エネルギー・環境分野 Ｂ Ａ Ｂ Ａ  Ⅰ－２   

産業技術分野 Ｂ Ｂ Ａ Ｓ  Ⅰ－３   

新産業創出・シーズ発掘等

分野 

Ｂ Ａ Ａ Ａ  Ⅰ－４   

特定公募型研究開発業務 - - - Ａ  Ⅰ－５   

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  Ⅱ  

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項（７．５％） 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅲ  

Ⅳ．業務運営に関する重要事項（１０％） 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ⅳ  

※平成３０年度、令和元年度、令和２年度の評定は、大臣評価の結果である。 

※１ 「項目別調書 No.」欄には、令和３年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ エネルギーシステム分野

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

25％以上 平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 56,507,682 55,632,786 59,200,863 55,734,161  

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合（実績） 

50％以上 50％ 42.8％ 100％ 100％  決算額（千円） 46,443,922 53,229,599  42,458,231 52,293,701  

（上記の達成度） － 100％ 85.6％ 200％ 200％  

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2区分の割合 

70％以上 50％ 85.7％ 100％ 100％  経常費用（千円） 46,433,490 53,320,226  42,376,431 52,275,862  

（上記の達成度） － 71.4％ 122％ 143％ 143％  

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合 

40％以上 100％ 100.0％ 60％ 66.7％  経常利益（千円） 47,217,325 54,011,472  49,846,998 53,665,544  

（上記の達成度） － 250％ 250％ 150％ 168％  

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

15％以上 国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 45,341,470 53,355,201  42,433,676 52,275,862  

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

15％以上 21.9％ 21.6％ 21.3％ 23.1％  従事人員数 985 の内数 1,060 の内数 1,181の内数 1,372の内数

採択額の割合（実績）
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（上記の達成度） － 146％ 144％ 142％ 154％  

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

（実績） 

110％以上 150％ 200.0％ － － － 

（上記の達成度） － 136％ 182％ － － － 

数値目標３．－１※１

技術インテリジェン

ス機能に係る評価

（実績） 

４段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － 3.0 2.8  

（上記の達成度） － － － 150％ 140％  

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

500 人以上 588 人 1,057 人 2,220 人 2,896 人  

（上記の達成度） － 118％ 211％ 444% 579%  

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※２

－ 270 件 

(平成 30 年

度目標：100

件以上)

394 件 

（令和元年

度目標：100

件以上） 

－ － － 

（上記の達成度） － 270％ 394％ － －  

経済効果（アウトカ

ム）の把握

－ 

(モニタリ

ング指標) 

221,235 

億円 

231,874 

億円 

250,674 

億円 

265,083 

億円 

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

１件 ２件 ７件 ３件  

海外技術情報の発信

数 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

48 件 31 件 47 件 28 件  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                                  注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※１ 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和２年度からの評価となっている 

※２ 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止            
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 省エネルギー・環境分野

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

25％以上 平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 44,924,946 45,355,955  43,487,656 42,151,946  

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合（実績） 

50％以上 － － 100％ 100％  決算額（千円） 34,219,155 38,004,935  37,167,874 41,046,007  

（上記の達成度） － － － 200％ 200％  

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2 区分の割合（実

績） 

70％以上 － － 100％ 100％  経常費用（千円） 34,210,154 38,077,994  37,090,114 41,032,609  

（上記の達成度） － － － 143％ 143％  

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績）

40％以上 100.0％ 75.0％ 80％ 66.7％  経常利益（千円） 34,840,514 38,569,304  37,640,158 42,564,843  

（上記の達成度） － 250％ 188％ 200％ 167％  

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

15％以上 国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 38,880,045 38,105,946  37,133,197 41,032,609  

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実績）

15％以上 57.4％ 37.5％ 16.6％ 41.6％  従事人員数 985 の内数 1,060 の内数 1,181の内数 1,372の内数

（上記の達成度） － 383％ 250％ 111％ 277％  
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数値目標３．－１

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

（実績） 

110％以上 150.0％ 150.0％ － － － 

（上記の達成度） － 136％ 136％ － － － 

数値目標３．－１※１

技術インテリジェン

ス機能に係る評価

（実績） 

４段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － 2.8 2.8  

（上記の達成度） － － － 140％ 140％  

数値目標３．－２

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

200 人以上 272 人 1,135 人 1,787 人 2,747 人  

（上記の達成度） － 136％ 568％ 894% 1,374% －

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※２

－ 114 件 

(平成 30 年

度目標：100

件以上)

499 件 

（令和元年

度目標：100

件以上） 

－ － －

（上記の達成度） － 114％ 499％    

経済効果（アウトカ

ム）の把握 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

78,900 億円 87,150 億円 94,034 億円 81,117 億円

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

１件 ２件 ３件 ２件  

海外技術情報の発信

数 

― 

(モニタリ

ング指標) 

21 件 41 件 38 件 15 件  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                                  注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※１ 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和２年度からの評価となっている 

※２ 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止                                   
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 産業技術分野

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

25％以上 平成 24 年度から平成 28 年度に終了したナショナルプロジェクトの

終了後５年経過後実用化達成率について中長期目標期間末で 25％以

上を目標としている。 

予算額（千円） 49,298,803 52,885,670 86,036,963 49,326,635

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合（実績） 

50％以上 50.0％ 50.0％ 100％ 100％  決算額（千円） 60,749,613 59,994,714 77,773,357 63,565,718

（上記の達成度） － 100％ 100％ 200％ 200％  

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2 区分の割合（実

績） 

70％以上 50.0％ 75.0％ 100％ 100％  経常費用（千円） 60,739,665 60,054,759 77,658,288 63,547,970

（上記の達成度） － 71％ 107％ 143％ 143％  

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績）

40％以上 66.7％ 50.0％ 64.3％ 66.7％  経常利益（千円） 61,478,632 60,805,297 68,083,425 64,571,103

（上記の達成度） － 167％ 125％ 161％ 167％  

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

15％以上 国際標準化に係る取組を含んだ基本計画のうち、中長期目標期間末ま

でに国際標準化提案を行ったプロジェクトの比率 15％以上を目標と

している。 

行政コスト（千円） 59,762,050 60,083,042 77,693,161 63,547,970

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実績）

15％以上 16.5％ 25.3％ 23.9％ 31.0％  従事人員数 985 の内数 1,060 の内数 1,181 の内数 1,372 の内

数

（上記の達成度） － 110％ 167％ 159％ 206％  
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数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

（実績） 

110％以上 300.0％ 333.3％ － － － 

（上記の達成度） － 273％ 303％ － － － 

数値目標３．－１※１

技術インテリジェン

ス機能に係る評価

（実績） 

４段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － 3.0 2.8  

（上記の達成度） － － － 150％ 140％  

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

500 人以上 906 人 1,791 人 3,787 人 3,287 人  

（上記の達成度） － 181％ 358％ 757％ 657％ －

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※２

－ 1,355 件 

(平成 30 年

度目標：500

件以上)

2,808 件 

（令和元年

度目標：500

件以上） 

－ － －

（上記の達成度） － 271％ 562％ － － － 

経済効果（アウトカ

ム）の把握

－ 

(モニタリ

ング指標) 

307,887 

億円 

330,028 

億円 

362,209 

億円 

379,346 

億円 

海外機関との情報交

換協定等締結状況 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ １件 ５件 －  

海外技術情報の発信

数 

― 

(モニタリ

ング指標) 

168 件 160 件 144 件 124 件  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                                  注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※１ 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和２年度からの評価となっている 

※２ 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止                                  
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 新産業創出・シーズ発掘等分野

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－３、数値目標２．－２ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績）

40％以上 54.5％ 44.4％ 50％ 66.7％  予算額（千円） 6,330,000 9,382,346 11,779,288 11,541,542

（上記の達成度） － 136％ 111％ 125％ 167％  

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実績）

60％以上 84.7％ 64.6％ 74.4％ 91.8％  決算額（千円） 7,240,827 5,293,225 8,613,166 7,054,178

（上記の達成度） － 141％ 108％ 123％ 153％  

数値目標２．－２ 

NEDO の支援をきっか

けとして、研究開発

型ベンチャーが民間

ベンチャーキャピタ

ル等から得た外部資

金をNEDO支援額で除

して得られる倍率

（実績） 

3.46 倍 

以上 

1.52 倍 

(平成 30 年

度目標：

0.69 倍以

上)

2.84 倍 

（令和元年

度 目 標 ：

1.38 倍 以

上） 

5.70 倍 

（令和２年

度 目 標 ：

2.08 倍 以

上） 

4.97 倍 

（令和３年

度 目 標 ：

2.77 倍 以

上） 

経常費用（千円） 7,239,630 5,294,786 8,603,804 7,051,804

（上記の達成度） － 220％ 205％ 274％ 179％  

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

200 人以上 60 人 471 人 930 人 955 人  経常利益（千円） 7,377,524 5,407,599 11,846,874 7,196,242

（上記の達成度） － 30％ 236％ 465% 478% －

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※１

－ 1,123 件 

(平成 30 年

度目標：

500 件以上)

1,180 件 

（令和元年

度目標：500

件以上） 

－ － － 行政コスト（千円） 7,030,600 5,298,281 8,607,927 7,051,804

（上記の達成度） － 225％ 236％ － － 従事人員数 985 の内数 1,060の内数 1,181の内数 1,372の内数

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※１ 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止                                   注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない  
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 特定公募型研究開発業務 ※１

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条等 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27 条の 2 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標５．－３ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
グリーンイノベーション基⾦事業（基金シート番号 32）等 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

①主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

基準値等 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

数値目標５．－１ 

マネジメント（実績）

[ムーンショット型

研究開発事業] 

 － － － －  予算額（千円） － － － 298,757,079

（上記の達成度）  － － － －  

数値目標５．－２ 

マネジメント（実績）

[ポスト 5G 情報通信

システム基盤強化研

究開発事業] 

 － － － －  決算額（千円） － － － 50,878,169

（上記の達成度）  － － － －  

数値目標５．－３ 

NEDO の貢献度（実績）

[グリーンイノベー

ション基金事業] 

 － － － 100％  経常費用（千円） － － － 50,878,917

（上記の達成度）  － － － 133％  

事業の進捗度 

[ムーンショット型

研究開発事業] 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ － － 37%  経常利益（千円） － － － 53,309,464

事業の進捗度 

[ポスト 5G 情報通信

システム基盤強化研

究開発事業] 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ － － 19%  

行政コスト（千円） － － － 50,878,917

従事人員数 － － － 1,372の内数

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注３）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                                  注４）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※１ 特定公募型研究開発業務については、令和３年度に新設された評価単位                                 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価（Ⅰ－１～Ⅰ－５の項目の内容をまとめて記載） 

中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価

主な業務実績等 自己評価 
 ※下記中長期目標は令和４年

３月変更版 
※下記中長期計画は令和４年
３月認定版 

※下記年度計画は令和４年３
月届出版 

  ＜自己評価＞ 
エネルギーシステム分野 Ａ 
省エネルギー・環境分野 Ａ 
産業技術分野      Ｓ 
新産業創出・シーズ発掘等分野 Ａ 
特定公募型研究開発業務 Ａ 

〇以下の内容のとおり、顕著な成果が
出ていることから、本項目の自己評価
をＡとした。 

Ⅲ．研究開発成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関す
る事項 
 第４期中長期目標期間にお
いては、研究開発成果の最大
化その他の業務の質の向上の
ため、以下のとおり、上記ミッ
ションを実現するため、１．か
ら６．の業務項目毎に取組を
行うものとする。 
 また、新たに追加される、高
性能な半導体（以下「特定半導
体」という。）の生産施設整備
等の助成業務を含め、ＮＥＤ
Ｏの業務活動が、①エネルギ
ーシステム分野、②省エネル
ギー・環境分野、③産業技術分
野、④新産業創出・シーズ発掘
等分野、⑤特定公募型研究開
発業務、⑥特定半導体の生産
施設整備等の助成業務に分類
されることから、当該分類を
一定の業務等のまとまりと捉
えて「評価単位」とする。 
 評価に当たっては、別紙の
とおり、評価単位ごとに１．か
ら５．の評価項目について評
価軸等に基づき実施するもの
とする。なお、異分野の技術の
融合がますます重要になって
きていることを踏まえ、評価
単位の設定による内部の縦割
りを助長することのないよう
十分留意するとともに、分野
横断の視点で全体を俯瞰しつ
つ、異分野の技術の融合を図
る技術開発マネジメントにも
適切に取り組むものとする。

Ⅰ．研究開発成果の最大化その
他の業務の質の向上に関する
事項 
 第４期中長期目標期間にお
いては、研究開発成果の最大化
その他の業務の質の向上のた
め、以下のとおり、上記ミッシ
ョンを実現するため、１．から
６．の業務項目毎に取組を行う
ものとする。 
 また、新たに追加される、高
性能な半導体（以下「特定半導
体」という。）の生産施設整備等
の助成業務を含め、機構の業務
活動を、①エネルギーシステム
分野、②省エネルギー・環境分
野、③産業技術分野、④新産業
創出・シーズ発掘等分野、⑤特
定公募型研究開発業務、⑥特定
半導体の生産施設整備等の助
成業務に分類し、当該分類を一
定の業務等のまとまりと捉え
て評価単位とされたことを踏
まえ、これらの分類ごとに組織
上の責任者を配置して業務を
実施する。 
 なお、異分野の技術の融合が
ますます重要になってきてい
ることを踏まえ、評価単位の設
定による内部の縦割りを助長
することのないよう十分留意
するとともに、分野横断の視点
で全体を俯瞰しつつ、異分野の
技術の融合を図る技術開発マ
ネジメントにも適切に取り組
むものとする。 

Ⅰ．研究開発成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関す
る事項 
 第４期中長期目標及び計画
で定められた目標達成のた
め、令和３年度は研究開発成
果の最大化その他の業務の質
の向上のため、以下のとおり、
１．から６．の業務項目毎に取
組を行うものとする。 
また、機構の業務活動を、①

エネルギーシステム分野、②
省エネルギー・環境分野、③産
業技術分野、④新産業創出・シ
ーズ発掘等分野、⑤特定公募
型研究開発業務、⑥特定半導
体の生産施設整備等の助成業
務に分類し、当該分類を一定
の業務等のまとまりと捉えて
評価単位とされたことを踏ま
え、これらの分類ごとに組織
上の責任者を配置して業務を
実施する。 
 なお、異分野の技術の融

合がますます重要になってき
ていることを踏まえ、評価単
位の設定による内部の縦割り
を助長することのないよう十
分留意するとともに、分野横
断の視点で全体を俯瞰しつ
つ、異分野の技術の融合を図
る技術開発マネジメントにも
適切に取り組むものとする。

 Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の
質の向上に関する事項 
 第４期中長期目標及び計画で定められた
目標達成のため、令和３年度は研究開発成
果の最大化その他の業務の質の向上のた
め、以下の１．から 6．のとおり業務を実
施した。 
また、機構の業務活動単位を、①エネルギ
ーシステム分野、②省エネルギー・環境分
野、③産業技術分野、④新産業創出・シー
ズ発掘等分野、⑤特定公募型研究開発業
務、⑥特定半導体の生産施設整備等の助成
業務の６分類とし、これらの分類ごとに組
織上の責任者を配置して業務を実施した。
なお、異分野の技術の融合がますます重

要になってきていることを踏まえ、評価単
位の設定による内部の縦割りを助長するこ
とのないよう十分留意するとともに、分野
横断の視点で全体を俯瞰しつつ、異分野の
技術の融合を図る技術開発マネジメントに
も適切に取り組んだ。 

【外部有識者（業績評価点検委員）
の主な意見】 
＜研究開発成果の最大化その他業務
の質の向上に関する事項＞ 
・数値目標のすべてにおいて目標を
大きく上回る実績をあげたことは
高く評価できる。 

○エネルギーシステム分野 
・世界初の褐炭から製造した水素を
液化水素運搬船で日豪間を海上輸
送・荷役する試験が完遂し、国際
的な液化水素サプライチェーン構
築の可能性が立証され、天然ガス
と同様に水素をエネルギーとして
扱う将来の商用水素サプライチェ
ーン構築に貢献したことが、日本
産業技術大賞において内閣総理大
臣賞を受賞したことは高く評価で
きる。 

・これまでの温暖化対策を中心とし
た取組が、昨今の社会情勢等によ
り、現実的に新たなエネルギー資
源の確保への手段としての期待が
高まっている。今後、開発の各段
階で見いだされる知見を使った新
たな取組を目指すことを検討頂き
たい。 

○省エネルギー・環境分野 
・CO2を有効利用できるメタネーショ
ン技術の推進については、メタン
濃度 96vol％以上、4,500 時間運転
という技術開発目標を達成し、実
用化に向けた要素技術を確立し、
さらに後継事業として世界最大級
の規模である 400Nm3/h のパイロッ
ト試験に着手したことは高く評価
できる。開発において NEDO プロジ
ェクトマネージャーが進捗状況や
見通しを実施者と連携して効率的
に成果を高めていることも評価に
値する取組である。 

・パワエレ分野では 1,200V 耐圧の酸
化ガリウム（β-Ga2O3）ショット
キーダイオードを世界で初めて開
発した点はこの分野での今後に大
いに期待できる成果である。 
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○産業技術分野 
・世界初と呼びうる成果を複数創出
したことは特記すべきことであ
る。 

・2021 年度はロボットの国際大会
「World Robot Summit 2020
（WRS2020）」を開催し、その中で
全 9種目の競技会「World Robot 
Challenge」（Aichi Sky Expo, 
2021/9／福島 RTF, 2021/10）が行
われ、87チームが参加した。社会
課題からの競技設定や世界に先駆
けた標準となるルール作りを行う
とともに、日本が世界をリードす
る新たなロボット・イノベーショ
ンの仕掛けづくりを主導したこと
は高く評価できる。 

○新産業創出・シーズ発掘等分野分
野 
・研究開発型スタートアップに対し
て、事業化の専門家や VC（ベンチ
ャーキャピタル）、事業会社等のス
タートアップエコシステムを構成
する複数のプレーヤーを巻き込ん
だ伴走型の支援を提供したことに
より、2021 年度だけで新たに 6社
もの株式公開を実現したことは素
晴らしい成果と言える。 

・2021 年度先導研究プログラム 18
件の公募課題を決定し、新技術先
導研究プログラム等の各事業で多
数のテーマを新たに採択してい
る。これらのことから、本分野は
着実に活動の幅を広げ大きく育っ
てきていると評価できる。 

○特定公募型研究開発業務 
・「グリーンイノベーション基金事業
統括室」の設置や、基金事業の特
設サイトを開設して関連情報の一
元化するなど、NEDO のこれまで蓄
積した知見をいかした成果をあげ
た。 

・ムーンショット型研究開発事業で
は「地球環境再生に向けた持続可
能な資源純化を実現する」研究推
進法人とし 13件のプロジェクトを
開始した点が評価できる。さら
に、ポスト 5G情報通信システム基
盤強化事業ではポスト 5G社会実装
にむけて、21テーマを開始した。
また、経済安全保障重要技術育成
プログラムに関し、準備室を速や
かに設置し、関係規定を策定する
など国の政策に感度よく対応でき
ている点も評価に値する。 

○その他、セグメント共通内容等 
・技術戦略研究センターは、各技術
分野における海外トレンド等の社
会潮流の発信や技術戦略の提言に
とどまらず、「イノベーションの先
に目指すべき「豊かな未来」」の公
表等、社会変化を「敏」に捉えた
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分析や将来の社会像をメッセージ
として発信。経産省の他、内閣府
や民間団体の政策、施策立案に広
く活用されている点も評価に値す
る。また、データカタログの整
備・公表等も行っており、評価で
きる。 

１．技術開発マネジメント等
による研究成果の社会実装の
推進 
 第４期中長期目標期間にお
いては、さらなる技術開発マ
ネジメントの機能強化を通じ
て研究開発成果の最大化を図
るとともに、研究成果を速や
かに社会実装へつなげるため
の取組を強化するものとす
る。 

１．技術開発マネジメント等に
よる研究成果の社会実装の推
進 
 第４期中長期目標期間におい
ては、さらなる技術開発マネジ
メントの機能強化を通じて研
究開発成果の最大化を図ると
ともに、研究成果を速やかに社
会実装へつなげるための取組
を強化するものとする。 

１．技術開発マネジメント等
による研究成果の社会実装の
推進 
令和３年度においては、第

４期中長期目標及び中長期計
画で定められた目標を達成
し、さらなる技術開発マネジ
メントの機能強化を通じて研
究開発成果の最大化を図ると
ともに、研究成果を速やかに
社会実装へつなげるための取
組を強化するものとする。 

 １．技術開発マネジメント等による研究成
果の社会実装の推進 

令和３年度においては、第４期中長期目
標及び中長期計画で定められた目標の達成
に向けて、さらなる技術開発マネジメント
の機能強化を通じて研究開発成果の最大化
を図るとともに、研究成果を速やかに社会
実装へつなげるための取組を強化。 

（１）世界最先端の研究開発
プロジェクトの実施と成果の
最大化 
ＮＥＤＯが行う研究開発プ

ロジェクトについては、事業
終了段階での事後評価結果と
ともに、追跡調査によって把
握される結果により評価を行
うものとし、以下の数値目標
を掲げ、その目標の達成状況
を公表するものとする。 

（１）世界最先端の研究開発プ
ロジェクトの実施と成果の最
大化 
機構が行う研究開発プロジェ

クトについては、事業終了段階
での事後評価結果とともに、追
跡調査によって把握される結
果により評価を行うものとし、
以下の数値目標を掲げ、その目
標の達成状況を公表するもの
とする。 

（１）世界最先端の研究開発
プロジェクトの実施と成果の
最大化 
機構が行う研究開発プロジ

ェクトについては、事業終了
段階での事後評価結果ととも
に、追跡調査によって把握さ
れる結果により評価を行うも
のとし、以下の数値目標を掲
げ、その目標の達成状況を公
表するものとする。 

 （１）世界最先端の研究開発プロジェクト
の実施と成果の最大化 

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
  平成 23 年度以前に終了
したナショナルプロジェクト
243 件の終了５年経過後の実
用化達成率（製品化又は上市
段階の比率。以下同じ。）は
26.2%であるが、平成 27 年度
以降、長期的な技術戦略に基
づいてナショナルプロジェク
トが組成される仕組みが導入
され、プロジェクトの難易度
が上がっていること、第３期
中長期目標における実用化達
成率目標 25%以上の数値引き
上げは、難易度が低く実用化
に近いナショナルプロジェク
トの組成につながりかねない
懸念が生じるため、第４期中
長期目標ではナショナルプロ
ジェクトであって、非連続ナ
ショナルプロジェクト以外の
ものについては、事業終了後、
５年経過後の時点での実用化
達成率を第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
25％以上とすることを目標と
し、その達成状況を評価する。
 加えて、終了５年経過後時
点で実用化達成率のみを評価
すると、第４期中長期目標期
間中に終了するナショナルプ

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 

平成 23 年度以前に終了した
ナショナルプロジェクト243件
の終了 5 年経過後の実用化達
成率（製品化又は上市段階の比
率。以下同じ。）は 26.2%である
が、平成 27 年度以降、長期的
な技術戦略に基づいてナショ
ナルプロジェクトが組成され
る仕組みが導入され、プロジェ
クトの難易度が上がっている
こと、第 3期中長期目標におけ
る実用化達成率目標 25%以上の
数値引き上げは、難易度が低く
実用化に近いナショナルプロ
ジェクトの組成につながりか
ねない懸念が生じるため、第４
期中長期目標ではナショナル
プロジェクトであって、非連続
ナショナルプロジェクト以外
のものについては、事業終了
後、５年経過後の時点での実用
化達成率を第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
２５％以上とすることを目標
とし、その達成状況を評価す
る。 

加えて、終了 5年経過後時点
で実用化達成率のみを評価す
ると、第 4期中長期目標期間中
に終了するナショナルプロジ

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
ナショナルプロジェクトで

あって、非連続ナショナルプ
ロジェクト以外のものについ
ては、事業終了後、５年経過後
の時点での実用化達成率を第
４期中長期目標期間全体で該
当する評価単位のそれぞれに
おいて、いずれも２５％以上
とする中長期計画の達成に向
けて取り組み、その達成状況
を評価する。 
加えて、事業終了後、５年が

経過していないナショナルプ
ロジェクト（非連続ナショナ
ルプロジェクトを除く。）につ
いては、事業終了後に実施す
る外部評価委員会による事後
評価における「成果の実用化・
事業化に向けた取組及び見通
し」の評価項目の４段階評点
が最上位又は上位の区分とな
る比率を第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
５０％以上とする中長期計画
の達成に向けて取り組むとと
もに、成果の実用化に向けた
マネジメントに、より一層取
り組むものとし、当該比率を
基に実用化達成率の将来予測
を行うものとする。 

【評価軸】 
○技術開発マネジメ
ントの成果が実用化
につながっている
か。 

【関連する評価指
標】 
○事業終了後、５年
経過後の時点での実
用化達成率又は（及
び）外部評価委員会
による事後評価にお
ける「実用化見通
し」の評価項目の評
点（評価指標） 

○数値目標１.‐１ 「基幹目標」 

【事業終了後、５年経過後の実用化達成率
２５％：年度評価対象外】 

【事後評価における「実用化の見通し」の
評点（評価指標）】 
・事業終了後に実施する外部評価委員会に
よる事後評価おいて、「成果の実用化・
事業化に向けた取組及び見通し」の評価
項目の４段階評点が最上位又は上位の区
分となった比率について、令和３年度の
実績は以下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
１００％（ ２プロジェクト／２プロジ
ェクト） 
※達成度：200％ 

 ※非連続ナショナルプロジェクト１件が
対象外のため数値目標１.-２の分母と
数値が異なる。 

［省エネルギー・環境分野］ 
１００％（４プロジェクト／４プロジ

ェクト） 
※達成度：200％ 

［産業技術分野］ 
１００％（１プロジェクト／１プロジェ
クト） 
※達成度：200％ 

【評価の根拠】 
・2020 年度または 2021 年度に終了
するプロジェクト 7件の事後評価
を予定どおり実施し、その結果を
公表。評価の結果、「実用化の見通
し」 （数値目標１－１）について
は、全てのセグメントで目標値を
上回って達成（達成度は 100％以
上） 
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ロジェクトの実用化達成率は
反映されないこととなるた
め、事業終了後、５年が経過し
ていないナショナルプロジェ
クト（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）について
は、事業終了後に実施する外
部評価委員会による事後評価
における「成果の実用化・事業
化に向けた取組及び見通し」
の評価項目の４段階評点が最
上位又は上位の区分となる比
率を第４期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも 50％
以上（平成 23 年度以前に終了
したナショナルプロジェクト
243 件の実績は 41％）とする
ことを目標として、成果の実
用化に向けたマネジメント
に、より一層取り組むものと
し、当該比率を基に実用化達
成率の将来予測を行うものと
する。 

ェクトの実用化達成率は反映
されないこととなるため、事業
終了後、5 年が経過していない
ナショナルプロジェクト（非連
続ナショナルプロジェクトを
除く。）については、事業終了後
に実施する外部評価委員会に
よる事後評価における「成果の
実用化・事業化に向けた取組及
び見通し」の評価項目の 4段階
評点が最上位又は上位の区分
となる比率を第4期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
50%以上（平成 23年度以前に終
了したナショナルプロジェク
ト 243 件の実績は 41%）とする
ことを目標として、成果の実用
化に向けたマネジメントに、よ
り一層取り組むものとし、当該
比率を基に実用化達成率の将
来予測を行うものとする。 

※非連続ナショナルプロジェクト１件が
対象外のため数値目標１.-２の分母と
数値が異なる。 

【重要度：高】【優先度：高】
 研究開発プロジェクトの実
施にかかる成果を測る指標と
して、実用化に繋がった率を
もって評価することが最も適
切と考えられるため、当該率
をもって評価を行うものとす
る。ナショナルプロジェクト
は、民間企業等のみでは取り
組むことが困難な、実用化・事
業化までに中長期の期間を要
し、かつリスクの高い技術開
発であるが、一方でＮＥＤＯ
の技術開発マネジメントによ
って早期に実用化し社会に実
装されることも求められる。
このため、社会実装へ向けた
進捗状況を示す本目標の重要
度は高いものであり、かつ、平
成 27 年３月に第３期中長期
目標を変更し、技術シーズの
迅速な事業化を促すため、Ｐ
Ｍへの大幅な権限付与等によ
るプロジェクトマネジメント
の強化を実施しており、この
強化した内容を含むＮＥＤＯ
の技術開発マネジメントによ
る業務成果を直接測るもので
もあるため、指標としての優
先度も高いものである。 
【難易度：高】 
 技術開発マネジメントの機
能強化を図る等ＮＥＤＯの業
務執行努力によって、実用化
達成率が高まるものと考えら
れるが、一方で研究開発は常
に不確実性を有することに加
え、平成 27年度以降長期的な
技術戦略に基づいてナショナ
ルプロジェクトが組成される

― ―     
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仕組みが導入され、プロジェ
クトの難易度が上がっている
ため、難易度は高とする。 

（２）技術開発マネジメント
の機能強化 
 ＮＥＤＯが行う技術開発マ
ネジメントについては、事業
終了段階での事後評価結果に
より評価を行うものとし、以
下の数値目標を掲げ、その目
標の達成状況を公表するもの
とする。 

（２）技術開発マネジメントの
機能強化 

機構が行う技術開発マネジ
メントについては、事業終了段
階での事後評価結果により評
価を行うものとし、以下の数値
目標を掲げ、その目標の達成状
況を公表するものとする。 

（２）技術開発マネジメント
の機能強化 
機構が行う技術開発マネジ

メントについては、事業終了
段階での事後評価結果により
評価を行うものとし、以下の
数値目標を掲げ、その目標の
達成状況を公表するものとす
る。 

 （２）技術開発マネジメントの機能強化   

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第３期中長期目標期間で
は、ＮＥＤＯが行った技術開
発マネジメントを評価するた
め、ナショナルプロジェクト
終了後に実施する外部評価委
員会による事後評価全体の結
果について、４段階評点が最
上位又は上位の区分の評価を
得る比率を６０％以上とする
ことを目標としていたが、第
4期は、マネジメント結果を直
接的に測定できる「研究開発
マネジメント」及び「研究開発
成果」の評価項目に特化する
こととし、同評価項目の４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価を得る比率につい
て、第４期中長期目標期間全
体で該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも７
０％以上（平成 28 年度までに
事後評価を完了したナショナ
ルプロジェクト 358 件の実績
値は６８％）とすることを目
標とし、その達成状況を評価
する。 

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第３期中長期目標期間では、
機構が行った技術開発マネジ
メントを評価するため、ナショ
ナルプロジェクト終了後に実
施する外部評価委員会による
事後評価全体の結果について、
４段階評点が最上位又は上位
の区分の評価を得る比率を６
０％以上とすることを目標と
していたが、第４期は、マネジ
メント結果を直接的に測定で
きる「研究開発マネジメント」
及び「研究開発成果」の評価項
目に特化することとし、同評価
項目の４段階評点が最上位又
は上位の区分の評価を得る比
率について、第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
７０％以上（平成２８年度まで
に事後評価を完了したナショ
ナルプロジェクト３５８件の
実績値は６８％）とすることを
目標とし、その達成状況を評価
する。 

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 「研究開発マネジメント」及
び「研究開発成果」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上
位の区分の評価を得る比率に
ついて、第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単位の
それぞれにおいて、いずれも
７０％以上とする中長期計画
の達成に向けて取り組み、そ
の達成状況を評価する。 

【評価軸】 
○適切な技術開発マ
ネジメントを行って
いるか。 

【関連する評価指
標】 
○事業終了後に実施
する外部評価委員会
による事後評価にお
ける「マネジメン
ト」及び「成果」の
評点（評価指標） 

○数値目標１.‐２ 
【事後評価における「マネジメント」及び

「成果」の評点（評価指標）】 
・事業終了後に実施する外部評価委員会よ
る事後評価おいて、「研究開発マネジメ
ント」及び「研究開発成果」の評価項目
の４段階評点が最上位又は上位の区分の
評価を得た比率について、令和３年度の
実績は以下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
１００％（３プロジェクト／３プロジェ
クト） 

 ※達成度：143％ 

［省エネルギー・環境分野］ 
１００％（４プロジェクト／４プロジェ
クト） 

 ※達成度：143％ 

［産業技術分野］ 
１００％（２プロジェクト／２プロジェ
クト） 

 ※達成度：143％ 

【評価の根拠】 
・「マネジメント」及び「成果」 （数
値目標１．-２）については、全て
のセグメントで目標値を上回って
達成（達成度は 120％以上） 

（３）技術戦略に基づいたチ
ャレンジングな研究開発の推
進 
国費を原資とするナショナ

ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率
だけを目標にするとリスクが
高い研究開発が実施されにく
い懸念が生じる。ＮＥＤＯが
今後取り組むべき20年、30年
先の市場を創出する技術は、
現在の類似技術の延長線上の
改良・漸進的進展のみならず、
非連続な飛躍が必要と考えら
れる。このため、現時点ではリ
スクが高い研究開発テーマに
も果敢に挑戦することが求め
られる。 
研究開発の企画・立案段階

でその研究開発目標が達成で
きないリスクを定量的に評価

（３）技術戦略に基づいたチャ
レンジングな研究開発の推進 

国費を原資とするナショナ
ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率だ
けを目標にするとリスクが高
い研究開発が実施されにくい
懸念が生じる。機構が今後取り
組むべき２０年、３０年先の市
場を創出する技術は、現在の類
似技術の延長線上の改良・漸進
的進展のみならず、非連続な飛
躍が必要と考えられる。このた
め、現時点ではリスクが高い研
究開発テーマにも果敢に挑戦
することが求められる。 
 研究開発の企画・立案段階で
その研究開発目標が達成でき
ないリスクを定量的に評価す
ることは困難であるが、技術開
発リスクが極めて高い一方で

（３）技術戦略に基づいたチ
ャレンジングな研究開発の推
進 
国費を原資とするナショナ

ルプロジェクトでは基本的に
成功率を高める取組が求めら
れるところであるが、成功率
だけを目標にするとリスクが
高い研究開発が実施されにく
い懸念が生じる。機構が今後
取り組むべき２０年、３０年
先の市場を創出する技術は、
現在の類似技術の延長線上の
改良・漸進的進展のみならず、
非連続な飛躍が必要と考えら
れる。このため、現時点ではリ
スクが高い研究開発テーマに
も果敢に挑戦することが求め
られる。 
研究開発の企画・立案段階

でその研究開発目標が達成で
きないリスクを定量的に評価

 （３）技術戦略に基づいたチャレンジング
な研究開発の推進 
・技術開発リスクが極めて高い一方で成功
した場合の経済・社会に及ぼす効果が極
めて大きい非連続ナショナルプロジェク
トにつながる技術テーマに積極的に取り
組んでいくため、「ＮＥＤＯ先導研究プ
ログラム」において、非連続ナショナル
プロジェクトにつながるテーマを積極的
に設定。 
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することは困難であるが、技
術開発リスクが極めて高い一
方で成功した場合の経済・社
会に及ぼす効果が極めて大き
い非連続ナショナルプロジェ
クトにつながる技術テーマに
積極的に取り組んでいくべき
であり、その取組を促すため
の数値目標を以下のとおりと
する。 

成功した場合の経済・社会に及
ぼす効果が極めて大きい非連
続ナショナルプロジェクトに
つながる技術テーマに積極的
に取り組んでいくべきであり、
その取組を促すための数値目
標を以下のとおりとする。 

することは困難であるが、技
術開発リスクが極めて高い一
方で成功した場合の経済・社
会に及ぼす効果が極めて大き
い非連続ナショナルプロジェ
クトにつながる技術テーマに
積極的に取り組んでいくべき
であり、その取組を促すため
の数値目標を以下のとおりと
する。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究におい
て、外部審査委員会において
非連続ナショナルプロジェク
トにつながるものとして分類
されるテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する評価
単位のそれぞれにおいて、い
ずれも全体の40％以上とする
目標を新たに設ける。 
※数値目標を見直し、令和４
年度は 65％以上とすること
を目標とする。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究において、
外部審査委員会において非連
続ナショナルプロジェクトに
つながるものとして分類され
るテーマを第４期中長期目標
期間全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、いずれも
全体の４０％以上とする目標
を新たに設ける。 
※経済産業省が定める第４期
中長期目標における数値目標
の見直しを踏まえ、令和４年度
は６５％以上とすることを目
標とする。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェクト実
施前に行う先導研究におい
て、外部審査委員会において
非連続ナショナルプロジェク
トにつながるものとして分類
されるテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する評価
単位のそれぞれにおいて、い
ずれも全体の４０％以上とす
る中長期計画の達成に向けて
取り組む。 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがチャレ
ンジングな研究開発
に積極的に取り組ん
でいるか 

【関連する評価指
標】 
○非連続ナショナル
プロジェクトにつな
がるものとして分類
される先導研究テー
マの設定状況（評価
指標） 

○数値目標１.‐３ 「基幹目標」 
【非連続ナショナルプロジェクトにつなが
るものとして分類される先導研究テーマの
設定状況（評価指標）】 
・ナショナルプロジェクト実施前に行う先
導研究において、外部審査委員会におい
て非連続ナショナルプロジェクトにつな
がるものとして分類されるテーマの割合
について、令和３年度の実績は以下のと
おり。 

［エネルギーシステム分野］ 
６７％（２テーマ（非連続テーマ数）／
３テーマ（テーマ設定数）） 
※達成度：168％ 

［省エネルギー・環境分野］ 
６７％（２テーマ（非連続テーマ数）／
３テーマ（テーマ設定数）） 
※達成度：168％ 

［産業技術分野］ 
６７％（４テーマ（非連続テーマ数）／
６テーマ（テーマ設定数）） 
※達成度：168％ 

［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
６７％（４テーマ（非連続テーマ数）／
６テーマ（テーマ設定数）） 
※達成度：168％ 

【評価の根拠】 
・2021 年度計画における目標は、全
てのセグメントで目標値を上回っ
て達成（達成度は 100％以上） 

【重要度：高】【優先度：高】
 ＮＥＤＯが今後取り組むべ
き 20 年、30 年先の市場を創
出する技術は、現在の類似技
術の延長線上の改良・漸進的
進展のみならず、非連続な飛
躍が必要と考えられ、こうし
た技術の開発はリスクが極め
て高い一方、成功した場合の
経済・社会に及ぼす効果が大
きいと考えられるものであ
る。上記の目標設定により、従
来型の研究開発に加えて、ア
イデアの斬新さと経済・社会
的インパクトを重視した研究
開発に挑戦することを促す仕
掛けを取り入れ、非連続なイ
ノベーションの創出を加速す
るチャレンジングな研究開発
の推進に適した手法の拡大に
取り組むことは、重要度及び
優先度がいずれも高いもので
ある。 
【難易度：高】 

― ―  ― ―  
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 非連続ナショナルプロジェ
クトにつながるものとして分
類される先導研究の創出は、
類似技術の発展・改良のため
の先導研究に比して、大きな
発想の転換や独創性のある技
術の組み合わせなど、従来の
発想にはない高度な提案が必
要となるため、相当の困難性
が認められるため、難易度は
高とする。 

（４）国際標準化等を通じた
研究開発成果の事業化支援 
研究開発成果を速やかに社

会実装につなげるとともに、
研究開発成果を取り入れた製
品等の国際的な競争力を確保
するため、ナショナルプロジ
ェクトの企画段階において、
当該分野の技術や関連する規
制・標準の動向を把握し、ナシ
ョナルプロジェクトの「基本
計画」に、研究開発と標準化戦
略及び知的財産マネジメント
を一体的に推進する体制を記
載するものとする。また、標準
化の中でも先端技術の国際標
準化が国際的な競争力を確保
するために重要であることか
ら、その取組を促すための数
値目標を以下のとおりとす
る。 
 なお、ナショナルプロジェ
クト以外の事業についてもナ
ショナルプロジェクトに準じ
て研究開発成果の事業化支援
に取り組むものとする。 

（４）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援 

研究開発成果を速やかに社
会実装につなげるとともに、研
究開発成果を取り入れた製品
等の国際的な競争力を確保す
るため、ナショナルプロジェク
トの企画段階において、当該分
野の技術や関連する規制・標準
の動向を把握し、ナショナルプ
ロジェクトの「基本計画」に、
研究開発と標準化戦略及び知
的財産マネジメントを一体的
に推進する体制を記載するも
のとする。また、標準化の中で
も先端技術の国際標準化が国
際的な競争力を確保するため
に重要であることから、その取
組を促すための数値目標を以
下のとおりとする。 
 なお、ナショナルプロジェク
ト以外の事業についてもナシ
ョナルプロジェクトに準じて
研究開発成果の事業化支援に
取り組むものとする。 

（４）国際標準化等を通じた
研究開発成果の事業化支援 
研究開発成果を速やかに社

会実装につなげるとともに、
研究開発成果を取り入れた製
品等の国際的な競争力を確保
するため、ナショナルプロジ
ェクトの企画段階において、
当該分野の技術や関連する規
制・標準の動向を把握し、ナシ
ョナルプロジェクトの「基本
計画」に、研究開発と標準化戦
略及び知的財産マネジメント
を一体的に推進する体制を記
載するものとする。また、標準
化の中でも先端技術の戦略的
な国際標準化は、国際的な競
争力を確保するために重要で
あるため、それらを促す取組
を進める。 
なお、ナショナルプロジェ

クト以外の事業についてもナ
ショナルプロジェクトに準じ
て研究開発成果の事業化支援
に取り組むものとする。 

 （４）国際標準化等を通じた研究開発成果
の事業化支援 
・研究開発成果を速やかに社会実装につな
げるとともに、研究開発成果を取り入れ
た製品等の国際的な競争力を確保するた
め、ナショナルプロジェクトの企画段階
における技術戦略策定段階おいて、当該
分野の技術や関連する規制・標準の動向
を把握した。また、ナショナルプロジェ
クトの「基本計画」に、研究開発と標準
化戦略及び知的財産マネジメントを一体
的に推進する体制を記載するものとし
た。さらに、標準化の中でも先端技術の
戦略的な国際標準化は、国際的な競争力
を確保するために重要であるため、それ
らを促す取組として、標準化関連の研修
の企画を進めた。研究現場である大学で
も標準化に関する講演を行うなど、標準
化の意識、知識を高めるための取り組み
を進めた。また、標準化活用支援パート
ナーシップ制度におけるパートナー機関
として、１事業者が本制度に基づく日本
規格協会の標準化アドバイザーによる標
準化の戦略的活用に関する情報提供・助
言等が実施されるようにした。 

【評価の根拠】 
・主な業務実績等に記載のとおり、プ
ロジェクトの特性に応じた活動に
係る整理・検討を行うことで、機構
全体における標準化に係る取組の
更なる強化を実現。 

・個別の具体的取組の強化を図り、
標準化提案に係る着実な活動が実
施できている。 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実装及
び国際的な競争力確保への取
組を評価するため、新たに国
際標準化に係る指標を設定す
る。具体的には、ナショナルプ
ロジェクトにおける国際標準
化に係る取組を含んだ基本計
画のうち、ＩＳＯ、ＩＥＣ、フ
ォーラム規格等国際標準化の
提案を行ったプロジェクトの
比率を該当する評価単位のそ
れぞれにおいて、いずれも第
４期中長期目標期間中全体で
１５％以上（第 3 期中長期目
標期間中における実績は１
２．９％）とすることを目標と
する。なお、国内外の関係機関
との連携が必須となる国際標
準化活動において、提案をリ
ードすることは、相当の困難
性があるものである。 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実装及
び国際的な競争力確保への取
組を評価するため、新たに国際
標準化に係る指標を設定する。
具体的には、ナショナルプロジ
ェクトにおける国際標準化に
係る取組を含んだ基本計画の
うち、ＩＳＯ、ＩＥＣ、フォー
ラム規格等国際標準化の提案
を行ったプロジェクトの比率
を該当する評価単位のそれぞ
れにおいて、いずれも第４期中
長期目標期間中全体で１５％
以上（第３期中長期目標期間中
における実績は１２．９％）と
することを目標とする。なお、
国内外の関係機関との連携が
必須となる国際標準化活動に
おいて、提案をリードすること
は、相当の困難性があるもので
ある。 

○数値目標１.‐４ 
【目標】 
 ナショナルプロジェクトに
おける国際標準化に係る取組
を含んだ基本計画のうち、Ｉ
ＳＯ、ＩＥＣ、フォーラム規格
等国際標準化の提案を行った
プロジェクトの比率を該当す
る評価単位のそれぞれにおい
て、いずれも第４期中長期目
標期間中全体で１５％以上と
する中長期計画の達成に取り
組む。 

【評価軸】 
○国際標準化に取り
組んでいるか。 

【関連する評価指
標】 
○国際標準化提案を
行ったプロジェクト
の割合（評価指標） 

【年度評価対象外】 ―  
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（５）上記の数値目標を達成
するための技術開発マネジメ
ントの実施 
上記の（１）から（４）の数
値目標を達成するため、以下
のとおり、政策当局と密接に
連携しつつ、産業技術政策な
どの実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取り組
むものとする。 

（５）上記の数値目標を達成す
るための技術開発マネジメン
トの実施 
 上記の（１）から（４）の数値
目標を達成するため、以下のと
おり、政策当局と密接に連携し
つつ、産業技術政策などの実施
機関として適切に技術開発マ
ネジメントに取り組むものと
する。 

（５）上記の数値目標を達成
するための技術開発マネジメ
ントの実施 
上記の（１）から（４）の数

値目標を達成するため、以下
のとおり、政策当局と密接に
連携しつつ、産業技術政策な
どの実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取り組
むものとする。 

 （５）上記の数値目標を達成するための技
術開発マネジメントの実施 
・上記の（１）から（４）の数値目標を達
成するため、以下のとおり、政策当局と
密接に連携しつつ、産業技術政策などの
実施機関として適切に技術開発マネジメ
ントに取り組んだ。 

―  

①ナショナルプロジェクトの
実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段
階 
 企画段階においては、内閣
府の戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）等ＮＥ
ＤＯ以外の公的機関が戦略を
策定し推進するものを除き、
ＴＳＣが策定する技術戦略及
びプロジェクト構想に基づき
企画立案することを基本とす
る。プロジェクト構想が策定
された段階でＰＭを選定し、
そのＰＭが主体となって、基
本計画の策定、実施体制の構
築を行うものとする。なお、Ｐ
Ｍの選定にあたっては、産業
界、大学等、ＮＥＤＯ内外から
の登用を含め、当該プロジェ
クトの技術開発マネジメント
に最適な技術開発マネジメン
ト体制を構築する。基本計画
には事業終了時や中間時点で
の達成目標を定量的かつ明確
に示すとともに、市場創出効
果、雇用創造効果、広範な産業
への波及効果、中長期視点か
らの我が国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネルギー・環
境問題等の社会的課題の解決
への貢献、費用対効果等の観
点から事前評価を行うものと
する。 
 実施段階においては、プロ
ジェクト期間を複数のステー
ジに分割し、必要な実施体制
の見直し等を柔軟に図る「ス
テージゲート方式」を必要に
応じて活用するものとする。
また、挑戦的なテーマに対し
ベンチャー企業等から広く技
術やアイデアを募集する観点
から、書面審査だけではなく
提案者によるデモンストレー
ション等によるコンテストを
設け、その成績に応じて助成
金の交付等を行う「アワード
方式」についても特性に応じ
て活用することができるもの
とする。 

①ナショナルプロジェクトの
実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階

企画段階においては、助成に
より実施するもの及び内閣府
の戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）等機構以
外の公的機関が戦略を策定し
推進するもの等を除き、ＴＳＣ
が策定する技術戦略及びプロ
ジェクト構想に基づき企画立
案することとする。プロジェク
ト構想が策定された段階でＰ
Ｍを選定し、そのＰＭが主体と
なって、基本計画の策定、実施
体制の構築を行うものとする。
なお、ＰＭの選定にあたって
は、産業界、大学等、機構内外
からの登用を含め、当該プロジ
ェクトの技術開発マネジメン
トに最適な技術開発マネジメ
ント体制を構築する。基本計画
には事業終了時や中間時点で
の達成目標を定量的かつ明確
に示すとともに、市場創出効
果、雇用創造効果、広範な産業
への波及効果、中長期視点から
の我が国産業競争力強化への
貢献、内外のエネルギー・環境
問題等の社会的課題の解決へ
の貢献、費用対効果等の観点か
ら事前評価を行うものとする。
 基本計画策定後、円滑かつ迅
速な事業実施、推進を図るた
め、極力多くの事業について、
政府予算の成立を条件として、
実施年度の前年度の３月まで
に公募を開始する。公募は、ホ
ームページ等のメディアの最
大限の活用等により採択基準
を公表しつつ実施する。また、
公募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ月
前（緊急的に必要なものであっ
て事前の周知が不可能なもの
を除く。）には公募に係る事前
の周知を行う。さらに、十分な
審査期間と体制構築に必要な
期間を適切に確保することを
最大限留意することを前提に、
応募総数が多い場合等、特段の
事情がある場合を除き、公募か
ら事業開始までの期間を事業
毎に設定し、事務の合理化・迅

企画段階においては、助成
により実施するもの及び内閣
府の戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ）等機構
以外の公的機関が戦略を策定
し推進するもの等を除き、Ｎ
ＥＤＯ技術戦略研究センター
（以下「ＴＳＣ」という。）が
策定する技術戦略及びプロジ
ェクト構想に基づき企画立案
することとする。プロジェク
ト構想が策定された段階でプ
ロジェクトマネージャー（以
下「ＰＭ」という。）を選定し、
そのＰＭが主体となって、基
本計画の策定、実施体制の構
築を行うものとする。なお、Ｐ
Ｍの選定にあたっては、産業
界、大学等、機構内外からの登
用を含め、当該プロジェクト
の技術開発マネジメントに最
適な技術開発マネジメント体
制を構築する。また、プロジェ
クトの難度や特性に対応した
適切なマネジメント体制を検
討し、制度に反映する。基本計
画には事業終了時や中間時点
での達成目標を定量的かつ明
確に示すとともに、市場創出
効果、雇用創造効果、広範な産
業への波及効果、中長期視点
からの我が国産業競争力強化
への貢献、内外のエネルギー・
環境問題等の社会的課題の解
決への貢献、費用対効果等の
観点から事前評価を行うもの
とする。 
基本計画策定後、円滑かつ

迅速な事業実施、推進を図る
ため、極力多くの事業につい
て、政府予算の成立を条件と
して、実施年度の前年度の３
月までに公募を開始する。公
募は、ホームページ等のメデ
ィアの最大限の活用等により
採択基準を公表しつつ実施す
る。また、公募に際しては、機
構のホームページ上に、公募
開始の１ヶ月前（緊急的に必
要なものであって事前の周知
が不可能なものを除く。）には
公募に係る事前の周知を行
う。さらに、十分な審査期間と
体制構築に必要な期間を適切

 ① ナショナルプロジェクトの実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階 
・企画段階においては、助成により実施す
るもの及び内閣府の戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（ＳＩＰ）等機構以外
の公的機関が戦略を策定し推進するもの
等を除き、ＮＥＤＯ技術戦略研究センタ
ー（以下「ＴＳＣ」という。）が策定す
る技術戦略及びプロジェクト構想に基づ
き企画立案を実施。プロジェクト構想が
策定された段階でプロジェクトマネージ
ャー（以下「ＰＭ」という。）を選定
し、そのＰＭが主体となって、基本計画
の策定、実施体制の構築を実施。 

・なお、ＰＭの選定にあたっては、産業
界、大学等、機構内外からの登用を含
め、当該プロジェクトの技術開発マネジ
メントに最適な技術開発マネジメント体
制を構築するとともに、マネジメント体
制に応じたＰＭの在り方についても検
討。令和３年度は、プロジェクトの難度
や特性に応じて適切なＰＭを指名するた
め、ＰＭ選定レビュープロセスを導入し
た。基本計画には事業終了時や中間時点
での達成目標を定量的かつ明確に示すと
ともに、市場創出効果、雇用創造効果、
広範な産業への波及効果、中長期視点か
らの我が国産業競争力強化への貢献、内
外のエネルギー・環境問題等の社会的課
題の解決への貢献、費用対効果等の観点
から事前評価を実施。 

・基本計画策定後、円滑かつ迅速な事業実
施、推進を図るため、多くの事業につい
て、実施年度の前年度の３月までに公募
を開始し、令和４年度事業の公募も順次
開始した。公募は、ホームページ等のメ
ディアの最大限の活用等により採択基準
を公表しつつ実施。また、公募に際して
は、機構のホームページ上に、公募開始
の１ヶ月前（緊急的に必要なものであっ
て事前の周知が不可能なものを除く。）
には公募に係る事前の周知を実施。さら
に、十分な審査期間と体制構築に必要な
期間を適切に確保することを最大限留意
することを前提に、応募総数が多い場合
等、特段の事情がある場合を除き、公募
から事業開始までの期間を事業毎に設定
し、事務の合理化・迅速化を図った。ま
た、事業毎に公募から採択決定までの期
間を公募要領に明記し公募を実施。決定
した実施体制の公表や実施体制に含まれ
なかった者に対する理由の通知を行う
等、実施体制の決定過程の透明性を確
保。 

【評価の根拠】 
・「主な業務実績等」において言及さ
れたＰＭについては、プロジェクト
マネジメントを行う職員の経験・技
能を多段階で評価し、マネジメント
の高度化及び適切な配置を促進す
る仕組みとして、プロジェクトマネ
ジメントレベル認定制度を創設し、
運用を開始。NEDO 職員のプロジェ
クトマネジメント能力の更なる高
度化を図るとともに、プロジェクト
のマネジメントの難易度に応じた
最適な人材配置・獲得の仕組みを実
現。 
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速化を図ることとする。また、
事業毎に公募から採択決定ま
での期間を公募要領に明記し
公募を行う。決定した実施体制
の公表や実施体制に含まれな
かった者に対する理由の通知
を行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。 
実施段階においては、プロジェ
クト期間を複数のステージに
分割し、必要な実施体制の見直
し等を柔軟に図る「ステージゲ
ート方式」を必要に応じて活用
するものとする。また、挑戦的
なテーマに対しベンチャー企
業等から広く技術やアイデア
を募集する観点から、書面審査
だけではなく提案者によるデ
モンストレーション等による
コンテストを設け、その成績に
応じて助成金の交付等を行う
「アワード方式」についても特
性に応じて活用することがで
きるものとする。 

に確保することを最大限留意
することを前提に、応募総数
が多い場合等、特段の事情が
ある場合を除き、公募から事
業開始までの期間を事業毎に
設定し、電子申請による公募
を実施、事務の合理化・迅速化
を図ることとする。また、事業
毎に公募から採択決定までの
期間を公募要領に明記し公募
を行う。決定した実施体制の
公表や実施体制に含まれなか
った者に対する理由の通知を
行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。 
実施段階においては、プロ

ジェクト期間を複数のステー
ジに分割し、必要な実施体制
の見直し等を柔軟に図る「ス
テージゲート方式」を必要に
応じて活用するものとする。
また、挑戦的なテーマに対し
ベンチャー企業等から広く技
術やアイデアを募集する観点
から、書面審査だけではなく
提案者によるデモンストレー
ション等によるコンテストを
設け、その成績に応じて助成
金の交付等を行う「アワード
方式」についても特性に応じ
て活用することができるもの
とする。 

・実施段階においては、プロジェクト期間
を複数のステージに分割し、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図る「ステージ
ゲート方式」を必要に応じて活用。令和
３年度から開始した研究開発ナショナル
プロジェクトのうち、例えば「脱炭素社
会実現に向けた省エネルギー技術の研究
開発・社会実装促進プログラム」の基本
計画において、ステージゲート方式を行
い研究開発テーマ継続是非を決定する旨
を記載。また、広く技術やアイデアを募
集する観点から、「サプライチェーンの
迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用
した状況把握システムの開発・実証」に
おいて、成果に応じて懸賞金の交付を行
う「アワード方式」を採用した公募を開
始した。 

ⅱ）評価(Check)及び反映・実
行（Action）段階 
評価段階においては、中間評
価及び事後評価の実施、また、
必要に応じて追跡調査・評価
を実施することとし、産業界、
学術界等の外部の専門家・有
識者を活用し厳格に行い、各
評価結果については、技術情
報等の流出等の観点に配慮し
つつ、可能な範囲で公表する
ものとする。追跡調査・評価で
は、これまでの機構の研究開
発成果が活用された製品・プ
ロセス等について、それらが
社会にもたらした経済効果
（アウトカム）を把握する既
存の取組を継続するととも
に、第４期中長期目標期間の
機構の技術開発マネジメント
で期待される研究成果を予測
し、その成果を活用して実用
化が期待される製品等の売上
げ等の予測を行うことによっ
て将来的な経済効果（アウト
カム）を推計する新たな取組
を検討する。 
 なお、非連続ナショナルプ
ロジェクトについては、評価
段階において、実用化・事業化
の見通しに加え、獲得された
知見の他の技術や用途への波

ⅱ）評価(Check)及び反映・実行
（Action）段階 
評価段階においては、中間評

価及び事後評価の実施、また、
必要に応じて追跡調査・評価を
実施することとし、産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者
を活用し厳格に行い、各評価結
果については、技術情報等の流
出等の観点に配慮しつつ、可能
な範囲で公表するものとする。
追跡調査・評価では、これまで
の機構の研究開発成果が活用
された製品・プロセス等につい
て、それらが社会にもたらした
経済効果（アウトカム）を把握
する既存の取組を継続すると
ともに、第４期中長期目標期間
の機構の技術開発マネジメン
トで期待される研究成果を予
測し、その成果を活用して実用
化が期待される製品等の売上
げ等の予測を行うことによっ
て将来的な経済効果（アウトカ
ム）を推計する新たな取組を検
討する。 
 なお、非連続ナショナルプロ
ジェクトについては、評価段階
において、実用化・事業化の見
通しに加え、獲得された知見の
他の技術や用途への波及効果
等の観点から多面的に評価す

ⅱ）評価(Check)及び反映・実
行（Action）段階 
令和３年度においては、中

間評価及び事後評価の実施、
また、必要に応じて追跡調査・
評価を実施することとし、産
業界、学術界等の外部の専門
家・有識者を活用し厳格に行
い、各評価結果については、技
術情報等の流出等の観点に配
慮しつつ、可能な範囲で公表
し、評価を踏まえた具体的ア
クションの実施や、他プロジ
ェクトへの反映を引き続き検
討する。追跡調査・評価では、
これまでの機構の研究開発成
果が活用された製品・プロセ
ス等について、それらが社会
にもたらした経済効果（アウ
トカム）を把握する既存の取
組を継続する。また、追跡調査
アンケート結果で得られる実
用化に係る情報をプロジェク
ト開始前の技術戦略策定時等
に反映していく取組として、
技術戦略及び基本計画策定段
階からプロジェクトを類型化
することを意識した取組を開
始する。引き続き、体系化した
情報の蓄積・分析に努め、ＮＥ
ＤＯ研究開発マネジメントガ
イドラインなどへの反映を検

 ⅱ）評価(Check)及び反映・実行
（Action）段階 
・個々の事業に係る中間評価、事後評価及
び追跡評価については、産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者を活用し厳格
に実施。 

・新型コロナウイルス感染症拡大渦中にお
ける制約の中、令和２年度に整備した
Web 会議システム、音響設備、ネットワ
ークの環境等を用いて、オンライン評価
分科会を実施。また、委員に事業内容を
十分にご理解いただき、評価者・被評価
者の間で活発な議論を促進するために、
オンライン評価分科会開催前に書面によ
る事前質疑も実施。 

・さらに、現地調査会は感染症対策を前提
に、可能な範囲で実施。 

・令和３年度はナショナルプロジェクト１
５件（中間評価６件及び事後評価９件）
について、外部の専門家・有識者による
評価を実施。これらの評価結果について
は、確定次第、可能な範囲で機構ホーム
ページ上において公表。 

・中間評価が確定した後に、その結果をプ
ロジェクト運営に反映。また、事後評価
が確定した後に、結果を以後の機構のマ
ネジメントの改善に活用。 

・中間評価、事後評価及び追跡評価の各結
果から得られた知見、教訓については、
新規着任者およびプロジェクトマネジメ
ント人材に対する意見交換活動を通じて
共有。 

【評価の根拠】 
・2021 年度のナショナルプロジェク
ト 15 件（中間評価 6件及び事後評
価 9件）について、評価を実施し、
評価コメントをまとめるとともに、
評価結果を数値化して提示。 

• 評価の結果及びプロジェクト開始
後の社会経済情勢の変化等を踏ま
えて、技術開発内容やマネジメント
等の改善を検討し、実施計画の見直
すほか、次期事業開始段階での活用
を的確に実施。 

・アンケート調査の回答率 100%を達
成し、精度の高い追跡調査を実現。
新規の１製品を対象に追加し、121
製品に拡大。 

・非連続ナショナルプロジェクトの
評価項目・基準に基づき、該当案件
の事後評価を２件実施。令和３年度
は、評価の実施とマネジメント機能
全体の検討を同じ部署で担えるよ
う組織変更を行い、評価結果から得
られた知見等を、新規着任者を含む
プロジェクトマネジメントを担う
人材に共有を図りプロジェクトマ
ネジメントのさらなる高度化に向
けた取組を実施。 
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及効果等の観点から多面的に
評価する。 
・実行段階においては、各評
価結果から得られた技術開発
マネジメントに係る多くの知
見、教訓、良好事例等を蓄積す
ることにより、マネジメント
機能全体の改善・強化に反映
させる。 

る。 
また、反映・実行段階において
は、各評価結果から得られた技
術開発マネジメントに係る多
くの知見、教訓、良好事例等を
蓄積することにより、マネジメ
ント機能全体の改善・強化に反
映させる。 

討する。第４期中長期目標期
間の機構の技術開発マネジメ
ントで期待される研究成果を
予測し、その成果を活用して
実用化が期待される製品等の
売上げ等の予測を行うことに
よって将来的な経済効果（ア
ウトカム）を推計する取組と
して、令和２年度に改訂した
アウトカムに関するガイドラ
インを利用し、研究開発の成
果によって将来もたらされる
具体的なアウトカムまでの道
筋をより明確化して推計し、
よりわかりやすいアウトカム
の説明に努めていく。 
 なお、非連続ナショナル

プロジェクトについては、評
価段階において、実用化・事業
化の見通しに加え、獲得され
た知見の他の技術や用途への
波及効果等の観点から多面的
に評価する。 
 また、反映・実行段階にお

いては、各評価結果から得ら
れた技術開発マネジメントに
係る多くの知見、教訓、良好事
例等を蓄積することにより、
マネジメント機能全体の改
善・強化に反映させる。 

・アウトカムの把握については、上市・製
品化した主要１２１製品に関する経済効
果（売上）等を引き続き調査を実施。ま
た、新規製品の探索を行うとともに、効
果・便益に関する新たな表現方法の検討
を実施。追跡調査等で得られた知見・ノ
ウハウ等は、推進部署への意見交換活動
を通じて還元。 

・非連続ナショナルプロジェクトの評価項
目・基準に基づき、該当案件の事後評価
を２件実施。中間評価・事後評価結果か
ら得られた技術開発マネジメントに係る
多くの知見、教訓、良好事例等を、マネ
ジメント機能全体の改善・強化に、より
速やかに反映させるべく、令和３年度
は、評価の実施とマネジメント機能全体
の検討を同じ部署で担えるよう組織変更
を行い、評価結果から得られた知見等
を、新規着任者を含むプロジェクトマネ
ジメントを担う人材に共有を図りプロジ
ェクトマネジメントのさらなる高度化に
向けた取組を実施。 

・また、令和元年度に技術開発・実証に取
り組むべき革新技術の評価の一助とすべ
く作成した「持続可能な社会の実現に向
けた技術開発総合指針」（以下、「総合指
針」という）をもとにアウトカムを算出
するなどの取組を「アウトカム目標設定
のガイドライン」に反映し、技術戦略策
定時のアウトカム試算への適用を継続。
新規 NEDO プロジェクトにおいても、総
合指針の考え方が活用されていく取り組
みを実施。 

・技術戦略及び基本計画策定段階からプロ
ジェクトを類型化することとし、体系化
した情報の蓄積・分析に努めた。 

ⅲ）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援の具
体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取
組 
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準
等の動向把握・分析を踏まえ、
知的財産権、標準化、性能評
価、環境影響評価、ロードマッ
プ・ガイドライン、データベー
ス策定、産業人材育成、規制構
築のための実証等の社会実装
に必要となる要素を可能な限
り特定するものとする。 
 産業構造審議会 産業技術
環境分科会 基準認証小委員
会の「今後の基準認証の在り
方 答申」（平成 29年 10 月）
を踏まえ、先端分野や異業種
横断分野を中心に、技術開発
成果に関するＩＳＯ・ＩＥＣ
等の国際標準化を図るため、
プロジェクト「基本計画」にお
いて標準化に係る取組を具体
的に記載してプロジェクトを

ⅲ）国際標準化等を通じた研究
開発成果の事業化支援の具体
的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取組
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準等
の動向把握・分析を踏まえ、知
的財産権、標準化、性能評価、
環境影響評価、ロードマップ・
ガイドライン、データベース策
定、産業人材育成、規制構築の
ための実証等の社会実装に必
要となる要素を可能な限り特
定するものとする。 
 産業構造審議会 産業技術環
境分科会 基準認証小委員会の
「今後の基準認証の在り方
答申」（平成２９年１０月）を踏
まえ、先端分野や異業種横断分
野を中心に、技術開発成果に関
するＩＳＯ・ＩＥＣ等の国際標
準化を図るため、プロジェクト
「基本計画」において標準化に
係る取組を具体的に記載して
プロジェクトを実施するもの
とする。その際、技術戦略を踏

ⅲ）国際標準化等を通じた研
究開発成果の事業化支援の具
体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階の取
組 
 国内外の市場を獲得するた
め、有望技術と社会課題・市場
課題と当該分野の規制・標準
等の動向把握・分析を踏まえ、
知的財産権、標準化、性能評
価、環境影響評価、ロードマッ
プ・ガイドライン、データベー
ス策定、産業人材育成、規制構
築のための実証等の社会実装
に必要となる要素を可能な限
り特定するものとする。 
 産業構造審議会 産業技術
環境分科会 基準認証小委員
会の「今後の基準認証の在り
方 答申」（平成２９年１０
月）を踏まえ、先端分野や異業
種横断分野を中心に、技術開
発成果に関するＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ等の国際標準化を図るた
め、プロジェクト「基本計画」
において標準化に係る取組を
具体的に記載してプロジェク

 ⅲ）国際標準化等を通じた研究開発成果の
事業化支援の具体的な取組内容 
・国内外の市場を獲得するため、有望技術
と社会課題・市場課題と当該分野の規
制・標準等の動向把握・分析を踏まえ、
知的財産権、標準化、性能評価、環境影
響評価、ロードマップ・ガイドライン、
データベース策定、産業人材育成、規制
構築のための実証等の社会実装に必要と
なる要素を可能な限り特定するようにし
た。 

・産業構造審議会 産業技術環境分科会 基
準認証小委員会の「今後の基準認証の在
り方 答申」（平成２９年１０月）を踏
まえ、先端分野や異業種横断分野を中心
に、技術開発成果に関するＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ等の国際標準化を図るため、プロジェ
クト「基本計画」において標準化に係る
取組を具体的に記載してプロジェクトを
実施した。その際は、技術戦略を踏まえ
た社会実装への効果の高い国際標準の獲
得を目指した。また、外部の標準専門家
と議論を行う機会を、プロジェクトの特
性に応じて設けるとともに、鉱工業分
野、エネルギー・環境分野における標準
化提案・審議を実施する国内外の標準関
係団体との連携強化を図った。外部の標

【評価の根拠】 
・主な業務実績等に記載のとおり、プ
ロジェクトの特性に応じた活動に
係る整理・検討を行うことで、機構
全体における標準化に係る取組の
更なる強化を実現。 

・個別の具体的取組の強化を図り、
標準化提案に係る着実な活動が実
施できている。 
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実施するものとする。その際、
技術戦略を踏まえた社会実装
への効果の高い国際標準の獲
得を目指すものとする。また、
鉱工業分野、エネルギー・環境
分野における標準化提案・審
議を実施する国内外の標準関
係団体との連携強化を図るも
のとする。 
 知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出
された知的財産には原則とし
て日本版バイドール条項を適
用し、知的財産の受託者帰属
を通じて研究活動を活性化
し、その成果を事業活動にお
いて効率的に活用できるよう
にするものとする。 
 また、プロジェクトの目的
を達成するために、プロジェ
クト開始までにプロジェクト
参加者間で知的財産合意書を
策定することや海外市場展開
を勘案した出願を原則化した
「知財マネジメント基本方
針」を全プロジェクトに適用
するものとする。 

まえた社会実装への効果の高
い国際標準の獲得を目指すも
のとする。また、鉱工業分野、
エネルギー・環境分野における
標準化提案・審議を実施する国
内外の標準関係団体との連携
強化を図るものとする。 
 知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出さ
れた委託事業の知的財産には
原則として日本版バイドール
条項を適用し、知的財産の受託
者帰属を通じて研究活動を活
性化し、その成果を事業活動に
おいて効率的に活用できるよ
うにするものとする。 
また、プロジェクトの目的を達
成するために、プロジェクト開
始までにプロジェクト参加者
間で知的財産合意書を策定す
ることや海外市場展開を勘案
した出願を原則化した「知財マ
ネジメント基本方針」を全ての
委託事業に適用するものとす
る。 

トを実施するものとする。そ
の際、技術戦略を踏まえた社
会実装への効果の高い国際標
準の獲得を目指すものとす
る。また、外部の標準専門家と
議論を行う機会を、プロジェ
クトの特性に応じて設けると
ともに、鉱工業分野、エネルギ
ー・環境分野における標準化
提案・審議を実施する国内外
の標準関係団体との連携強化
を図るものとする。 
 知的財産マネジメントにつ
いては、プロジェクトで創出
された委託事業の知的財産に
は原則として日本版バイドー
ル条項を適用し、知的財産の
受託者帰属を通じて研究活動
を活性化し、その成果を事業
活動において効率的に活用で
きるようにするものとする。
ただし、研究開発の受託者が
国外企業等（日本以外の国の
企業、大学又は研究機関を言
う。）の場合には、当該受託者
と機構の持分の合計のうち５
０％以上の持分は機構に帰属
するものとする。 
 また、プロジェクトの目的
を達成するために、プロジェ
クト開始までにプロジェクト
参加者間で知的財産合意書を
策定することや海外市場展開
を勘案した出願を原則化した
「知財マネジメント基本方
針」を全ての委託事業に適用
するものとする。 
 さらに、プロジェクトにお
けるデータの取扱を定めた、
「データマネジメントに係る
基本方針」も全ての委託事業
に適用するものとする。 

準専門家等との議論については、本年度
事業開始の基本計画に関して、その必要
性について政策当局と議論を行った。ま
た、標準化活用支援パートナーシップ制
度におけるパートナー機関として、１事
業者が本制度に基づく日本規格協会の標
準化アドバイザーによる標準化の戦略的
活用に関する情報提供・助言等が実施さ
れるようにした。 

・知的財産マネジメントについては、プロ
ジェクトで創出された委託事業の知的財
産には原則として日本版バイドール条項
を適用し、知的財産の受託者帰属を通じ
て研究活動を活性化し、その成果を事業
活動において効率的に活用できるように
するものにした。ただし、研究開発の受
託者が国外企業等（日本以外の国の企
業、大学又は研究機関を言う。）の場合
には、当該受託者と機構の持分の合計の
うち５０％以上の持分は機構に帰属する
ものとした。 

・また、プロジェクトの目的を達成するた
めに、プロジェクト開始までにプロジェ
クト参加者間で知的財産合意書を策定す
ることや海外市場展開を勘案した出願を
原則化した「知財マネジメント基本方
針」を全ての委託事業に適用した。他に
も、「ナショナルプロジェクトの知的財
産戦略事例集」（経済産業省）の作成に
協力すると共に、当該事例集の機構内周
知を進め、知的財産戦略の考え方の浸透
を図った。 

・さらに、プロジェクトにおけるデータの
取扱を定めた、「データマネジメントに
係る基本方針」も全ての委託事業に適用
した。 

・プロジェクト終了後の取組
 ＮＥＤＯの研究開発成果を
事業活動において活用しよう
とする者に対する出資（金銭
の出資を除く。）並びに人的及
び技術的支援を行うととも
に、株式会社ＩＮＣＪなど事
業化促進に資する機能を有す
る外部機関と積極的に連携す
ることにより、技術開発の成
果の事業化を促進するものと
する。 

・プロジェクト終了後の取組 
 機構の研究開発成果を事業
活動において活用しようとす
る者に対する出資（金銭の出資
を除く。）並びに人的及び技術
的支援を行うとともに、株式会
社ＩＮＣＪなど事業化促進に
資する機能を有する外部機関
と積極的に連携することによ
り、技術開発の成果の事業化を
促進するものとする。 

・プロジェクト終了後の取組
 機構の研究開発成果を事業
活動において活用しようとす
る者に対する出資（金銭の出
資を除く。）並びに人的及び技
術的支援を行うとともに、株
式会社ＩＮＣＪなど事業化促
進に資する機能を有する外部
機関と積極的に連携すること
により、技術開発の成果の事
業化を促進するものとする。

 ・中堅・中小・ベンチャー企業に対する事
業化支援の一環として、金融機関への仲
立ちを行うとこによる支援を実施。具体
的には、資金需要のあるＮＥＤＯ事業者
を株式会社ＪＩＣや株式会社日本政策金
融公庫 （ＪＦＣ）等への紹介を行うこ
とで、出資や融資の実行につなげ、ビジ
ネス展開を後押し。令和３年度は 24 件
の紹介を実施し、７件の資金獲得に成功
した（令和２年度は 20件の出資案件を
推薦し、４件出資）。 

【評価の根拠】 
・「主な業務実績等」の記載の通り、
金融機関等への 24件の紹介を実施
し、7件の資金獲得に成功すると
いう成果を上げた。 

また、技術開発の成果を速や
かに実用化・事業化に繋げる
よう、ＮＥＤＯとして事業者
に対し、技術開発成果を経営
において有効に活用するため
の効果的方策（技術開発マネ
ジメント、テーマ選定、提携先
の選定、経営における活用に
向けた他の経営資源との組み
合わせ等）を提案するなど、技

また、技術開発の成果を速や
かに実用化・事業化に繋げるよ
う、機構として事業者に対し、
技術開発成果を経営において
有効に活用するための効果的
方策（技術開発マネジメント、
テーマ選定、提携先の選定、経
営における活用に向けた他の
経営資源との組み合わせ等）を
提案するなど、技術経営力の強

また、技術開発の成果を速
やかに実用化・事業化に繋げ
るよう、ビジネスマッチング
を積極的に実施する。具体的
には、事業化を見据えたピッ
チイベントを実施するものと
し、オープンイノベーション・
ベンチャー創造協議会の活動
について事業実施者へ紹介
し、提携先の模索や技術シー

 ・支援事業者の連携・事業化促進等を目的
に、昨年に引き続きコロナ禍を考慮しオ
ンラインピッチイベント等を計 10回開
催。期中にオミクロン株による感染急拡
大という事態に直面したものの、例年比
で一回あたりの平均参加者の増加につな
がった（約 100 名(令和２年度)→約 200
名（令和３年度））。 

【評価の根拠】 
・昨年に引き続きコロナ禍を考慮し
オンラインピッチイベント等を計
10 回開催。期中にオミクロン株に
よる感染急拡大という事態に直面
したものの、例年比で一回あたり
の平均参加者の増加につながった
（約 100 名(令和２年度)→約 200
名（令和３年度））。 
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術経営力の強化に関する助言
を積極的に行うものとする。

化に関する支援を積極的に行
うものとする。 

ズの発掘等の双方向支援を積
極的に行うものとする。 

さらに、技術開発の成果をユ
ーザーにサンプル提供し、そ
の評価結果から課題を抽出す
る技術シーズマッチングを行
う等、技術開発の成果のユー
ザー・市場・用途の開拓に係る
支援を行うものとする。 

 さらに、技術開発の成果をユ
ーザーにサンプル提供し、その
評価結果から課題を抽出する
技術シーズマッチングを行う
等、技術開発の成果のユーザ
ー・市場・用途の開拓に係る支
援を行うものとする。 

 さらに、技術開発の成果につ
いてユーザー・市場・用途の開
拓に係る展示会等でマッチン
グの機会を提供するなど、機
構の支援をきっかけとしたサ
ンプル提供や資料請求等の問
い合わせを得ることを目指
す。 

 ・技術開発の成果のユーザー・市場・用途
の開拓に係る展示会として、12 件の展
示会を開催した（WEB 開催含む）。オン
ラインと実開催のハイブリッド開催を主
軸に、オンラインコンテンツの拡充をは
かり、コロナ禍においてもマッチングの
機会を提供する支援を行った。展示会を
きっかけとした来場者との成約をはじ
め、サンプル提供や資料請求の問い合わ
せ等を数多く得た。 

【評価の根拠】 
・技術開発の成果のユーザー・市
場・用途の開拓に係る展示会とし
て、12 件の展示会を開催。 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 
企画（Plan）・実施（Do）段

階、評価（Check）及び反映・
実行（Action）段階において
は、技術戦略策定を除き、１.
（５）①に準じて、業務を行う
ものとする。 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 

企画（Plan）・実施（Do）段階、
評価（Check）及び反映・実行
（Action）段階においては、技
術戦略策定を除き、１.（５）①
に準じて、業務を行うものとす
る。 

②ナショナルプロジェクト以
外の事業の実施（実証事業、テ
ーマ公募型事業、国際実証・国
際共同事業） 
企画（Plan）・実施（Do）段

階、評価（Check）及び反映・
実行（Action）段階において
は、技術戦略策定を除き、１.
（５）①に準じて、業務を行う
ものとする。 

 ②ナショナルプロジェクト以外の事業の実
施（実証事業、テーマ公募型事業、国際実
証・国際共同事業） 
・企画（Plan）・実施（Do）段階、評価
（Check）及び反映・実行（Action）段
階においては、技術戦略策定を除き、
１.（５）①に準じて、業務を行った。 

― 具体的には、テーマ公募型事
業においては、各事業の目的に
応じた良質な提案を集めるこ
とが重要であることに鑑み、全
国で制度説明を行い提案者の
掘り起こしを推進する。また採
択するテーマについては、各制
度の目的に応じ、達成目標を定
量的かつ明確に示すとともに、
採択にあたっては産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者を
活用し厳格に行う。評価段階に
おいては、各テーマ公募型事業
の目的が達成されるよう制度
評価を行い、不断の見直しを行
う。また、各テーマ公募型事業
において採択したテーマにつ
いては、産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者を活用し評
価を厳格に行う。 

具体的には、テーマ公募型
事業においては、各事業の目
的に応じた良質な提案を集め
ることが重要であることに鑑
み、全国で制度説明を行い提
案者の掘り起こしを推進す
る。また採択するテーマにつ
いては、各制度の目的に応じ、
達成目標を定量的かつ明確に
示すとともに、採択にあたっ
ては産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し厳
格に行う。評価段階において
は、各テーマ公募型事業の目
的が達成されるよう制度評価
を行い、不断の見直しを行う。
また、各テーマ公募型事業に
おいて採択したテーマについ
ては、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し評
価を厳格に行う。 

 ・テーマ公募型事業においては、コロナ禍
の混乱により対面での説明会等は自粛し
たものの、地方自治体や経済産業局等と
連携、オンラインも活用しつつ全国で制
度説明等を 90 回以上行い、提案者の掘
り起こしを実施。採択にあたっては、産
業界、学術界等の外部の専門家・有識者
を活用し厳格に審査を実施。事業の実施
中には技術委員会を開催し、各テーマの
研究開発の進捗、課題等を把握するとと
もに、外部の専門家・有識者からのフィ
ードバックを行うことで研究開発を推
進。 

― 国際実証・国際共同事業にお
いては、制度の実施方法や事業
内容について機構と相手国政
府機関等との間でＭＯＵを締
結した上で実施する。 

国際実証・国際共同事業に
おいては、制度の実施方法や
事業内容について機構と相手
国政府機関等との間で合意文
書を締結した上で実施する。

 ・国際実証・国際共同事業においては、制
度の実施方法や事業内容について機構と
相手国政府機関等との間で MOU 等を締結
した上で実施。 

・国際実証事業に係る協力協定等について
令和３年度は２件締結（延長含む）。本
年度も昨年度から引き続き年２回の公募
を実施。実証要件適合性等調査として第
１回の公募では６件、第２回公募では４
件を新たに採択。全 14件の実証事業、
全 24 件の調査を推進。昨年度に引き続

【評価の根拠】 
・国際実証事業を通じ、我が国エネル
ギー産業の海外展開、市場開拓、国
内外のエネルギー転換・脱炭素化、
我が国のエネルギー安全保障に貢
献。 

・個別事業としては次のような点が
評価できる。 

・国際実証事業に係る協力協定等に
ついて、経済産業省、独立行政法人
国際協力機構（JICA）や NEDO 海外
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き経済産業省、独立行政法人国際協力機
構（JICA）や NEDO 海外事務所を交え、
海外の政策・技術動向の公開及び NEDO
海外実証の広報を目的とした「第２回
NEDO 海外実証オンラインセミナー」を
実施。延べ４００名以上の参加者を獲
得。事業を通じ、我が国エネルギー産業
の海外展開、市場開拓、国内外のエネル
ギー転換・脱炭素化、我が国のエネルギ
ー安全保障に貢献。 

・コファンド事業においては、令和３年度
以降は新規公募の予算がなく、令和２年
度までに採択された継続案件の着実な事
業管理、予算執行、そして終了案件のテ
ーマ別事後評価を実施するフェーズに入
っている。令和３年度中には 4件が
NEDO 助成期間を終了した（令和元年度
採択 3件、令和２年度採択 1件）。令和
４年 4月以降も 10件の NEDO 助成を継続
する（2019 年度採択 2件、2020 年度採
択 8件）。また、2022 年 1 月 28 日に、
2019 年度採択の終了 5案件を対象とし
たテーマ別事後評価委員会を開催した。

・民間主導による低炭素技術普及促進事業
においては、前年度からの継続として、
実証前調査 2件、実証事業 2件の計 4件
を実施。実証事業「ＡＳＥＡＮ地域電力
会社向けＩｏＴ活用による発電事業資産
効率化・高度化促進のための技術実証事
業」について、実証運転を開始した。実
証前調査「中東地域における再エネ導入
拡大のための配電系統でのエネルギーマ
ネジメントシステム実証事業」について
は、7月末に調査を終了し、実証事業へ
の移行可否を審査する事業化評価委員会
（外部有識者による審査）を 2月に通
過。実証事業開始のための MOU・PA 締結
に向けて相手国との交渉を開始。 

・クリーンエネルギー分野における革新的
技術の国際共同研究開発事業において
は、クリーンエネルギー分野における非
連続的な価値の創造に繋がる技術シーズ
を発掘・育成のため、我が国が諸外国の
有する技術・研究資源を活用した国際共
同研究開発を支援。本年度公募におい
て、国内研究機関等から３１件の提案を
受理し、欧米等の研究機関等との国際共
同研究９件の採択を決定し、事業を開
始。2021 年８月に NSTDA(タイ)と MOU を
締結。 

○海外機関との情報交換協定等締結(延長
等変更含む）状況 
（モニタリング指標） 
［エネルギーシステム分野］ 
ＭＯＵ等延長変更件数：３件 
① 相手国：インドネシア工業省 

事業名：エネルギー消費の効率化等
に資する我が国技術の国際実証事業
／分散型エネルギー資源としての可
搬型蓄電池シェアリング実証研究 

② 相手国：マレーシア プトラジャヤ
市 

事務所を交え、海外の政策・技術動
向の公開及び NEDO 海外実証の広報
を目的とした「第２回 NEDO 海外実
証オンラインセミナー」を実施。延
べ４００名以上の参加者を獲得。事
業を通じ、我が国エネルギー産業の
海外展開、市場開拓、国内外のエネ
ルギー転換・脱炭素化、我が国のエ
ネルギー安全保障に貢献。 

・「グリーンエネルギー分野における
革新的技術の国際共同研究開発事
業」においては、クリーンエネル
ギー分野における非連続的な価値
の創造に繋がる技術シーズを発
掘・育成のため、我が国が諸外国
の有する技術・研究資源を活用し
た国際共同研究開発を支援。本年
度公募において、国内研究機関等
から３１件の提案を受理し、欧米
等の研究機関等との国際共同研究
９件の採択を決定し、事業を開始
できた点を評価。 
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事業名：エネルギー消費の効率化等
に資する我が国技術の国際実証事業
／１０分間充電運行による大型ＥＶ
バス実証事業（マレーシア） 

③ 相手国：スロベニア ELES 
事業名：エネルギー消費の効率化等
に資する我が国技術の国際実証技術
／スロベニア共和国におけるスマー
トコミュニティ実証 

［省エネルギー・環境分野］ 
ＭＯＵ等延長変更件数：２件 
① 相手国：ウズベキスタン共和国エネ

ルギー省 
事業名：エネルギー消費の効率化等
に資する我が国技術の国際実証事業
／ウズベキスタン共和国における分
散型中・小型ガスタービン高効率コ
ージェネレーションシステム実証事
業 

②相手国：インド財務省、インド鉄鋼
省、SAIL 社 
事業名：エネルギー消費の効率化等
に資する我が国技術の 
事業／製鉄所向けエネルギーセンタ
ーの最適制御技術実証事業（イン
ド） 

③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
世界トップレベルの産官学
関係者が一堂に会して、地球
温暖化問題の解決に向けたエ
ネルギー・環境技術のイノベ
ーションを促進する方策を議
論する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool Earth 
Forum)等の国際的な取組への
貢献、先進諸国等との連携を
着実に進めるものとする。ま
た、国連サミットで採択され
た持続可能な開発目標
(Sustainable Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、我が
国における持続可能な開発の
実施指針（平成 28年 12 月持
続可能な開発目標（SDGs）推
進本部決定）への対応につい
ても検討する。 
 さらに、日本の技術の海外
展開と海外における技術開発
動向把握のため、海外の研究
開発機関や政府機関との協力
関係を強化する。その際には、
一方的な技術流出にならない
よう双方にとってＷｉｎ－Ｗ
ｉｎの関係となるような連携
の推進を図る。 

③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
 世界トップレベルの産官学関
係者が一堂に会して、地球温
暖化問題の解決に向けたエネ
ルギー・環境技術のイノベー
ションを促進する方策を議論
する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool Earth 
Forum)、世界の最新技術を日
本に集め、日本発のルールで
開発競争を加速させることを
目的としたＷＲＳ（World 
Robot Summit）等の国際的な
取組への貢献、先進諸国等と
の連携を着実に進めるものと
する。 
 また、国連サミットで採択
された持続可能な開発目標
（Sustainable Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、我が
国における持続可能な開発の
実施指針（平成２８年１２月
持続可能な開発目標（SDGs）
推進本部決定）への対応につ
いても検討する。 
 また、日本の技術の海外展
開の促進及び海外における技
術開発動向把握のため、海外
の研究開発機関や政府機関と
の協力関係を強化する。その
際、一方的な技術流出になら
ないよう双方にとってＷｉｎ
－Ｗｉｎとなる関係構築を目
指す。 

③国際的な議論への貢献及び
関係機関との連携等 
 第８回“Innovation for 
Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）”
を実施する。令和３年度は、Ｉ
ＣＥＦの主要テーマである
「人為的 CO2のネット・ゼロ・
エミッション」の実現に向け、
技術及び社会基盤のイノベー
ションを促進するべく、引き
続き議論を深化させる。また、
ＩＥＡなどの国際機関との連
携を引き続き実施するととも
に、海外における国際会議に
おいてＩＣＥＦの成果を発表
するなど、気候変動問題の解
決に向けた更なるイノベーシ
ョンの促進に貢献していく。
 新型コロナウイルス感染症
拡大（以下「感染症拡大」とい
う）の影響により延期となっ
た令和２年度に開催予定であ
った“World Robot Summit ２
０２０（ＷＲＳ２０２０）”に
ついて、オンライン対応等の
適切な感染症拡大防止対策を
講じて令和３年度の開催を目
指し、引き続き準備を進める。
 同大会に関する意思決定を
行うための実行委員会及び諮
問委員会を開催し、４つのカ
テゴリー（ものづくり、サービ
ス、インフラ・災害対応、ジュ
ニア）ごとに競技委員会を運
営して、詳細設計を進め、関係

 ③国際的な議論への貢献及び関係機関との
連携等 
＜ICEF＞ 
・第 8回 Innovation for Cool Earth 
Forum（ＩＣＥＦ）を２０２１年１０月
に開催。新型コロナウィルスへの感染対
策を考慮し、オンライン開催（一部、国
内登壇者は来場）。８７の国・地域か
ら、昨年(約１，４００人)を上回る約
２，０００人が参加登録。WEB による事
後配信も行っている。また、長期的ネッ
ト・ゼロ・エミッションを牽引すること
が期待される技術である「炭素鉱物化
（Carbon Mineralization）」に関するロ
ードマップを発表。 

・RD２０等東京ビヨンドゼロウィークに位
置づけられる８つの国際会議と連携し、
IEA（国際エネルギー機関）、UNIDO(国際
連合工業開発機関)、BNEF(ブルームバー
グニューエナジーフィナンス)を後援機
関として開催。気候変動問題の解決に向
けたイノベーションの重要性を世界に向
けて発信。本会議後は、日経新聞朝刊、
Financial Times に記事広告を掲載。
COP26 においては UNFCCC 事務局が主催
する公式サイドイベントを海外機関との
共催により開催した。また、環境省が主
催するジャパンパビリオンイベントにお
いて国内組織・企業を登壇者に招き、
ICEF ロードマップ発表イベントを開
催。さらにアジア地域への成果展開を念
頭において BNEF サミット上海にてイベ
ントを開催。 

【評価の根拠】 
＜ＩＣＥＦ＞ 
・各省庁との共催で、第 8回 ICEF 年
次総会（ICEF2021）をオンライン形
式で開催。 

・日本経済新聞での記事広告の実施
等により、87の国・地域から、前年
度（1,395 人）を上回る 2,028 人が
参加登録（最大同接数は 538 人）。

・COP26 サイドイベントや BNEF 上海
サミットに参加し、ICEF ロードマ
ップをはじめとする ICEF2021 の成
果を広く海外に発信。 
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する自治体や学会等との連携
を確保しつつ、適時、競技ルー
ル等の周知等、準備活動を推
進する。 
政府や関係機関等における持
続 可 能 な 開 発 目 標
（ Sustainable Development 
Goals：ＳＤＧｓ）に関する検
討に協力する。 
 また、日本の技術の海外展
開の促進及び海外における技
術開発動向把握のため、海外
の研究開発機関や政府機関と
の協力関係を強化する。その
際、一方的な技術流出になら
ないよう双方にとってＷｉｎ
－Ｗｉｎとなる関係構築を目
指す。 

＜ＷＲＳ＞ 
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より延期となった“World Robot Summit 
２０２０（ＷＲＳ２０２０）”につい
て、オンライン対応等の適切な感染拡大
防止対策を講じて、愛知大会（愛知スカ
イエキスポ）を２０２１年９月９日～１
２日に無観客で実施し、３つのカテゴリ
ー（ものづくり、サービス、ジュニア）
の競技会に１４か国・地域 ５８チーム
が参加した。また福島大会（福島ロボッ
トテストフィールド）を２０２１年１０
月８日～１０日に有観客で実施し、３日
間の来場者数は３，８６１名、インフ
ラ・災害対応カテゴリの競技会に８か
国・地域 ２９チームが参加した。両大
会とも新型コロナウイルス感染症による
クラスター発生等を未然に防ぎ、全日程
を完了した。 

＜水素閣僚会議＞ 
・水素の利活用をグローバルな規模で推進
し、関係各国が歩調を合わせ一層の連携
を図るプラットフォームとして、第 4回
水素閣僚会議をオンライン開催。NEDO
はオンライン開催方式の検討・準備、講
演者との連絡調整など、運営業務全般に
わたって貢献。１８人の閣僚を含む２９
の国・地域・国際機関の代表者、そして
各企業の代表者からメッセージをいただ
き、世界で加速する水素関連の取り組み
について共有するとともに、今後グロー
バルでの水素利活用を一層推進するべ
く、課題や政策の方向性を議論した。約
3,200 人の水素に関連する企業・政府関
係者及び研究者等が参加登録し、ライブ
配信を視聴した。 

【評価の根拠】 
＜ＷＲＳ＞ 
・競技会では社会課題からの競技設
定や世界に先駆けた標準となるル
ール作りを行うとともに、展示会・
セミナー・体験会など多くの人的交
流を促進する多様な取組も融合さ
せるなど、日本が世界をリードする
新たなロボット・イノベーションの
仕掛けづくりを主導。 

・コロナ禍のニューノーマル時代に
対応した展示会「World Robot 
Expo」をリアル会場とバーチャル
会場のハイブリット開催を実現。 
ステージプログラム、実演デモ、
ビジネスアイデアコンテスト等の
開催や福島県の「ろぼいち」との
同時開催も実現。 

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、事業
実施者における交付申請・契
約・検査事務などの手続きの
公正さを確保しつつ簡素化す
るとともに、委託事業におい
ては技術開発資産等の事業終
了後の有効活用を図るものと
する。 
 また、事業の予見性を高め
るとともに進捗に応じた柔軟
な執行を可能とするために導
入した「複数年度契約」や、技
術開発のニーズに迅速に応え
る「年複数回採択」等の制度
面・手続き面の改善を引き続
き行うものとする。 

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、引き
続き、交付申請・契約・検査事
務などに係る事業実施者の事
務負担を極力軽減するととも
に、委託事業においては技術開
発資産等の事業終了後の有効
活用を図るものとし、事業終了
後の処分に要する期間につい
て、平均３ヶ月以内とする。 
 手続き面では、事業の予見性
を高めるとともに、進捗に応じ
た柔軟な執行を可能とするた
めに導入した「複数年度契約」
や、技術開発ニーズに迅速に応
える「年複数回採択」等の制度
面、手続き面の改善を行う。 

④各事業の効率的な実施 
委託事業においては技術開

発資産等の事業終了後の有効
活用を図る。事業終了後の処
分に要する期間について、平
均３ヶ月以内とする。 
技術開発については、複数

年度実施の案件が大宗である
ことを踏まえ、複数年度契約・
交付決定を極力実施する。ま
た、統合イノベーション戦略
２０２０に記載の研究以外の
業務代行経費（バイアウト制）
に加え、成果報告書等の提出
期限の延長、テレワークによ
る従事の継続的な運用、学生
研究員の適用範囲の拡大など
委託及び助成事業の制度面、
手続面の改善を行う。また、感
染症拡大防止の観点から、事
業者における電子押印や押印
不要とする取組など事業者ル
ールによる経理処理を尊重す
る。 
国からの運営費交付金を原

資とする事業については、事
業実施者から目標達成に向け

 ④各事業の効率的な実施 
・２０２１年度における資産の有効活用に
ついては、他の委託事業及び助成事業へ
の転用が５７１件、公共機関や大学等へ
の無償譲渡は６１６件、委託先等への有
償譲渡は７４４件であった。 

・また、事業終了から有償譲渡が完了する
までの期間については、事業期間中から
手続きを開始するなど処分手続きの早期
化を継続しており、平均３ヶ月を下回っ
た。 

・統合イノベーション戦略２０２０に記載
の研究以外の業務代行経費（バイアウト
制）に加え、成果報告書等の提出期限の
延長、テレワークによる従事の継続的な
運用、学生研究員の適用範囲の拡大など
委託及び助成事業の制度面、手続面の改
善を 2021 年度より新たに実施するとと
もに、感染症拡大防止の観点から、事業
者における電子押印や押印不要とする取
組など事業者ルールによる経理処理を尊
重することを事務処理マニュアルにて周
知した。 

・国からの運営費交付金に加え補助金によ
り造成した基金を原資とする事業につい
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た明確なコミットメントが得
られる場合には、最長３年間
程度の複数年度契約、交付決
定を実施する。 
また、機構と事業実施者双

方における事務の効率化を目
指すため、事業実施者からの
提出物について、ウェブでの
手続きを用いた電子システム
化の導入等を通じて、文書や
書類への押印不要とするなど
引き続き制度改善検討に取り
組む。 

て、最長３年間程度の複数年度契約、交
付決定を実施した。 

・機構と事業実施者双方における事務の効
率化を目指すため、事業実施者からの提
出物について、ウェブでの手続きを用い
た電子システム化の導入等を通じて、文
書や書類について、原則、押印不要とし
た。 

⑤各事業における技術流出の
防止 
 各事業の実施に当たり、科学
技術イノベーション総合戦略
2017 において、技術情報流出
の防止強化のため、公的研究
機関等において、外国為替及
び外国貿易法の遵守徹底など
の安全保障貿易管理の取組の
促進や、機微な技術を適切に
管理するための体制整備が求
められていることを踏まえ、
そのための具体的取組内容を
整備するものとする。 

⑤各事業における技術流出の
防止 
 各事業の実施に当たり、科学
技術イノベーション総合戦略
２０１７において、技術情報流
出の防止強化のため、公的研究
機関等において、外国為替及び
外国貿易法の遵守徹底などの
安全保障貿易管理の取組の促
進や、機微な技術を適切に管理
するための体制整備が求めら
れていることを踏まえ、公募要
領へ安全保障貿易管理の留意
点の記載や、必要に応じて事業
者の管理体制の確認等を行う。

⑤各事業における技術流出の
防止 
 各事業の実施に当たり、科
学技術イノベーション総合戦
略２０１７において、技術情
報流出の防止強化のため、公
的研究機関等において、外国
為替及び外国貿易法の遵守徹
底などの安全保障貿易管理の
取組の促進や、機微な技術を
適切に管理するための体制整
備が求められていることを踏
まえ、公募要領へ安全保障貿
易管理の留意点の記載や、必
要に応じて事業者の管理体制
の確認等を行う。 

 ⑤各事業における技術流出の防止 
・各事業の実施に当たり、科学技術イノベ
ーション総合戦略２０１７や科学技術イ
ノベーション総合戦略２０２１におい
て、技術情報流出の防止強化のため、公
的研究機関等において、外国為替及び外
国貿易法の遵守徹底などの安全保障貿易
管理の取組の促進や、機微な技術を適切
に管理するための体制整備が求められて
いることを踏まえ、公募要領へ安全保障
貿易管理の留意点の記載や、必要に応じ
て事業者の管理体制の確認等を実施。ま
た、「研究活動の国際化、オープン化に
伴う新たなリスクに対する研究インテグ
リティの確保に係る対応方針について」
（統合イノベーション戦略推進会議）を
踏まえた対応を整理した。 

２．世界に通用するオープン
イノベーションの促進と研究
開発型ベンチャー企業の育成

２．世界に通用するオープンイ
ノベーションの促進と研究開
発型ベンチャー企業の育成 

 第４期中長期目標における
数値目標を第４期中長期計画
においても同様に以下のとお
り掲げ、その達成状況を評価す
るものとする。 

○数値目標２.‐１ 
○数値目標２.‐２ 

 ※下欄に記載 

 この数値目標を達成するた
め、以下の取組を行うものとす
る。 

２．世界に通用するオープン
イノベーションの促進と研究
開発型ベンチャー企業の育成

令和３年度における数値目標
を以下のとおり掲げ、その達
成状況を評価するものとす
る。 

○数値目標２.‐１ 
○数値目標２.‐２ 

 ※下欄に記載 

 この数値目標を達成するた
め、以下の取組を行うものと
する。 

 ２．世界に通用するオープンイノベーショ
ンの促進と研究開発型ベンチャー企業の育
成 

組織や業種等の壁を越え
て、技術やノウハウ、人材等を
組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノ
ベーション」の取組を積極的
に推進しつつ、新規産業・雇用
の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成
を図るため、ＮＥＤＯは、①民
間ベンチャーキャピタルやカ
タライザー等と連携した補助
事業や研修事業、②オープン
イノベーション・ベンチャー
創造協議会等の幅広いネット
ワークの構築、③ナショナル
プロジェクトのマネジメント
で培ってきた先進的技術に関

 組織や業種等の壁を越えて、
技術やノウハウ、人材等を組み
合わせ、新たな価値を創造する
企業の「オープンイノベーショ
ン」の取組を積極的に推進しつ
つ、新規産業・雇用の創出の担
い手として、新規性・機動性に
富んだ「研究開発型ベンチャー
企業」等の育成を図るため、機
構は、①民間ベンチャーキャピ
タルやカタライザー等と連携
した補助事業や研修事業、②オ
ープンイノベーション・ベンチ
ャー創造協議会等の幅広いネ
ットワークの構築、③ナショナ
ルプロジェクトのマネジメン
トで培ってきた先進的技術に
関する高い目利き能力を活か

 組織や業種等の壁を越え
て、技術やノウハウ、人材等を
組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノ
ベーション」の取組を積極的
に推進しつつ、新規産業・雇用
の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成
を図るため、機構は、①民間ベ
ンチャーキャピタルやカタラ
イザー等と連携した補助事業
や研修事業、②オープンイノ
ベーション・ベンチャー創造
協議会等の幅広いネットワー
クの構築、③ナショナルプロ
ジェクトのマネジメントで培
ってきた先進的技術に関する

 ・「技術とマネーの結節点」として研究開
発型ベンチャー・エコシステム創出のハ
ブとして機能を果たしていくため、ベン
チャーキャピタルと連携し、シード期の
研究開発型スタートアップに対する事業
化支援を実施。 ２０２1年度は新たな
認定 VC(37 社・チーム)によるシード期
の研究開発型スタートアップに対する事
業化支援を開始。現在、新たに海外 VC
の新規認定を視野に、経済産業省と共に
検討を行っており、２０２１年度下期の
本公募実施した。また、２０２１年度、
新たに、他部署の事業者も事業カタライ
ザ―を利用できるよう制度を設けた。オ
ープンイノベーション・ベンチャー創造
協議会では、NEDO ピッチを実施し延べ
約 2,000 名が参加した。J-Startup に関
する取組では、事務局として経済産業省

【評価の根拠】 
・J-Startup に関する取組では、事
務局として経済産業省やＪＥＴＲ
Ｏ等と協力して活動し、２０２１
年上期に「ちょっと先のおもしろ
い未来」へ参加したほか、会員専
用サイトにコンシェルジュ機能を
搭載し、サポーター企業との連携
のための基盤を構築した。下期に
は J-Startup 企業の露出機会増加
のために、ILS 等のイベントにお
いて展示やピッチイベント等の枠
を設けたほか、新規ローンチに伴
うイベントを開催した。 「Plus: 
Platform for unified support 
for startups」の下、他機関との
合同説明を開催した。また、NEP
の公募情報について、各連携機関
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する高い目利き能力を活かし
た支援を実施してきていると
ころ。 
 これらのリソースを活か
し、第４期中長期目標期間に
おいては、ＮＥＤＯが研究開
発型ベンチャーの支援に必要
な「技術的目利き」を行いつ
つ、民間資金や政府資金を研
究開発型ベンチャーのシード
期に引き込み、「技術とマネー
の結節点」として研究開発型
ベンチャー・エコシステム創
出のハブとして機能するとと
もに、他公的支援機関等と連
携しつつ官民のベンチャー支
援のハブを担うことを目指す
ものとする。 
 この取組を促すため、第４
期中長期目標における数値目
標を以下のとおり掲げ、その
達成状況を評価するものとす
る。 

した支援を実施してきている
ところ。 
 これらのリソースを活かし、
第４期中長期目標期間におい
ては、機構が研究開発型ベンチ
ャーの支援に必要な「技術的目
利き」を行いつつ、専門家等と
連携し研究開発型ベンチャー
の事業計画策定の支援等を行
う。また、民間資金や政府資金
を研究開発型ベンチャーのシ
ード期に引き込み、シーズ段階
から事業化までの一貫した支
援体制を構築し、「技術とマネ
ーの結節点」として研究開発型
ベンチャー・エコシステム創出
のハブとして機能するととも
に、他公的支援機関等との事業
の相互的な連携や情報の交換
等を通じ、官民のベンチャー支
援のハブを担うことを目指す
ものとする。 

高い目利き能力を活かした支
援を実施してきているとこ
ろ。 
 これらのリソースを活か
し、令和３年度においては、機
構が研究開発型ベンチャーの
支援に必要な「技術的目利き」
を行いつつ、専門家等と連携
し研究開発型ベンチャーの事
業計画策定の支援等を行う。
また、機構が支援した研究開
発型ベンチャーをオープンイ
ノベーション・ベンチャー創
造協議会の活動の中でも支援
するなど、オープンイノベー
ションの促進及び研究開発型
ベンチャーへの支援につい
て、引き続き連携を図りつつ、
事業運営を行う。 
 民間資金や政府資金を研究
開発型ベンチャーのシード期
に引き込み、シーズ段階から
事業化までの一貫した支援体
制を構築し、「技術とマネーの
結節点」として研究開発型ベ
ンチャー・エコシステム創出
のハブとして機能するととも
に、「J-Startup」事業等によ
り、他公的支援機関等との事
業の相互的な連携や情報の交
換等を通じ、次の産業の担い
手となるベンチャーの育成及
び研究開発型ベンチャー・エ
コシステムの実現を目指すも
のとする。 

やＪＥＴＲＯ等と協力して活動し、２０
２１年上期に「ちょっと先のおもしろい
未来」へ参加したほか、会員専用サイト
にコンシェルジュ機能を搭載し、サポー
ター企業との連携のための基盤を構築し
た。下期には J-Startup 企業の露出機会
増加のために、ILS等のイベントにおい
て展示やピッチイベント等の枠を設けた
ほか、新規ローンチに伴うイベントを開
催した。 「Plus: Platform for 
unified support for startups」の下、
他機関との合同説明を開催した。また、
NEP の公募情報について、各連携機関の
管理するホームページ等への掲載やメル
マガで案内をして貰うなど、NEDO の広
報活動に協力をして貰った。一方、STS
において JST が実施する START 事業との
連携（審査における一定の優遇）を行
い、相互の協力関係を築いた。 

・2021 年 10 月、JIC と新産業創出を目的
とした協力協定締結し、これに基づいた
人事交流も実施中である。 

・スタートアップ支援を担当する管理職が
経済産業省参事に発令され、同省スター
トアップ創出推進室の下で政策の企画立
案に貢献した。 

の管理するホームページ等への掲
載やメルマガで案内をして貰うな
ど、NEDO の広報活動に協力をして
貰った。一方、STSにおいて JST
が実施する START 事業との連携
（審査における一定の優遇）を行
い、相互の協力関係を築いた。 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中
堅・中小・ベンチャー企業の育
成・支援に意識的に取り組む
観点から、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除く。）に
占める中堅・中小・ベンチャー
企業の採択額の割合について
２０％以上とすることとす
る。なお、評価単位毎の目標は
中長期計画において明示する
ものとする。 
※中堅企業：従業員１，０００
人未満又は売上１，０００億
円未満の企業であって 
中小企業を除く。 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中堅・
中小・ベンチャー企業の育成・
支援に意識的に取り組む観点
から、新規採択額（特定公募型
研究開発業務を除く。）に占め
る中堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合について２
０％以上とすることとする。 
※中堅企業：従業員１，０００
人未満又は売上１，０００億円
未満の企業であって中小企業
を除く。 

 なお、評価単位毎の目標は以
下のとおりとする。 

エネルギーシステム分野
１５％ 

 省エネルギー・環境分野
１５％ 

産業技術分野
 １５％ 

 新産業創出・シーズ発掘等 
分野 
 ６０％ 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い手と
して重要な技術集約型の中
堅・中小・ベンチャー企業の育
成・支援に意識的に取り組む
観点から、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除く。）に
占める中堅・中小・ベンチャー
企業の採択額の割合について
２０％以上とする中長期計画
の達成に向けて取り組む。 
※中堅企業：従業員１，０００

人未満又は売上１，０００
億円未満の企業であって中
小企業を除く。 
なお、評価単位毎の目標は

以下のとおりとする。 
エネルギーシステム分野
１５％ 

省エネルギー・環境分野
１５％ 

産業技術分野
１５％ 

新産業創出・シーズ発掘等
分野 
 ６０％ 

【評価軸】 
○研究開発型ベンチ
ャー企業等の育成に
積極的に取り組んで
いるか。 

【関連する評価指
標】 
○新規採択額に占め
る中堅・中小・ベン
チャー企業の採択額
の割合（評価指標） 

○数値目標２.‐１ 
【新規採択額に占める中堅・中小ベンチャ
ー企業の採択額の割合（評価指標）】 

・新規採択額（特定公募型研究開発業務を
除く。）に占める中堅・中小・ベンチャ
ー企業の採択額の割合について、2021
年度の実績は以下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
23.1％ 

 （56.7 億円／245.8 億円） 

［省エネルギー・環境分野］ 
41.6％ 

 （109.6 億円／263.5 億円） 

［産業技術分野］ 
31.0％ 

 （73.0 億円／236.0 億円） 

［新産業創出・シーズ発掘等分野］  
91.8％ 

 （54.6 億円／59.5 億円） 

（参考：機構全体） 
36.5％ 

 （293.9 億円／804.7 億円） 

【評価の根拠】 
・公募に際して、中小企業等の応募に

加点を行うなどの取組を通じた結
果として、 2021 年度の新規採択額
に占める中堅・中小・ベンチャー企
業の目標割合は、すべての評価単位
で目標を達成し、また、機構全体で
も、36％を超えるなど目標を上回る
実績を達成。 
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○数値目標２.‐２ 
【目標】「基幹目標」 
 ＮＥＤＯが技術と資金の結
節点となり、研究開発型ベン
チャー支援のハブとしての役
割を果たすことを測る指標と
して、民間ベンチャーキャピ
タル等からの資金呼び込み額
を指標とする目標を新たに設
ける。 
 具体的には、ＮＥＤＯの支
援をきっかけとして、研究開
発型ベンチャーが民間ベンチ
ャーキャピタル等から得た外
部資金を指標とし、民間ベン
チャーキャピタル等から得た
外部資金をＮＥＤＯ支援額で
除して得られる倍率につい
て、該当する評価単位のそれ
ぞれにおいて、いずれも第３
期中長期目標における実績見
込み（2.25 倍）から５割引き
上げ 3.46 倍以上とすること
を第４期中長期目標期間の目
標とする。 
 ※数値目標を見直し、令和
４年度は 7.08 倍以上とする
ことを目標とする。 

○数値目標２.‐２  
【目標】「基幹目標」 
 機構が技術と資金の結節点
となり、研究開発型ベンチャー
支援のハブとしての役割を果
たすことを測る指標として、民
間ベンチャーキャピタル等か
らの資金呼び込み額を指標と
する目標を新たに設ける。 
 具体的には、機構の支援をき
っかけとして、研究開発型ベン
チャーが民間ベンチャーキャ
ピタル等から得た外部資金を
指標とし、民間ベンチャーキャ
ピタル等から得た外部資金を
機構支援額で除して得られる
倍率について、該当する評価単
位のそれぞれにおいて、いずれ
も第３期中長期目標における
実績見込みの倍率（２．２５倍）
から５割引き上げ３．４６倍以
上とすることを第４期中長期
目標期間の目標とする。 
 ※経済産業省が定める第４
期中長期目標における数値目
標の見直しを踏まえ、令和４年
度は７．０８倍以上とすること
を目標とする。 

○数値目標２.‐２ 
【目標】「基幹目標」 
機構が技術と資金の結節点

となり、研究開発型ベンチャ
ー支援のハブとしての役割を
果たすことを測る指標とし
て、民間ベンチャーキャピタ
ル等からの資金呼び込み額を
指標とする目標を設ける。 
 具体的には、機構の支援

をきっかけとして、研究開発
型ベンチャーが民間ベンチャ
ーキャピタル等から得た外部
資金を指標とし、民間ベンチ
ャーキャピタル等から得た外
部資金を機構支援額で除して
得られる倍率について、令和
３年度は２．７７倍以上を目
標とし、第４期中長期計画の
達成に向けて取り組む。 

【評価軸】 
○研究開発型ベンチ
ャー支援のハブとし
ての役割を果たして
いるか。 

【関連する評価指
標】 
○ＮＥＤＯ支援額に
対する民間ベンチャ
ーキャピタル等から
の資金呼び込み額比
率（評価指標） 

○数値目標２.‐２ 「基幹目標」  
【ＮＥＤＯ支援額に対する民間ベンチャー
キャピタル等からの資金呼び込み額比率
（評価指標）】  
・民間ベンチャーキャピタル等から得た外
部資金を機構支援額で除して得られる倍
率について、２０２１年度３月末時点で
の実績は以下のとおり。 

【新産業創出・シーズ発掘等分野】 
 ４．９７倍 

  （外部資金獲得額２１０億円／ 
機構支援額４２億円） 

【評価の根拠】 
・資金呼び込み倍率について、目標を
上回る 4.97 倍（目標：2.77 倍以上）
を達成。 

・民間投資のタイミング等に鑑み、年
間の公募予定を事前に公開の上、複
数回公募を実施するなど、弾力的に
事業を運営。 

・ベンチャーキャピタルからの資金
調達を目指す、創業期の起業家・
スタートアップへ事業化の専門家
による伴走支援を実施。 

【重要度：高】、【優先度：高】
 ＮＥＤＯが研究開発型ベン
チャーの支援に必要な「技術
的目利き」を行いつつ、民間ベ
ンチャーキャピタル等からの
資金を呼び込む上で、「技術と
マネーの結節点」としてベン
チャー支援のハブとなる役割
を果たすことが最も重要であ
り、優先的に取り組むべきも
のであることから、重要度及
び優先度が高いものである。
【難易度：高】 
 研究開発型ベンチャーの初
期段階の研究開発リスクの低
減をＮＥＤＯの支援により実
施しつつ、民間ベンチャーキ
ャピタル等からの投資等の資
金を呼び込むものであるが、
民間ベンチャーキャピタル等
の投資規模の判断についてＮ
ＥＤＯが決定できるものでは
ないことに加え、世界的な金
融危機が発生した際には投資
額が大きく落ち込むなど金融
経済情勢に大きく左右される
外的要因もあるため。 

― ―     

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチ
ャー企業の育成に係る取組を
以下の（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチャ
ー企業の育成に係る取組を以
下の（１）及び（２）のとおり
行うものとする。 

また、オープンイノベーショ
ンの促進、研究開発型ベンチ
ャー企業の育成に係る取組を
以下の（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

（１） オープンイノベーシ
ョンの促進 

（１） オープンイノベーショ
ンの促進 

（１） オープンイノベーシ
ョンの促進  

 （１） オープンイノベーションの促進 【評価の根拠】  
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  近年、組織や業種等の壁を
越えて、技術やノウハウ、人材
等を組み合わせ、新たな価値
を創造する企業の「オープン
イノベーション」の取組が重
要となってきていることか
ら、第３期中長期目標期間に
おいて、その取組を促進すべ
く、技術ニーズとシーズのマ
ッチングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業の共同研究等
支援の取組を実施してきたと
ころである。 
 第４期中長期目標期間にお
いては、引き続き、我が国企業
のオープンイノベーションの
取組を促進すべく、産業界の
取組への関与・支援、技術ニー
ズと技術シーズのマッチング
を促進するとともに、中堅・中
小・ベンチャー企業と革新的
な技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の能力を
有する機関との共同研究への
支援を行うものとする。 

 近年、組織や業種等の壁を越
えて、技術やノウハウ、人材等
を組み合わせ、新たな価値を創
造する企業の「オープンイノベ
ーション」の取組が重要となっ
てきていることから、第３期中
長期目標期間において、その取
組を推進すべく、技術ニーズと
シーズのマッチングの推進、中
堅・中小・ベンチャー企業の共
同研究等支援の取組等を実施
してきたところである。 
 第４期中長期目標期間にお
いては、引き続き、我が国企業
のオープンイノベーションの
取組を推進すべく、オープンイ
ノベーション・ベンチャー創造
協議会の運営及びオープンイ
ノベーション白書の発行、国内
外の技術普及・推進機関と連携
支援等を通じ、産業界の取組へ
の関与・支援、技術ニーズと技
術シーズのマッチングを推進
するとともに、中堅・中小・ベ
ンチャー企業と革新的な技術
シーズを事業化に結びつける
「橋渡し」機能の能力を有する
機関との共同研究への支援を
行うものとする。 

 近年、組織や業種等の壁を
越えて、技術やノウハウ、人材
等を組み合わせ、新たな価値
を創造する企業の「オープン
イノベーション」の取組が重
要となってきていることか
ら、第３期中長期目標期間に
おいて、その取組を推進すべ
く、技術ニーズとシーズのマ
ッチングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業の共同研究等
支援の取組を実施してきたと
ころである。 
 令和３年度においては、引
き続き、我が国企業のオープ
ンイノベーションの取組を推
進すべく、国内外の技術普及・
推進機関と連携支援等、技術
ニーズと技術シーズのマッチ
ングを推進する。 
 また、オープンイノベーシ
ョン・ベンチャー創造協議会
の運営においては、事業創出
への積極性が高く、優れた成
果インパクトが期待される①
大企業、②スタートアップ、③
その他関係事業者の選定を通
じ、こうした事業者のオープ
ンイノベーションへの取組を
重点的に支援することとし、
社会情勢等を考慮しオンライ
ン形式などの工夫を取り入れ
ながら各種セミナー及びピッ
チイベント等を行うととも
に、オープンイノベーション
推進に必要な各種の情報コン
テンツの整備充実や情報発信
などの強化等を行うものとす
る。 

・NEDO ピッチを実施し延べ約 2,000 名が
参加した。また、オープンイノベーショ
ン・ベンチャー創造協議会の会員に向け
たメールマガジンとして 52 報発信し、
他支援機関の公募情報やイベント情報の
周知等を実施した。２０２１年下期に
は、オープンイノベーション・ベンチャ
ー創造協議会として、「横浜オープンイ
ノベーション EXPO2021」、「イノベーシ
ョンストリームＫＡＮＳＡＩ２０２
１」、「新価値創造展２０２１」「Japan 
Innovation Day 」、などの外部イベント
に協力、連携した。これらの取組を通し
て、経済産業省、ＮＥＤＯの施策、事業
発信を行ったほか、積極的な働きかけに
よりオープンイノベーション・ベンチャ
ー創造協議会の会員数増加にも貢献し、
オープンイノベーション活動のすそ野拡
大に貢献。 

・ピッチイベントにおいては、NEDO ピ
ッチを実施し延べ約 2,000 名が参
加し、複数の外部イベントにも協
力、連携した。これらの取組を通し
て、経済産業省、ＮＥＤＯの施策、
事業発信を行ったほか、積極的な働
きかけによりオープンイノベーシ
ョン・ベンチャー創造協議会の会員
数増加にも貢献し、オープンイノベ
ーション活動のすそ野拡大に貢献
した。 

（１） 研究開発型ベンチャ
ー企業の育成 

ＮＥＤＯはこれまで中堅・中
小・ベンチャー企業を技術面
から支援し、研究開発助成等
による研究開発リスクの低減
に貢献してきており、第３期
中長期目標期間には、研究開
発型ベンチャー企業等の育成
を図ることを目的として、シ
ーズ発掘から民間リスクマネ
ーの獲得、事業化の支援に至
るまでのシームレスな支援環
境の構築等を実施してきたと
ころである。 
 経済の活性化や新規産業・
雇用の創出の担い手として、
新規性・機動性に富んだ「研究
開発型ベンチャー企業」等の
育成がより一層重要になって
きていることにも鑑み、ベン
チャー企業への実用化助成事
業における取組等を一層推進
する。 

（１） 研究開発型ベンチャー
企業の育成 

ＮＥＤＯはこれまで中堅・中
小・ベンチャー企業を技術面か
ら支援し、研究開発助成等によ
る研究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期中長期
目標期間には、研究開発型ベン
チャー企業等の育成を図るこ
とを目的として、シーズ発掘か
ら民間リスクマネーの獲得、事
業化の支援に至るまでのシー
ムレスな支援環境の構築等を
実施してきたところである。 
 経済の活性化や新規産業・雇
用の創出の担い手として、新規
性・機動性に富んだ「研究開発
型ベンチャー企業」等の育成が
より一層重要になってきてい
ることにも鑑み、ベンチャー企
業への実用化助成事業におけ
る取組等を一層推進する。 
 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重要

（１） 研究開発型ベンチャ
ー企業の育成 

 機構はこれまで中堅・中小・
ベンチャー企業を技術面から
支援し、研究開発助成等によ
る研究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期中長
期目標期間には、研究開発型
ベンチャー企業等の振興を図
ることを目的として、シーズ
発掘から民間リスクマネーの
獲得、事業化の支援に至るま
でのシームレスな支援環境の
構築等を実施してきたところ
である。 
 経済の活性化や新規産業・
雇用の創出の担い手として、
新規性・機動性に富んだ「研究
開発型ベンチャー企業」等の
振興がより一層重要になって
きていることにも鑑み、「研究
開発型ベンチャー支援事業」
においてベンチャー企業への
実用化助成事業における取組
等を一層推進する。 

 （２） 研究開発型ベンチャー企業の育成 
・我が国におけるベンチャー・エコシステ
ムの発展を後押しするため「研究開発型
スタートアップ（旧：研究開発型ベンチ
ャー支援事業）」の中で主に以下の５事
業を実施。本年度は昨年度に引き続きコ
ロナ禍を受け、公募期間の延長、電子申
請の運用を実施した。 

・以下の取組を通して、シーズ段階から事
業化まで一貫した支援体制を構築するこ
とで、スタートアップが保有する技術の
事業化を通じ、イノベーション創出及び
経済の活性化等を実現することを目指
し、ベンチャーキャピタル等との協調支
援の取組を一層推進するとともに、研究
開発型スタートアップの成長と新陳代謝
を促進する環境づくりを行った。 

１ 「NEDO Technology 
Commercialization Program（ＴＣ
Ｐ）」（２０１４年度～） 

２０２０年度から実施方法を見直し、２
０２１年度は引き続き、(１)次ステージ
の NEDO 事業案件の発掘及び成長促進・
育成（NEP への連携）(２)外部事業との

【評価の根拠】 
＜研究開発型スタートアップ支援事
業＞ 

・シーズ段階から事業化まで一貫し
た支援体制を構築することで、スタ
ートアップが保有する技術の事業
化を通じ、イノベーション創出及び
経済の活性化等を実現することを
目指し、ベンチャーキャピタル等と
の協調支援の取組を一層推進する
とともに、研究開発型スタートアッ
プの成長と新陳代謝を促進する環
境づくりを行った。 

・特に、社会構造の転換から生じる市
場の変化の兆しを得て、この機会を
大きなチャンスと捉えてマーケッ
トニーズを捉えた事業転換を狙う
事業者を支援するために「経済構造
の転換に資するスタートアップの
事業化促進事業（TRY）」を開始。第
一回公募において、19 件の応募が
あり、4件交付決定した。 

・ ま た 、「 NEDO Entrepreneurs 
Program」では、事業化の専門家（起
業家やＶＣ等）である事業カタライ
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 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、ベンチャーキャピタル及
び事業会社等との協調支援の
取組を一層推進し、研究開発
型ベンチャー企業の成長と新
陳代謝を促進する環境づくり
を行うほか、官民の支援機関
及び地方との連携体制を強化
し、研究開発型ベンチャー企
業の一層の底上げを図る。さ
らに、我が国における企業意
識の醸成・浸透に係る取組を
行う。特に、ＮＥＤＯの支援を
受けた研究開発型ベンチャー
企業の成功事例の紹介に努め
るものとする。 
 また、１.（５）②に準じて、
業務を行うものとする。 

であることに鑑み、諸外国の先
進的な取組も参考にしつつ、ベ
ンチャーキャピタル及び事業
会社等との協調支援の取組を
一層推進し、研究開発型ベンチ
ャー企業の成長と新陳代謝を
促進する環境づくりを行うほ
か、官民の支援機関及び地方と
の連携体制を強化し、研究開発
型ベンチャー企業の一層の底
上げを図る。さらに、我が国に
おける企業意識の醸成・浸透に
係る取組を行う。特に、ＮＥＤ
Ｏの支援を受けた研究開発型
ベンチャー企業の成功事例の
紹介に努めるものとする。 
 また、１.（５）②に準じて、
業務を行うものとする。 

 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、シーズ段階から事業化ま
で一貫した支援体制を構築す
ることで、ベンチャー企業が
保有する技術の事業化を通
じ、イノベーション創出及び
経済の活性化等を実現するこ
とを目指し、ベンチャーキャ
ピタル及び事業会社等との協
調支援の取組を一層推進する
とともに、支援人材の育成を
行うなど、研究開発型ベンチ
ャー企業の成長と新陳代謝を
促進する環境づくりを行う。
また、「J-Startup」事業、Ｐｌ
ｕｓ等により官民の支援機関
との連携を図るほか、地方自
治体や各地域の大学等との連
携体制を強化し、研究開発型
ベンチャー企業及びその成長
を支えるエコシステムの一層
の底上げを図るとともに、我
が国における企業意識の醸
成・浸透に係る取組を行う。さ
らに、機構の支援を受けた研
究開発型ベンチャー企業の成
功事例の紹介に努めるものと
する。 
 また、１.（５）②に準じて、
業務を行うものとする。 

連携強化(３)事業のスマート化のため適
切なリソース割り振りを意識した制度設
計とした。(２)(３)の観点から、TCP 候
補者の選出は、「後援を行った地域・民
間イベントからの選出」、「文科省 Edge-
Next からの推薦」、「１４協定大学から
の選出」の３ルートに設定、合意を得
た。２０２１年度９月末時点では、各ル
ートから計３チームの候補者選出を行っ
ている。 

１ 「NEDO Entrepreneurs Program」（２
０１８年度～） 

事業化の専門家（起業家やＶＣ等）であ
る事業カタライザーがビジネスプラン構
築に係る支援を行いつつ、研究開発に係
る資金的な支援を実施。２０２１年度
は、第１回公募において計８２件の応募
に対して２８件を採択。また、公募にあ
たっては web 広告の掲載やスタートアッ
プ支援機関連携協定の連携先、その他各
地の大学、地方自治体等を通じ積極的な
広報活動を実施。 

１ 「シード期の研究開発型スタートアッ
プ（ＳＴＳ）に対する事業化支援」
（２０１５年度～） 

機構が認定した民間ベンチャーキャピタ
ル等（認定ＶＣ）からの出資を条件とし
て、機構からの研究開発に係る資金的な
支援と認定ＶＣによる出資・ハンズオン
との連携による協調支援を実施。 
２０２１年度は、第１回公募において計
１７件の応募に対して５件を採択、第２
回公募において１９件の応募に対して１
０件を採択し事業実施中。現在、第３回
公募・審査中。 

１ 「Product Commercialization 
Alliance（ＰＣＡ）」(２０２０年度
～) 

提案から概ね３年で継続的な売上を立て
る具体的な計画がある事業者を支援する
ために今年度新設。資金調達計画及び事
業スケジュールの妥当性を確認するため
に連携する事業会社等から意向書等の提
出を求める制度設計を行い、２０２１年
度は、17件の応募があり５件交付決定
した。 

１ 「経済構造の転換に資するスタートア
ップの事業化促進事業（ＴＲＹ）」（２
０２１年度～） 

社会構造の転換から生じる市場の変化の
兆しを得て、この機会を大きなチャンス
と捉えてマーケットニーズを捉えた事業
転換を狙う事業者を支援するために２０
２１年度から実施（２０２０年度第三次
補正予算により措置）。第一回公募にお
いて、19件の応募があり、4件交付決定
した。現在第二回公募を実施・審査中。

その他に、以下の取組を実施した。 
・地域発・大学発のシーズの発掘や事業
化・起業支援を目的に、関係機関との連

ザーがビジネスプラン構築に係る
支援を行いつつ、研究開発に係る資
金的な支援を実施。また、公募にあ
たっては web 広告の掲載やスター
トアップ支援機関連携協定の連携
先、その他各地の大学、地方自治体
等を通じ積極的な広報活動を実施。

・また、「シード期の研究開発型スタ
ートアップ（ＳＴＳ）に対する事業
化支援」において機構が認定した民
間ベンチャーキャピタル等（認定Ｖ
Ｃ）からの出資を条件として、機構
からの研究開発に係る資金的な支
援と認定ＶＣによる出資・ハンズオ
ンとの連携による協調支援を実施。

＜地域発・大学発のシーズの発掘＞ 
・川崎市と共同で起業家支援拠点
「 Kawasaki-NEDO Innovation 
Center（K-NIC）」の運営を実施。２
０２１年度においては２０２０年
度に引き続きコロナの影響で、リア
ルなイベントは中止したものの、代
替としてオンラインイベントを積
極的に実施することにより、会員登
録数が増加。 

・大学との連携強化を目的として、今
までに協定を結んだ 13 大学に加
え、6 月に千葉大学と覚書を締結
し、協定大学を 14とした。 

＜支援先のＩＰＯ状況＞ 
・ＮＥＤＯが支援を行った研究開発
型ベンチャーのうち、上場した 34
社について、2022 年４月時点での
時価総額は１兆円を達成するとい
った成果が上がっている。 
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携を強化するため、川崎市と起業家支援
のワンストップ拠点「Kawasaki-NEDO 
Innov ation Center（K-NIC）」の運用を
しているところ、２０２１年度において
は２０２０年度に引き続きコロナの影響
で、リアルなイベントは中止したもの
の、代替としてオンラインイベントを積
極的に実施することにより、会員登録数
が増加。また、K-NIC を活用したスター
トアップ支援策の一案として、昨年に引
き続き K-NIC ハンズオン支援プログラム
を開始し研究開発型スタートアップ支援
事業への応募を慫慂。さらに大学との連
携強化を目的として、今までに協定を結
んだ 13 大学に加え、6月に千葉大学と
覚書を締結し、協定大学を 14とした。 

・研究開発型スタートアップの支援者育成
を目的とした「高度専門支援人材育成プ
ログラム（SSA）」について、研修内容の
高度化に向け検討を実施。２０２１年度
下期より公募開始。 

・「Plus: Platform for unified support 
for startups」の下、他機関との合同説
明（JICA, AMED）を開催した。また、
STS において、JSTが実施する START 事
業との連携（審査における一定の優遇）
を実施。 

・NEDO 事業に採択されたスタートアップ
の活動の広報イベントとして「マザーズ
上場 4社、成功の鍵」、「Startup におけ
る資本政策＆知財戦略について」の二つ
を開催した。 

３．技術に対するインテリジ
ェンス向上による技術開発マ
ネジメントの強化 

３．技術に対するインテリジェ
ンス向上による成果の最大化 
 第４期中長期目標における
数値目標を第４期中長期計画
においても同様に以下のとお
り掲げ、その達成状況を評価す
るものとする。 

○数値目標３.‐１ 
 ○数値目標３.‐２ 
 ※下欄に記載 

この数値目標を達成するた
め、以下の取組を行うものとす
る。 

３．技術に対するインテリジ
ェンス向上による成果の最大
 第４期中長期計画で掲げら
れた以下の数値目標につい
て、その達成状況を評価する
ものとする。 

○数値目標３.‐１ 
○数値目標３.‐２ 
※下欄に記載 

この数値目標を達成するた
め、以下の取組を行うものと
する。 

 ３．技術に対するインテリジェンス向上 
による成果の最大化 

（１） 技術情報の収集・分析
に関する機能強化及
び政策エビデンスの
提供 

ＴＳＣを中心として、国内
外の有望技術・先端技術と社
会課題・市場課題の動向に関
する情報を収集・把握し、それ
ら情報に基づいて、技術革新
がもたらす将来の国内外市場
を分析し、その成果を政策当
局に政策エビデンスとして提
供するとともに、産学官の連
携によりその市場の獲得につ
なげるための政策立案への協
力を行うものとする。そのた
めに、国内外における革新的
な技術の探索、その技術を実

（１） 技術情報の収集・分析
に関する機能強化及び
政策エビデンスの提供 

 ＴＳＣを中心として、国内外
の有望技術・先端技術と社会課
題・市場課題の動向に関する情
報を収集・把握し、それら情報
に基づいて、技術革新がもたら
す将来の国内外市場を分析し、
その成果を政策当局に政策エ
ビデンスとして提供するとと
もに、産学官の連携によりその
市場の獲得につなげるための
政策立案への協力を行うもの
とする。そのために、国内外に
おける革新的な技術の探索、そ
の技術を実用化するまでのボ
トルネックの見極め、将来の国

（１） 技術情報の収集・分析
に関する機能強化及
び政策エビデンス提
供 

ＴＳＣを中心として、国内外
の有望技術・先端技術と社会
課題・市場課題の動向に関す
る情報を収集・把握し、それら
情報に基づいて、技術革新が
もたらす将来の国内外市場を
分析し、その成果を政策当局
に政策エビデンスとして提供
するとともに、産学官の連携
によりその市場の獲得につな
げるための政策立案への協力
を行うものとする。そのため
に、外部リソースを最大限有
効に活用しつつ、実現を目指

 （１） 技術情報の収集・分析に関する機
能強化及び技術戦略の策定 

・ＴＳＣを中心として、国内外の有望技
術・先端技術と社会課題・市場課題の動
向に関する情報を収集・把握し、それら
情報に基づいて、技術革新がもたらす将
来の国内外市場を分析し、その成果を政
策当局に政策エビデンスとして提供する
とともに、産学官の連携によりその市場
の獲得につなげるための政策立案への協
力を実施した。例えば、経済産業省「カ
ーボンリサイクル技術ロードマップ」の
改訂に際し、技術情報の提供等をタイム
リーに実施。そのために、外部リソース
を最大限有効に活用しつつ、実現を目指
す将来像の具体化や、各種の指標を用い
た技術の俯瞰等を行うとともに、国内外
における革新的な技術の探索、その技術

【評価の根拠】 
・政策当局の要請、政策ニーズに柔軟
に対応しつつ、ＴＳＣが実施した調
査・分析に基づく政策エビデンスの
提供を実現。 

・経済産業省の研修や内閣府での有
識者委員会で発表するだけでなく、
大阪大学の国際シンポジウムやバ
イオインダストリー協会での講演
を依頼される等、産官学からの様々
な反響があった。 

・イノベーションに取り組む人々の
活動検証や今後の活動検討への活
用を狙い、人文・社会科学系研究者
含む有識者をパネリストに招き、オ
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用化するまでのボトルネック
の見極め、将来の国内外の市
場に及ぼすインパクトの予測
及びこれら分析に基づく政策
エビデンスの提供に関する機
能及び能力の向上に取り組む
ものとする。その際、特許庁の
技術動向調査等行政機関が実
施する調査研究からの技術動
向の把握、最新の科学技術情
報を持つ研究機関等との連携
強化及び国内外における研究
者、技術者等とのネットワー
ク構築に取り組むものとす
る。また、国だけではなく民間
企業におけるイノベーション
促進にも資する活動の成果の
積極的な発信とフィードバッ
クに基づく質的向上を目指
す。 
 政策エビデンスを提供する
活動の一つとして、ＴＳＣは
「技術戦略」を策定する。「技
術戦略」は、これら国内外の技
術情報の収集・分析の成果を
踏まえた、技術革新がもたら
す将来の国内外市場の分析及
び、産学官の連携等によりそ
の市場獲得につなげるための
施策（研究開発プロジェクト
を含む）の方向性からなる資
料である。また、ビジョン、政
策動向も勘案した政策当局と
の議論を通じ、技術分野毎に
企業が抱える共通の課題や技
術領域を抽出することによ
り、産学官連携等による課題
解決に向けた取組を促進する
ものとする。その際、内容の客
観性を担保するため、情報の
取扱に注意しつつ、策定途中
の案のとりまとめの方向性に
ついて複数の外部専門家から
意見を聞くものとする。 

内外の市場に及ぼすインパク
トの予測及びこれら分析に基
づく政策エビデンスの提供に
関する機能及び能力の向上に
取り組むものとする。その際、
特許庁の技術動向調査等行政
機関が実施する調査研究から
の技術動向の把握、最新の科学
技術情報を持つ国立研究開発
法人科学技術振興機構研究開
発戦略センター（ＣＲＤＳ）等
との連携強化及び国内外にお
ける研究者、技術者等とのネッ
トワーク構築に取組むものと
する。また、国だけではなく民
間企業におけるイノベーショ
ン促進にも資する活動の成果
の積極的な発信とフィードバ
ックに基づく質的向上を目指
す。 
 政策エビデンスを提供する
活動の一つとして、ＴＳＣは
「技術戦略」を策定する。「技術
戦略」は、これら国内外の技術
情報の収集・分析の成果を踏ま
えた、技術革新がもたらす将来
の国内外市場の分析及び、産学
官の連携等によりその市場獲
得につなげるための施策（研究
開発プロジェクトを含む）の方
向性からなる資料である。ま
た、ビジョン、政策動向も勘案
した政策当局との議論を通じ、
技術分野毎に企業が抱える共
通の課題や技術領域を抽出す
ることにより、産学官連携等に
よる課題解決に向けた取組を
促進するものとする。その際、
内容の客観性を担保するため、
情報漏えいに注意しつつ、策定
途中の案について、その案のと
りまとめの方向性について技
術分野毎の有識者をフェロー
として採用すること等により、
積極的に複数の外部専門家か
ら意見を聞くものとする。 

す将来像の具体化や、各種の
指標を用いた技術の俯瞰等を
行うとともに、国内外におけ
る革新的な技術の探索、その
技術を実用化するまでのボト
ルネックの見極め、将来の国
内外の市場に及ぼすインパク
トの予測及びこれら分析に基
づく政策エビデンスの提供に
関する機能及び能力を向上し
つつ、政策ニーズに柔軟に対
応し取り組むものとする。と
りわけ、「革新的環境イノベー
ション戦略」や「総合指針」に
基づく取組の具体化、ビジネ
スモデルの変化や新たな価値
観が与える今後の技術変化の
方向性に係る分析を行うとと
もに、産業構造やサプライチ
ェーンに係る分析の視点を強
化する。また、特許庁の技術動
向調査等行政機関が実施する
調査研究からの技術動向の把
握、最新の科学技術情報を持
つ国立研究開発法人科学技術
振興機構等との連携強化及び
国内外における研究者、技術
者等とのネットワーク構築に
取り組むものとする。また、国
だけではなく民間企業におけ
るイノベーション促進にも資
する活動の成果の積極的な発
信とフィードバックに基づく
質的向上を目指す。 
 政策エビデンスを提供する
活動の一つとして、「技術戦
略」を策定する。また、策定に
あたっては、政策当局とも議
論しビジョン、政策動向も勘
案しながら、技術分野毎に企
業が抱える共通の課題や技術
領域を抽出することにより、
産学官連携による課題解決に
向けた取組を促進するものと
する。その際、内容の客観性を
担保するため、情報漏えいに
注意しつつ、策定途中の案に
ついて、その案の取りまとめ
の方向性について技術分野毎
の有識者をフェローとして採
用すること等により、積極的
に複数の外部専門家から意見
を聞くものとする。 

を実用化するまでのボトルネックの見極
め、将来の国内外の市場に及ぼすインパ
クトの予測及びこれら分析に基づく政策
エビデンスの提供に関する機能及び能力
を向上しつつ、政策ニーズに柔軟に対応
し取り組んだ。とりわけ、「革新的環境
イノベーション戦略」や「総合指針」に
基づく取組の具体化として、NEDO が策
定する技術戦略等において、総合指針で
提唱した評価指標（「CO2削減ポテンシャ
ル」、「CO2削減コスト」）に基づき定量的
な評価を行っていく取組を実施。また、
ビジネスモデルの変化や新たな価値観が
与える今後の技術変化の方向性に係る分
析を行うとともに、産業構造やサプライ
チェーンに係る分析の視点を強化した活
動を実施した。また、特許庁の技術動向
調査等行政機関が実施する調査研究から
の技術動向の把握、最新の科学技術情報
を持つ国立研究開発法人科学技術振興機
構等との連携強化及び国内外における研
究者、技術者等とのネットワーク構築に
向けた取り組みを検討した。また、ワー
クショップや TSC Foresight セミナーの
開催等を通じ、国だけではなく民間企業
におけるイノベーション促進にも資する
活動の成果の積極的な発信とフィードバ
ックに基づく質的向上の向けた取組を実
施。

・政策エビデンスを提供する活動の一つと
して、「技術戦略」策定に向けた活動を
実施。策定にあたっては、政策当局とも
議論しビジョン、政策動向も勘案しなが
ら、技術分野毎に企業が抱える共通の課
題や技術領域を抽出することにより、産
学官連携による課題解決に向けた取組を
促進。その際に、内容の客観性を担保す
るため、情報漏えいに注意しつつ策定途
中の案について、その案のとりまとめの
方向性について技術分野毎の有識者をフ
ェローとして採用すること等により、積
極的に複数の外部専門家から意見を聞く
取組を実施した。

ン ラ イ ン セ ミ ナ ー を 開 催
（2021/9/17 開催、約 240名参加）。

 さらに、海外事務所も最大
限活用して、ＴＳＣの技術情
報収集・分析に関する機能強
化及び政策エビデンス提供能
力の向上のための体制強化に
取り組むとともに、必要に応
じて、ＮＥＤＯ事業推進部の
職員を関与させる仕組みを導
入するものとする。 
 加えて、科学技術イノベー
ション総合戦略 2017 で指摘
されているように、技術力は

さらに、海外事務所も最大限
活用して、ＴＳＣの技術情報収
集・分析に関する機能強化及び
政策エビデンスの提供能力の
向上のための体制強化に取り
組むとともに、必要に応じて事
業推進部の職員を戦略策定に
関与させる仕組みを導入する
ものとする。 
 科学技術イノベーション総
合戦略２０１７で指摘されて
いるように、技術力は我が国の

さらに、海外事務所も最大
限活用して、ＴＳＣの技術情
報収集・分析に関する機能強
化及び政策エビデンスの提供
能力の向上のための体制強化
に取り組むとともに、必要に
応じて事業推進部の職員を戦
略策定に関与させる仕組みを
導入するものとする。 
 科学技術イノベーション総
合戦略２０１７で指摘されて
いるように、技術力は我が国

・さらに、海外事務所も最大限活用して、
ＴＳＣの技術情報収集・分析に関する機
能強化及び技術戦略策定能力の向上のた
めの体制強化に取り組むとともに、事業
推進部の職員を戦略策定に関与させる仕
組みを実施した。また、技術戦略のみな
らず調査の段階においても、事業推進部
と連携した取り組みを強化・実施した。

・２０２１年度については、海外事務所と
連携の上、米国を中心とした海外ファン
ディング機関の組織体制・制度等に関す

―  
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我が国の経済・社会活動を支
える基盤であるとともに、国
及び国民の安全・安心を確保
するための基盤ともなってお
り、安全保障に資する技術を
幅広く活用し、民生分野にお
ける科学技術イノベーション
を促進することも期待され
る。このため、我が国の科学技
術の現状の情報収集、客観的
根拠に基づく先端技術の進展
予測、国内外の科学技術の動
向把握などについて、科学技
術の変化により安全保障を巡
る環境にもたらされる影響を
含めて俯瞰し、ゲームチェン
ジャーとなる可能性のあるよ
うな先進技術について技術情
報の収集・分析を行う体制を
整備することが必要である。

経済・社会活動を支える基盤で
あるとともに、国及び国民の安
全・安心を確保するための基盤
ともなっており、安全保障に資
する技術を幅広く活用し、民生
分野における科学技術イノベ
ーションを促進することも期
待される。このため、我が国の
科学技術の現状の情報収集、客
観的根拠に基づく先端技術の
進展予測、国内外の科学技術の
動向把握などについて、科学技
術の変化により安全保障を巡
る環境にもたらされる影響を
含めて俯瞰し、ゲームチェンジ
ャーとなる可能性のあるよう
な先進技術について技術情報
の収集・分析を行う体制を整備
することが必要である。 
 なお、政策エビデンスの提供
及びプロジェクト構想の策定
に当たっては、必要に応じて、
方法論募集（注１）、ワークショ
ップ（注２）、先導調査（注３）
及び先導研究（注４）の結果を
活用する。 
（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術開
発の様々な方法論を広く募集
する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者
の候補・水準・可能性等の把握
や発掘のため、産学官の関係者
を一同に集め、大学や公的研究
機関と産業界とが基礎研究も
含め具体的技術課題等につい
て双方向で話し合い、議論を行
う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表の
内容、②論文動向・特許動向、
③産業界の研究開発動向、④当
該技術による経済・社会インパ
クト、⑤当該技術普及のための
方策等を把握するため、技術戦
略及びプロジェクト構想の策
定の際に調査を行う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限界
を確認するとともに、競合技
術・代替技術の把握のため、研
究者等への委託により予備的
な研究を行う。 

の経済・社会活動を支える基
盤であるとともに、国及び国
民の安全・安心を確保するた
めの基盤ともなっており、安
全保障に資する技術を幅広く
活用し、民生分野における科
学技術イノベーションを促進
することも期待される。この
ため、我が国の科学技術の現
状の情報収集、客観的根拠に
基づく先端技術の進展予測、
国内外の科学技術の動向把握
などについて、科学技術の変
化により安全保障を巡る環境
にもたらされる影響を含めて
俯瞰し、ゲームチェンジャー
となる可能性のあるような先
進技術について技術情報の収
集・分析を行う体制を整備す
ることが必要である。 
 令和３年度については、海
外における技術情報収集・分
析に関する機能強化を引き続
き行うべく、海外技術情報ユ
ニットによる体制及びネット
ワークの更なる強化や収集・
分析した成果物の蓄積を図
る。 
なお、政策エビデンスの提供
及びプロジェクト構想の策定
に当たっては、必要に応じて、
方法論募集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導調査（注
３）及び先導研究（注４）の結
果を活用する。 
（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術
開発の様々な方法論を広く募
集する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者
の候補・水準・可能性等の把握
や発掘のため、産学官の関係
者を一同に集め、大学や公的
研究機関と産業界とが基礎研
究も含め具体的技術課題等に
ついて双方向で話し合い、議
論を行う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表
の内容、②論文動向・特許動
向、③産業界の研究開発動向、
④当該技術による経済・社会
インパクト、⑤当該技術普及
のための方策等を把握するた
め、技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定の際に調査を行
う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限
界を確認するとともに、競合
技術・代替技術の把握のため、

る情報収集・分析を実施したほか、半導
体産業を取り巻く世界の動きに着目した
海外トレンド「グローバルな半導体競争
―エコシステム確保をかけて―」や、カ
ーボンニュートラルに係る世界の動きに
着目した海外トレンド「COP26 に向けた
カーボンニュートラルに関する海外主要
国（米・中・EU・英）の動向」と題し
て、タイムリーに成果物の対外発信を実
施。 

・なお、政策エビデンスの提供及びプロジ
ェクト構想の策定に当たっては、必要に
応じて、方法論募集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導調査（注３）及び
先導研究（注４）の結果を活用した。 

（注１）方法論募集（ＲＦＩ：Request 
for Information） 
産学官におけるアイデアや研究状況を把
握するため、技術開発の様々な方法論を
広く募集する。 

（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者の候補・水
準・可能性等の把握や発掘のため、産学
官の関係者を一同に集め、大学や公的研
究機関と産業界とが基礎研究も含め具体
的技術課題等について双方向で話し合
い、議論を行う。 

（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表の内容、②
論文動向・特許動向、③産業界の研究開
発動向、④当該技術による経済・社会イ
ンパクト、⑤当該技術普及のための方策
等を把握するため、技術戦略及びプロジ
ェクト構想の策定の際に調査を行う。 

（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水準、今後の
発展可能性及び限界を確認するととも
に、競合技術・代替技術の把握のため、
研究者等への委託により予備的な研究を
行う。 
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研究者等への委託により予備
的な研究を行う。 

（２）人材の流動化促進、育成
技術インテリジェンスの向

上を図るため、ＴＳＣにおい
て、内部人材の育成を図ると
ともに、クロスアポイントメ
ント制度の活用、外部人材の
中途採用、国立研究開発法人
等の研究機関や大学における
研究者等幅広い人事交流を行
うものとする。 
 また、民間企業や大学等の
技術開発における中核的人材
として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材が
不足しており、その育成を図
ることが急務である。このた
め、将来のＰＭ人材の候補を
採用して多様な実践経験を積
ませることや、利益相反に配
慮しつつ民間企業・大学・ＮＥ
ＤＯを含む研究開発法人にお
いてすでに技術開発マネジメ
ントの実績を有する人材を積
極登用するなど、ＰＭ人材の
キャリアパスの確立に貢献す
るものとするとともに、政策
当局と連携し、政策担当者を
含む技術開発成果の社会実装
をリードする人材の育成に貢
献する。 

（２）人材の流動化促進、育成
 技術インテリジェンスの向
上を図るため、ＴＳＣにおい
て、内部人材の育成を図るとと
もに、クロスアポイントメント
制度の活用、外部人材の中途採
用、国立研究開発法人等の研究
機関や大学における研究者等
幅広い人事交流を行うものと
する。 
 また、民間企業や大学等の技
術開発における中核的人材と
して活躍しイノベーションの
実現に貢献するＰＭ人材が不
足しており、その育成を図るこ
とが急務である。このため、将
来のＰＭ人材の候補を採用し
て多様な実践経験を積ませる
ことや、利益相反に配慮しつつ
民間企業・大学・機構を含む研
究開発法人においてすでに技
術開発マネジメントの実績を
有する人材を積極登用するな
ど、ＰＭ人材のキャリアパスの
確立に貢献とともに、政策当局
と連携し、政策担当者を含む技
術開発成果の社会実装をリー
ドする人材の育成に貢献する。
 加えて、ＴＳＣが世界の最新
技術動向と我が国における産
業動向を踏まえた実効性のあ
る政策エビデンス提供を実施
できるよう、事業推進部の職員
を戦略策定に関与させる仕組
みを導入する。これに伴い、事
業推進部においても引き続き、
内部人材の育成を図るととも
に、プロジェクト管理等に係る
透明性を十分に確保した上で、
一定の実務経験を有する優秀
な人材など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人材の流
動化を促進して、機構のマネジ
メント能力の底上げと質の高
い政策エビデンス提供に資す
るための技術インテリジェン
スの向上を図るものとする。 

（２）人材の流動化促進、育成
 技術インテリジェンスの向
上を図るため、ＴＳＣにおい
て、内部人材の育成を図ると
ともに、クロスアポイントメ
ント制度の活用、外部人材の
中途採用、国立研究開発法人
等の研究機関や大学における
研究者等幅広い人事交流を行
うものとする。 
 また、民間企業や大学等の
技術開発における中核的人材
として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材が
不足しており、その育成を図
ることが急務である。このた
め、将来のＰＭ人材の候補を
採用して多様な実践経験を積
ませることや、利益相反に配
慮しつつ民間企業・大学・機構
を含む研究開発法人において
すでに技術開発マネジメント
の実績を有する人材を積極登
用するなど、ＰＭ人材のキャ
リアパスの確立に貢献すると
ともに、政策当局と連携し、関
連する研修等を実施し、政策
担当者を含む技術開発成果の
社会実装をリードする人材の
育成に貢献する。 
 加えて、ＴＳＣが世界の最
新技術動向と我が国における
産業動向を踏まえた実効性の
ある政策エビデンス提供を実
施できるよう、事業推進部の
職員を戦略策定に関与させ、
事業推進部においても引き続
き、内部人材の育成を図ると
ともに、プロジェクト管理等
に係る透明性を十分に確保し
た上で、一定の実務経験を有
する優秀な人材など、外部人
材の中途採用等を実施し、人
材の流動化を促進して、機構
のマネジメント能力の底上げ
と質の高い政策エビデンス提
供に資するための技術インテ
リジェンスの向上を図るもの
とする。 

 （２）人材の流動化促進、育成 
・技術インテリジェンスの向上を図るた
め、ＴＳＣにおいて、研修等を通じて内
部人材の育成を図るとともに、企業や大
学での実務経験を有する外部人材を、プ
ロジェクトの企画・運営等を担う者とし
て、３５名を採用。 

・民間企業や大学等の技術開発において中
核的人材として活躍しイノベーションの
実現に貢献するため、民間企業・大学・
研究開発法人等から３８９名（うち、ク
ロスアポイントメント制度適用者３名）
を受け入れた。 

・ＰＭ人材の育成のため、将来のＰＭ人材
の候補として若手職員に多様な実戦経験
を積ませている。また、２０２２年３月
末現在のＰＭの出身組織の内訳は、民
間、官庁からの出向が３２名、プロパー
職員が３１名（うち民間からの転籍が１
３名）。 

・さらに、NEDO 自身のプロジェクトマネ
ジメント能力の更なる高度化のため、プ
ロジェクトマネジメント経験・技能を多
段階で評価し、固有職員の育成、スキル
アップを目的としたプロジェクトマネジ
メントレベル認定制度を創設した。 

・加えて、ＴＳＣが世界の最新技術動向と
我が国における産業動向を踏まえた実効
性のある政策エビデンス提供を実施でき
るよう、事業推進部の職員を戦略策定に
関与させ、事業推進部においても引き続
き、内部人材の育成を図るとともに、プ
ロジェクト管理等に係る透明性を十分に
確保した上で、一定の実務経験を有する
優秀な人材など、外部人材の中途採用等
を実施し、人材の流動化を促進して、機
構のマネジメント能力の底上げと質の高
い技術戦略の策定に資するための技術イ
ンテリジェンスの向上を図った。 

【評価の根拠】 
・NEDO 自身のプロジェクトマネジメ
ント能力の更なる高度化のため、プ
ロジェクトマネジメント経験・技能
を多段階で評価し、固有職員の育
成、スキルアップを目的としたプロ
ジェクトマネジメントレベル認定
制度を創設。 

・ＴＳＣが世界の最新技術動向と我
が国における産業動向を踏まえた
実効性のある政策エビデンス提供
を実施できるよう、事業推進部の職
員を戦略策定に関与させ、事業推進
部においても引き続き、内部人材の
育成を図るとともに、プロジェクト
管理等に係る透明性を十分に確保
した上で、一定の実務経験を有する
優秀な人材など、外部人材の中途採
用等を実施し、人材の流動化を促進
して、機構のマネジメント能力の底
上げと質の高い技術戦略の策定に
資するための技術インテリジェン
スの向上を図った。 

（３）情報発信の推進 
 ＮＥＤＯの技術インテリジ
ェンスの成果について、機微
情報の管理に万全を期しつつ
積極的にセミナー等による情
報発信を推進することによ
り、様々な分野における技術
情報を有する企業・大学・国立
研究開発法人等の研究者との
連携を深めることでＮＥＤＯ
の技術インテリジェンス能力
の向上を図るものとする。 

（３）情報発信の推進 
 機構の技術インテリジェン
スの成果について、機微情報の
管理に万全を期しつつ積極的
にセミナー等による情報発信
を推進することにより、様々な
分野における技術情報を有す
る企業・大学・国立研究開発法
人等の研究者との連携を深め
る。 
 また、機構の技術開発プロジ
ェクトに併設する、ＮＥＤＯプ
ロジェクトを核とした人材育

（３）情報発信の推進 
機構の技術インテリジェン

スの成果（政策エビデンス、
TSC Foresight 等）について、
ステークホルダーの巻き込み
強化や適時に議論を喚起する
観点から、政策当局への提供
や機微情報の管理に万全を期
しつつ積極的にセミナー等に
よる情報発信を推進すること
により、様々な分野における
技術情報を有する企業・大学・

 （３）情報発信の推進 
・機構の技術インテリジェンスの成果（政
策エビデンス、TSC Foresight 等）につ
いて、ステークホルダーの巻き込み強化
や適時に議論を喚起する観点から、政策
当局への提供や機微情報の管理に万全を
期しつつ積極的にセミナー等による情報
発信を推進することにより、様々な分野
における技術情報を有する企業・大学・
国立研究開発法人等の研究者との連携を
深めている。２０２１年度は、新たに９
本の「TSC Foresight」レポートを公
表。そのうち、豊かな未来の実現に寄与

【評価の根拠】 
・主な業務実績等において言及した
とおり、プロジェクトを核とした人
材育成、産学連携等の総合的展開事
業を活用して、当該技術や技術経営
人材の育成のほか、先端的な成果を
発信し、企業や大学の研究者や技術
開発部門の担当者との人的交流を
深める活動を実施。 

・新たに９本の「TSC Foresight」レ
ポートを公表。そのうち、豊かな未
来の実現に寄与するイノベーショ
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 なお、ＮＥＤＯが技術イン
テリジェンスの向上に積極的
に取り組むことを促すため、
以下の数値目標を掲げ、その
達成状況を評価するものとす
る。 

成、産学連携等の総合的展開事
業を活用して、当該技術や技術
経営人材の育成のほか、先端的
な成果を発信し、企業や大学の
研究者や技術開発部門の担当
者との人的交流を深める。 

国立研究開発法人等の研究者
との連携を深める。 
また、機構の技術開発プロ

ジェクトに併設する、ＮＥＤ
Ｏプロジェクトを核とした人
材育成、産学連携等の総合的
展開事業を活用して、先端技
術や技術経営人材の育成のほ
か、先端的な成果を発信し、企
業や大学の研究者や技術開発
部門の担当者との人的交流を
深める。 

するイノベーションの推進を目的に取り
まとめた将来像レポート「イノベーショ
ンの先に目指すべき『豊かな未来』」に
ついては、公表に連動した「TSC 
Foresight オンラインセミナー」を開
催。「TSC Foresight」の公表にあたっ
ては、社会変化の動向、政策の検討スケ
ジュール、関連プロジェクトの開始タイ
ミング等を意識したタイムリーな成果の
発信・対話を強化。 

・また、海外の研究開発動向について、海
外公的機関の最新情報の概要を取りまと
めたＮＥＤＯ海外技術情報を計１９６件
発信。 

【海外技術情報の発信数（モニタリング指
標）】 

【エネルギーシステム分野】 ５０件 
【省エネルギー・環境分野】 ２２件 
【産業技術分野】 １２４件 

・大学等の拠点において、優れたＮＥＤＯ
プロジェクト（コアプロジェクト）や先
端技術分野等を題材とした「ＮＥＤＯ特
別講座」を実施。２０２１年度は過年度
から継続している 2講座に加え、新たに
5つの新規講座を開講し、人材育成、人
的交流、周辺研究等を実施し、実技を取
り入れた質の高い授業を実施したほか、
シンポジウム、各種勉強会を通じ、様々
な業種の人材交流を促進。この取組によ
り７講座で延べ 90回の講義等において
567 名の受講に繋がった。 

ンの推進を目的に取りまとめた将
来像レポート「イノベーションの先
に目指すべき『豊かな未来』」につ
いては、公表に連動した「TSC 
Foresight オンラインセミナー」を
開催。 

・また、大学等の拠点において、優
れたＮＥＤＯプロジェクト（コア
プロジェクト）や先端技術分野・
技術経営を題材とした「ＮＥＤＯ
特別講座」においては、実技を取
り入れた質の高い授業を実施した
ほか、シンポジウム、各種勉強会
を通じ、様々な業種の人材交流を
促進がなされた。２０２１年度は
過年度から継続している 2講座に
加え、新たに 5つの新規講座を開
講し、人材育成、人的交流、周辺
研究等を実施し、実技を取り入れ
た質の高い授業を実施したほか、
シンポジウム、各種勉強会を通
じ、様々な業種の人材交流を促
進。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 ＴＳＣには、最新の技術動
向や市場動向に関する情報を
収集・分析し、成果を政策遂行
のためのエビデンスとして政
策当局に提供するとともに、
成果を発信していくことが期
待される。一連の活動は高い
専門性が求められること、活
動の成果の定量的な把握が困
難な場合もあることから、活
動全体に対する総合的な評価
を実施し、その評点を目標と
して設定する。 
 具体的には、外部有識者に
より構成される委員会におい
て、①内外の技術情報の収集・
分析、②政策エビデンスの提
供、③活動の成果の発信の３
つの観点で、策定した資料の
政策文書への引用数、施策立
案等に活用された技術戦略の
数等の定量指標も用いながら
評価し、該当する評価単位の
それぞれにおいて、４段階評
点の平均が最上位または上位
の区分の評価となることを目
標とする。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」  
 ＴＳＣは、最新の技術動向や
市場動向に関する情報を収集・
分析し、成果を政策遂行のため
のエビデンスとして政策当局
に提供するとともに、成果を発
信していく。一連の活動は高い
専門性が求められること、活動
の成果の定量的な把握が困難
な場合もあり、活動全体に対す
る総合的な評価を実施し、その
評点を目標として設定する。 
 具体的には、外部有識者によ
り構成される委員会において、
①内外の技術情報の収集・分
析、②政策エビデンスの提供、
③活動の成果の発信の３つの
観点で、策定した資料の政策文
書への引用数、施策立案に活用
された技術戦略の数等の定量
指標も用いながら評価し、該当
する評価単位のそれぞれにお
いて、４段階評点の平均が最上
位または上位の区分の評価と
なることを目標とする。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」  
 ＴＳＣの活動に対して、外
部有識者により構成する委員
会において、①内外の技術情
報の収集・分析、②政策エビデ
ンスの提供、③活動の成果の
発信の３つの観点で、策定し
た資料の政策文書への引用
数、施策立案に活用された技
術戦略の数等の定量指標も用
いながら評価し、該当する評
価単位のそれぞれにおいて、
４段階評点の平均が最上位ま
たは上位の区分の評価とする
中長期計画の達成に向けて取
り組む。 

【評価軸】 
○ＴＳＣの技術イン
テリジェンスが、政
策・施策や研究開発
等に活用されている
か。 

【関連する評価指
標】 
○外部有識者委員会
による評価の評点
（評価指標） 

○数値目標３.‐１ 「基幹目標」 
【技術インテリジェンス機能にかかる評価
（評価指標）】 

・外部有識者により構成する委員会におけ
る評価単位のそれぞれにおいて、４段階
評点の平均が最上位または上位の区分の
評価について、２０２１年度の実績は以
下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
2.8 点 

［省エネルギー・環境分野］ 
2.8 点 

［産業技術分野］ 
2.8 点

【評価の根拠】 
・評価対象であるエネルギーシステ
ム、省エネルギー・環境、産業技
術の全てのセグメントで目標を達
成。
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【重要度】高、【優先度】高、
【難易度】高 
 ＴＳＣには、最新の技術動
向や市場展望を把握した上
で、国内外の有望技術の発掘、
先を見据えた中長期の技術動
向、産業構造をも見据えた政
策エビデンスの提供を求めて
いる。また、民間企業が研究開
発費の多くを短期的研究に振
り向ける傾向がある中、研究
開発、市場獲得・開拓までを通
じたイノベーションシステム
の構築や、勝ち筋となり得る
「戦略分野」の見極めを行っ
たうえで、国が中長期的な研
究を支援していくことが求め
られており、その戦略分野の
見極めを行う役割を担うＴＳ
Ｃの技術インテリジェンス機
能の向上が第４期中長期目標
の重要なミッションとして位
置付けられていることから、
本目標の重要度及び優先度は
高とする。 
 なお、こうした活動には、特
許庁の技術動向調査等行政機
関の調査研究や他の国立研究
開発法人の調査研究等も活用
しつつ情報収集・分析を進め
るだけでなく、地道な研究論
文の調査、国内外の多くの研
究者との直接対話等から、そ
の技術的内容を理解して整理
することが必要。また、政策エ
ビデンスの提供にあたって
は、有望技術についての社会
課題・市場課題の動向把握・分
析を産官学関係者の意見を踏
まえつつ取りまとめることが
必要である。これらの一連の
作業を実施したうえで、中長
期的な視点に立った情報収
集、分析の実施と技術インテ
リジェンス蓄積と、その成果
としての政策エビデンスの提
供は、相当の困難性が伴うた
め、本目標の難易度は高とす
る。 

― ―  ― ―  

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 ＮＥＤＯ事業（戦略的イノ
ベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）事業等内閣府が戦
略を策定し推進するものを除
く。）に参加する 40 才以下の
若手研究員及び女性研究員
を、年間 1,400 人以上とする
こととする。なお、評価単位毎
の目標は中長期計画において
明示するものとする。 
 ※数値目標を見直し、令和
４年度は 6,200 人以上とす
ることを目標とする。 

○数値目標３.‐２  
【目標】 
 機構事業（戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム（ＳＩＰ）
事業等内閣府が戦略を策定し
推進するものを除く。）に参加
する４０才以下の若手研究員
及び女性研究員を、年間１，４
００人以上とすることとする。
 なお、評価単位毎の目標は以
下のとおりとする。 
 エネルギーシステム分野

５００人 
 省エネルギー・環境分野  

２００人 

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 機構事業（戦略的イノベー
ション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）事業等内閣府が戦略を策
定し推進するものを除く。）に
参加する４０才以下の若手研
究員及び女性研究員を、年間
１，４００人以上とすること
とする。 
なお、評価単位毎の目標は以
下のとおりとする。 
 エネルギーシステム分野

５００人 
 省エネルギー・環境分野

２００人 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯのマネジ
メント能力向上に資
する人材の育成等に
取り組んでいるか。 

【評価指標】 
○ＮＥＤＯ事業に参
加する４０才以下の
若手研究者及び女性
研究者の人数（評価
指標） 

○数値目標３.‐２ 
【ＮＥＤＯ事業に参加する４０才以下の若
手研究者及び女性研究者の人数（評価指
標）】 

・機構事業（内閣府が戦略を策定し推進す
る戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ）事業を除く。）に参加する４
０才以下の若手研究員及び女性研究員に
ついて、２０２１年度の実績は以下のと
おり。 

【エネルギーシステム分野】 
 2,896 人 

【省エネルギー・環境分野】 
 2,747 人 

【評価の根拠】 
・民間企業、大学等において中核的
な人材として活躍し、イノベーシ
ョンの実現に貢献する 40才以下の
若手研究員及び女性研究員を養成
していくことを目的として、2021
年度においては、全てのセグメン
トで目標を大幅に上回り達成。 
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産業技術分野
５００人 

 新産業創出・シーズ発掘等
分野  

２００人 

※経済産業省が定める第４期
中長期目標における数値目標
の見直しを踏まえ、令和４年度
は６，２００人以上を目標と
し、評価単位毎の目標は以下の
とおりとする。 
 エネルギーシステム分野 

１，６００人 
 省エネルギー・環境分野 

１，５００人  
 産業技術分野 

 ２，５００人 
 新産業創出・シーズ発掘等
分野  

６００人 

 産業技術分野
５００人 

 新産業創出・シーズ発掘等
分野 
 ２００人 

【産業技術分野】 
 3,287 人 

【新産業創出・シーズ発掘等分野】 
 955 人 

（参考：ＮＥＤＯ全体） 
 合計 9,885 人 

４．技術分野ごとの目標 
 第４期中長期目標期間にお
ける技術分野ごとの取組は、
「未来投資戦略 2017」、「エネ
ルギー基本計画」、「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」
等の政府の方針を踏まえ、以
下の分野ごとに技術開発を実
施するものとし、ＮＥＤＯに
おいて作成する中長期計画又
は年度計画において、分野ご
とに長期的に目指すべき目標
及び第４期中長期目標期間中
に達成すべき技術水準や技術
開発目標などの達成水準を明
示して取り組むものとする。
 また、世界的な技術革新や
市場動向の状況を十分に把握
しつつ、必要に応じて中長期
計画又は年度計画における達
成すべき技術水準・技術開発
目標をより野心的なものに見
直す等の対応を適切に行うも
のとする。 

４．技術分野ごとの目標 
第４期中長期目標期間におけ

る技術分野ごとの取組は、「未
来投資戦略２０１７」、「エネル
ギー基本計画」、「エネルギー・
環境イノベーション戦略」等の
政府の方針を踏まえ、以下の分
野ごとに技術開発を実施する。
分野ごとに長期的に目指すべ
き目標及び第４期中長期目標
期間中に達成すべき技術水準
や技術開発目標などの達成水
準を事業毎に策定する基本計
画に明示して取り組む。 
 また、世界的な技術革新や市
場動向の状況を十分に把握し
つつ、必要に応じて中長期計画
又は年度計画における達成す
べき技術水準・技術開発目標を
より野心的なものに見直す等
の対応を適切に行うものとす
る。 

４．技術分野ごとの目標 
 第４期中長期目標期間にお
ける技術分野ごとの取組は、
「未来投資戦略２０１７」、
「エネルギー基本計画」、「エ
ネルギー・環境イノベーショ
ン戦略」等の政府の方針を踏
まえ、以下の分野ごとに技術
開発を実施する。分野ごとに
長期的に目指すべき目標及び
第４期中長期目標期間中に達
成すべき技術水準や技術開発
目標などの達成水準を事業毎
に策定する基本計画に明示し
て取り組む。令和３年度は事
業一覧（別紙）の事業について
取り組む。 
 また、世界的な技術革新や
市場動向の状況を十分に把握
しつつ、必要に応じて中長期
計画又は年度計画における達
成すべき技術水準・技術開発
目標をより野心的なものに見
直す等の対応を適切に行うも
のとする。 

 ４．技術分野ごとの目標 
・第４期中長期目標期間における技術分野
ごとの取組は、「未来投資戦略２０１
７」、「エネルギー基本計画」、「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」等の政府
の方針を踏まえ、以下の分野ごとに技術
開発を実施。分野ごとに長期的に目指す
べき目標及び第４期中長期目標期間中に
達成すべき技術水準や技術開発目標など
の達成水準を事業毎に策定する基本計画
に明示し、事業を実施。 

・また、世界的な技術革新や市場動向の状
況を十分に把握しつつ、必要に応じて中
長期計画又は年度計画における達成すべ
き技術水準・技術開発目標をより野心的
なものに見直す等の対応を適切に実施。

【エネルギーシステム分野】
 「エネルギー基本計画」、「水
素基本戦略」に基づき、再生可
能エネルギーの導入加速、蓄
電池などのエネルギーの貯蔵
手段の確保、水素の利活用を
着実に進めること等が求めら
れている。このため、再生可能
エネルギーについては、太陽
光発電、風力発電、地熱発電、
バイオマスエネルギー、波力・
潮力等の海洋エネルギー、そ
の他の再生可能エネルギー熱
利用の低コスト化・高効率化
や多様な用途の開拓に資する
研究開発、再生可能エネルギ
ー発電の既存系統への接続量
増加のための系統運用技術の
高度化や送配電機器の技術実

【エネルギーシステム分野】 
 新たなエネルギーシステム
の構築に向け、以下の個別技
術、システム技術の開発を総合
的に進めていく。 
 再生可能エネルギー発電の
既存系統への接続量増加のた
めの系統運用技術の高度化や
送配電機器の技術実証では、太
陽光発電等の分散型エネルギ
ーの大量導入による配電網の
電圧上昇等の課題を克服し、再
生可能エネルギーを最小の社
会コストで最大限導入できる
次世代電力網の構築に向けた
共通基盤の技術開発や太陽光・
風力の自然変動電源の発電量
の予測技術を高精度化・実用化
する技術の開発等を推進する。

【エネルギーシステム分野】
 新たなエネルギーシステム
の構築に向け、以下の個別技
術、システム技術の開発を総
合的に進めていく。 
 再生可能エネルギーの導入
拡大に伴い、顕在化しつつあ
る系統制約の克服に向けて、
既存系統を最大限に活用する
「日本版コネクト＆マネー
ジ」や次世代高圧直流等につ
いて、再生可能エネルギーを
最小の社会コストで最大限導
入できる次世代送配電システ
ムの構築に向けた共通基盤の
技術開発や系統運用技術を高
度化するための開発等を推進
する。また、燃料アンモニアの
利用・生産技術開発を行う。

 【エネルギーシステム分野】 
●再生可能エネルギーの大量導入に向けた
次世代電力ネットワーク安定化技術開発 
[2019～2023 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・既存系統の空き容量の中でノンファーム

型接続を最大限受け入れた場合でも、
計画通りに出力制御を行い、適正な運
用を可能とする制御方式を確立した。
また、制度の議論に基づき、当初の計
画になかったローカル系統も対象範囲
とし、再給電方式も追加しつつ、シン
プルで効率的なシステムを開発した。
これらの成果を踏まえ実施した中間評
価においては、【中間目標】（2021 年度
末）に対して、A評価相当となった。 

・全国 40カ所に設置した PMU（Phasor 
Measurement Unit）を用いて、一般送
配電事業者間で時刻同期のとれた詳細

【評価の根拠】 
・ノンファーム型接続に向けたシス

テム開発において、基幹系統だけ
でなく当初の計画になかったロー
カル系統も対象範囲とし、 2022
年度からの系統利用ルールの見直
し（再給電方式）を考慮したシス
テム仕様も追加的にとりまとめる
など、政府等の議論に基づき開発
を実施した。 
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証、蓄電池などのエネルギー
貯蔵に関する技術開発、水素
の製造から貯蔵・輸送、利用に
関わる技術開発や社会実装等
を戦略的に推進するものとす
る。さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け我が国の再生可能
エネルギー、蓄電池、水素等の
エネルギーシステム分野の国
際展開を進展させるため、各
国の政策、規制環境等を踏ま
え、日本の優れた技術を核に、
海外実証事業等を強力に推進
するものとする。加えて、他国
への温室効果ガス削減技術等
の普及等の国際的な取組を通
じて、実現した温室効果ガス
排出削減・吸収を国際貢献と
して示していくとともに、我
が国の削減目標の達成にも資
するよう二国間オフセット・
クレジット制度（ＪＣＭ）を活
用していく。 
 「エネルギー・環境イノベー
ション戦略」では、削減ポテン
シャル・インパクトが大きい
有望技術として、蓄エネルギ
ー分野では次世代蓄電池、水
素等製造・貯蔵・利用、創エネ
ルギー分野では次世代太陽光
発電、次世代地熱発電が特定
されるとともに、ＡＩ、ビック
データ、ＩｏＴ等の活用によ
るエネルギーシステム統合技
術の重要性についても言及し
ている。これらの技術をはじ
めとした長期的な視点に立っ
た技術について、従来の発想
によらない革新的な技術の発
掘や開発に取り組むものとす
る。 

 蓄電池などのエネルギーの
貯蔵能力強化に関する技術開
発では、現行のリチウムイオン
電池（現行 LIB）に比べ、エネ
ルギー密度の高い全固体LIBや
新原理により性能を大幅に向
上させた革新型蓄電池の共通
基盤技術の研究開発等を行う。
 水素の製造から貯蔵・輸送、
利用に関わる技術開発では、超
高圧水素技術等を活用した低
コスト水素供給インフラ構築
に向けた研究開発や次世代燃
料電池の実用化に向けた低コ
スト化・耐久性向上等のための
研究開発、未利用エネルギーを
活用した大規模水素サプライ
チェーン構築の基盤となる技
術開発、大量の水素を利活用す
る技術開発等、水素利用社会の
構築に向けた取組を推進する。
 再生可能エネルギーについ
て、技術開発を進める。太陽光
発電では、大幅な発電コスト低
減を実現する可能性が高い太
陽電池や周辺機器等を対象と
して技術開発を行うほか、性能
評価等の共通基盤技術の開発、
太陽光パネルに対応する低コ
ストリサイクル・リユース技術
の開発等に取り組む。風力発電
では着床式・浮体式洋上風力発
電のコスト低減に向けた技術
開発・実証・導入支援等を進め
るほか、風車部品の故障による
停止時間を縮小させるための
メンテナンスシステムの開発
等を行う。地熱発電では、我が
国の豊富な地熱資源を活かす
ための高性能な地熱発電シス
テムの開発等に取り組む。バイ
オマスエネルギーでは食糧と
競合しないバイオ燃料の実用
化に向けた研究開発のほか、地
域で自立したバイオマスエネ
ルギーの活用モデルを確立さ
せるための実証事業等に取り
組む。波力・海流等の海洋エネ
ルギーでは、海洋エネルギー発
電システムの実用化に向けた
長期実証研究等に取り組む。再
生可能エネルギー熱利用では、
コストダウンを目的とした再
生可能エネルギー利用技術の
開発や蓄熱利用等を含むトー
タルシステムの高効率化・規格
化、熱量評価技術の高精度化等
に取り組む。 

電気自動車やプラグインハイ
ブリッド自動車等のより一層
の普及拡大に向けた車載用蓄
電池の研究開発として、安全
性及び耐久性が格段に優れる
全固体リチウムイオン電池
や、リチウム・コバルト等のレ
アメタルを使用せずに性能向
上と低コスト化を同時実現す
る革新型蓄電池の実用化を目
指した研究開発等を行う。 
 水素の製造から貯蔵・輸送、
利用に関わる技術開発では、
超高圧水素技術等を活用した
低コスト水素供給インフラ構
築に向けた研究開発や次世代
燃料電池の実用化に向けた低
コスト化・耐久性向上等のた
めの研究開発、未利用エネル
ギーを活用した大規模水素サ
プライチェーン構築の基盤と
なる技術開発、大量の水素を
利活用する技術開発、地域に
おける水素を統合的に利活用
する技術開発等、水素利用社
会の構築に向けた取組を推進
する。 
また、再生可能エネルギー

について、低コスト化・高効率
化に係る技術開発を進める。
太陽光発電では、従来の技術
では導入が進んでいなかった
場所を利用可能とするための
太陽電池の技術開発や、太陽
光発電設備の長期安定電源化
を目的とし、太陽光発電の信
頼性向上や安全性確保、低コ
ストなリサイクルの要素技
術、系統影響への緩和等の開
発を実施する。さらに、これら
の技術を支える先進的共通基
盤技術の開発を実施する。 
 風力発電では着床式・浮体
式洋上風力発電のコスト低減
に向けた技術開発・実証・導入
支援等を進めるほか、風車部
品の故障による停止時間を縮
小させるためのメンテナンス
システムの開発等を行う。ま
た、再エネ海域利用法の施行
に伴うウインドファームの低
コスト化や円滑な事業開始等
を支援する技術環境の整備を
加速する。 
 地熱発電では、超臨界地熱
貯留槽の開発利用を視野に入
れた、我が国の豊富な地熱資
源を活かすための高性能な地
熱発電システムの開発等に取
り組む。 
 バイオマスエネルギーでは
食糧と競合しないバイオ燃料
の実用化に向けた研究開発の
ほか、燃料用途の森林（エネル
ギーの森）と林業等が持続可

計測データを比較・検証可能な慣性力
等の常時監視システムを構築するため
の基盤技術を開発するとともに、慣性
力等が具備されている制御装置の機能
検証等を実施した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・政策に基づき、2024 年度にノンファー

ム型接続等を実現することで、電力系
統に接続できる再エネが増加し、再エ
ネの大量導入に貢献できる。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・NEDO は PL 及び SPL を設置し、経済産業

省や電力系統に関連する機関とも緊密
に連携し、最新の政策及び技術動向を
確認しながら、効果的なマネジメント
を実施。制度の議論に基づき、当初の
計画になかったローカル系統も対象範
囲とし、再給電方式も追加しつつ、シ
ンプルで効率的なシステムを開発し
た。 

・外部有識者で構成される検討委員会を設
置し、半年に１回程度事業全体の進捗
状況と今後の計画について報告し、助
言を得て進めている。この検討委員会
においては、原課である資源エネルギ
ー庁新エネルギー課以外にも、電力基
盤整備課や電力広域的運営推進機関
（OCCTO）、送配電網協議会（2020 年ま
では電気事業連合会）等もオブザーバ
として参加し、必要に応じて助言を得
ている。 

●水素社会構築技術開発事業 
[2014～2025 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・山梨県甲府市において、太陽光発電の電

力で、大型の固体高分子（PEM）型水電
解装置（1.5MW)により、水から水素を
作り出し、水素吸蔵合金システムに水
素を貯蔵するなど、水素を利用できる
システムを設置、試運転を開始した。 

・世界初の液化水素運搬船「すいそふろん
てぃあ」が日豪間での液化水素海上輸
送に成功した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・発電分野等における水素の利活用が抜本

的に拡大。２０３０年頃には世界に先
駆け本格的な水素サプライチェーンを
構築するとともに、エネルギー供給シ
ステムの柔軟性を確立し、エネルギー
セキュリティの確保に貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・海外の取り組みも参考に、地域において

水素製造から利用に至る統合的な水素
利活用モデル構築に向けた事業を立ち
上げ、国内外での調査・実証を開始し
た。また水素そのものに対する認知拡
大に向け、中高生を対象とした特別授
業を複数回実施した。さらに外部機関
と積極的に連携し、「福島水素エネルギ

【評価の根拠】 
・今回の試験により、国際的な液化

水素サプライチェーン構築が可能
なことが立証され、天然ガスと同
様に水素をエネルギーとして扱
う、将来の商用水素サプライチェ
ーン構築に貢献。 

・本実証試験が、日本産業技術大賞
において内閣総理大臣賞を受賞。

・水素そのものに対する認知拡大及
び社会受容性の獲得等の普及促進
に向け、水素エネルギーに特化し
た Web サイトの拡充や高校生向け
学習プログラムといった新たな視
点での情報発信を行い、水素の
PR に務めている。 
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能性を持ちつつ共生する木質
バイオマス燃料等の安定的・
効率的な供給・利用システム
構築等のための実証事業等に
取り組む。 
 波力・海流等の海洋エネル
ギーでは、海洋エネルギー発
電システムの実用化に向けた
長期実証研究等に取り組む。
 再生可能エネルギー熱利用
では、コストダウンを目的と
した再生可能エネルギー熱利
用技術の開発や蓄熱利用等を
含むトータルシステムの高効
率化・規格化、熱量評価技術の
高精度化等に取り組むほか、
導入拡大に資するシステム設
計の最適化に必要な共通基盤
技術開発を行う。 

ー研究フィールド」で製造した水素の
活用を図り、水素の PRに務めている。

●バイオジェット燃料生産技術開発事業 
[2017～2024 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・木質バイオマス、微細藻類由来のバイオ

ジェット燃料を持続可能な航空燃料
（SAF）として、本邦国内定期便に供給
した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・本事業により SAF市場形成を支援、促進

することにより、2030 年頃に、SAF 製
造技術の社会実装を実現することで、
ジェット燃料の使用に起因する温室効
果ガス排出量の削減、地球温暖化対策
に貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・SAF の一貫製造にあたっては、上流の原

料調達事業者、SAF製造研究開発事業
者、最下流の燃料供給事業者(石油元売
り会社)、航空運送事業者等、多くの連
なる個別事業者間の密な連携が必須で
あり、NEDO は社会実装を実現すべく、
これら関係者間の調整および全体取り
まとめ等、多方面において主体的に事
業運営し、サプライチェーン全体の課
題解決に向けたマネジメントを実施し
た。その結果として、本邦初の定期便
への供給を成し遂げた。 

・ガス化 FT 合成事業も含めて、基準適合
確認の品質試験が一部米国機関でしか
測定できないものがあり、コロナ禍で
の移送停滞の影響により最終的な適合
確認の遅延に繋がった。海外発注に伴
うこれら課題（コスト・期間）を解決
すべく、本邦検査機関による国内検査
体制を構築させ、今後の検査体制の充
実を図っている。 

【評価の根拠】 
・国内で初めて、原料からの一貫製造

プロセスにて生産した J-SAF を、
定期便に給油し、国内区間の運航
を完遂。  関係者（SAF 製造事
業者、石油元売り事業者、航空運
送事業者、国交省・経産省）間で
調整を積極的に進め、J-SAF のサ
プライチェーン全体に及ぶ社会実
装に貢献。  

― さらに、エネルギー分野にお
ける新市場の創出と、国際展開
の強化による成長戦略の実現
に向け、我が国の再生可能エネ
ルギー、蓄電池、水素等のエネ
ルギーシステム分野の国際展
開を進展させるため、各国の政
策、規制環境等を踏まえ、日本
の優れた技術を核に、相手国政
府・企業と共同で海外実証事業
等を行う。 

加えて、他国への温室効果ガ
ス削減技術等の普及等の国際
的な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していくとと
もに、我が国の削減目標の達成
にも資するよう二国間オフセ
ット・クレジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的には我
が国の優れた低炭素技術・シス
テムの有効性を最大限に引き
出すプロジェクトの可能性調

 さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、我が国の再生可
能エネルギー、蓄電池、水素等
を含むエネルギーシステム関
連技術の国際展開を進展させ
るため、各国の政策、規制環境
等を踏まえ、日本の優れた技
術を核に、相手国政府・企業と
共同で海外実証事業等を行
う。 
 加えて、我が国の削減目標
の達成等に資するため、二国
間クレジット制度（ＪＣＭ）等
を活用して、我が国の優れた
低炭素技術・システムの海外
実証を行い、当該技術・システ
ムによる温室効果ガス排出削
減・吸収量を定量化し、国際貢
献として示していく。具体的
には我が国の優れた低炭素技
術・システムの有効性を最大

 ●風力発電等導入支援事業／洋上ウィンド
ファーム開発支援事業／洋上風力発電の地
域一体的開発に向けた調査研究事業 
[2021～2022 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 

・２０２０年度第３次補正予算事業とし
て、洋上風力発電設備の導入ポテンシャ
ルが見込まれる未開発の海域において、
風況等の実海域調査を行うとともに、地
域と一体となった海域の開拓に向けた方
向性等について検討することを目的とし
て公募を行い、２０２１年５月に４テー
マを採択。 

・調査の手法や仕様を一般化するため、自
治体や地元関係者との調整を経て実観
測の手順を整理し、順次着手した。 

・成果の中間取りまとめに向け、関係する
事業者や有識者の意見照会を実施し
た。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・本事業は、欧州で導入されている洋上風

力発電に係る「セントラル方式」の我

【評価の根拠】 
・本事業は、欧州で導入されている
洋上風力発電に係る「セントラル方
式」の我が国への適用等を意識した
調査事業であり、洋上風力産業ビジ
ョン（第１次）に掲げられた導入目
標である、「2040 年までに浮体式を
含む 3,000 万 kW～4,500 万 kW の案
件を形成する」に貢献するものであ
る。 
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査や、我が国の貢献による温室
効果ガス削減効果を測定・報
告・検証（ＭＲＶ）するための
手法開発及び削減量の定量化
事業を行う。 

上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」では、削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望技術
として、蓄エネルギー分野では
次世代蓄電池、水素等製造・貯
蔵・利用、創エネルギー分野で
は次世代太陽光発電、次世代地
熱発電が特定されるとともに、
ＡＩ、ビックデータ、ＩｏＴ等
の活用によるエネルギーシス
テム統合技術の重要性につい
ても言及している。これらの技
術をはじめとした長期的な視
点に立った技術について、従来
の発想によらない革新的な技
術の発掘や開発に取り組む。 

これらの技術の社会実装を
通じて、政府の２０３０年の再
生可能エネルギーの導入目標
達成、更には２０５０年を見据
えたさらなる導入拡大に資す
る。 
 令和２年度補正予算（第３
号）において措置された交付金
により、風力発電導入のために
未開発海域における調査を実
施する等、ポストコロナに向け
た経済構造の転換・好循環の実
現を目指す。この事業は令和２
年度の途中から講じられるが、
事業の終了まで、同年度及びそ
れ以降の業務実績等報告書に
実施状況を記載する。 

限に引き出すプロジェクトを
実施し、温室効果ガス削減効
果を測定・報告・検証（ＭＲＶ）
するための手法の開発等を行
うとともに、事業者自らが既
に導入した設備等による温室
効果ガス削減量の定量化を支
援する事業等を行う。 
 上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション
戦略」では、削減ポテンシャ
ル・インパクトが大きい有望
技術として、蓄エネルギー分
野では次世代蓄電池、水素等
製造・貯蔵・利用、創エネルギ
ー分野では次世代太陽光発
電、次世代地熱発電が特定さ
れるとともに、ＡＩ、ビックデ
ータ、ＩｏＴ等の活用による
エネルギーシステム統合技術
の重要性についても言及して
いる。これらの技術をはじめ
とした長期的な視点に立った
技術について、従来の発想に
よらない革新的な技術の発掘
や開発に取り組む。 
 これらの技術の社会実装を
通じて、政府の令和１２年（２
０３０年）の再生可能エネル
ギーの導入目標達成、更には
令和３２年（２０５０年）を見
据えたさらなる導入拡大に資
する。  
 令和２年度補正予算（第３
号）において措置された交付
金により、風力発電導入のた
めに未開発海域における調査
を実施する等、ポストコロナ
に向けた経済構造の転換・好
循環の実現を目指すため、令
和３年度も引き続き実施し、
本年度の業務実績等報告書に
実施状況を記載する。 

が国への適用等を意識した調査事業で
あり、洋上風力産業ビジョン（第１
次）に掲げられた導入目標である、
「2040 年までに浮体式を含む 3,000 万
kW～4,500 万 kW の案件を形成する」に
貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・技術委員会、技術 WG等を随時開催し、

事業の方向性の確認およびリスクの洗
い出しを実施し、テーマ間での情報共
有を促している。 

・風況等の実海域での調査事業においては
国や自治体、地元住民など立場の異な
る関係者が多数存在するため、経済産
業省と十分に連携しつつ、地域の事情
に応じた調整を主体的に行なってい
る。 

・新型コロナウイルス感染症の蔓延により
移動が制限される事態に直面しながら
も、感染状況等に最大限配慮しつつ、
自治体や地元住民への説明や協議を重
ねることで、本事業の位置付け及び必
要性について理解の促進を図った。対
面での説明や協議が必須となるケース
では、スケジュール変更の上で柔軟に
対応した。 

【省エネルギー・環境分野】
 「エネルギー基本計画」に基
づき、徹底した省エネルギー
社会の実現、化石燃料の製鉄
及び発電利用にあたって環境
負荷を低減しつつ利用するこ
と等が求められている。この
ため、省エネルギー・温室効果
ガス排出削減に資する技術開
発、水素還元を活用すること
で温室効果ガス排出量を根本
的に下げるための環境調和型
製鉄プロセス技術開発及び発
電効率を大きく向上させるこ
とで発電量当たりの温室効果
ガス排出量を抜本的に下げる
ための高効率火力発電技術開
発を推進するとともに、化石
燃料の徹底的な効率利用を図
りつつ、二酸化炭素回収・有効
利用・貯留（ＣＣＵＳ）の実用

【省エネルギー・環境分野】 
 省エネルギー・温室効果ガス
排出削減に資する技術開発、具
体的には環境中に排出される
未利用熱を効果的に削減（断
熱、蓄熱）、回収（熱電変換、排
熱発電）、再利用（ヒートポン
プ）するための技術開発や、鉄
鋼業の製鉄プロセスの省エネ
ルギー・温室効果ガス排出削減
のために水素還元やフェロコ
ークスを活用する環境調和型
製鉄プロセス技術開発及び発
電効率を大きく向上させるこ
とで発電量当たりの温室効果
ガス排出量を抜本的に下げる
ための高効率火力発電技術開
発を推進するとともに、化石燃
料の徹底的な効率利用を図り
つつ、二酸化炭素回収・有効利
用・貯留（ＣＣＵＳ）の実用化
を目指した技術開発等を戦略

【省エネルギー・環境分野】
 省エネルギー・温室効果ガ
ス排出削減に資する技術開
発、具体的には環境中に排出
される未利用熱を効果的に削
減（断熱、蓄熱）、回収（熱電
変換、排熱発電）、再利用（ヒ
ートポンプ）、さらに効率的に
制御（熱マネージメント）する
ための技術開発や、鉄鋼業の
製鉄プロセスの省エネルギ
ー・温室効果ガス排出削減の
ために水素還元やフェロコー
クスを活用する環境調和型製
鉄プロセス技術開発及び発電
効率を大きく向上させること
で発電量当たりの温室効果ガ
ス排出量を抜本的に下げるた
めの高効率火力発電技術開発
やアンモニア混焼火力発電技
術開発を推進するとともに、
化石燃料の徹底的な効率利用

 【省エネルギー・環境分野】 
●未利用熱エネルギーの革新的活用技術研
究開発 
[2015～2022 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・ヒートポンプ導入効果を定量評価でき

る、ヒートポンプシミュレーターを開
発し、ＷＥＢで公表し、現在 20 社程度
のユーザーに使用されている。 

・熱関連材料の熱物性を容易に検索可能な
データベースシステムを開発・公開。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・産業用ヒートポンプシミュレーターをＷ

ＥＢで公開しており、今後は、業界団
体や電化をサポートしている電力会
社、産業用ヒートポンプを扱うエンジ
ニアリング会社等の導入を検討してい
る企業に使われ、工場の未利用熱の有
効活用が推進される見込み。 

・また、熱関連材料の熱物性を容易に検索
可能なデータベースシステムを開発・

【評価の根拠】 
・産業用ヒートポンプシミュレータ
ーや熱関連材料の熱物性を容易に
検索可能なデータベースシステム
を開発、一般への公開を実施して
おり、未利用熱の普及・拡大や研
究開発の加速に向けて取り組んで
いる。 
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化を目指した技術開発等を戦
略的に推進するものとする。
 さらに、フロン対策技術、リ
サイクルシステムの構築に向
けた技術開発等の３Ｒ技術及
び水循環技術に関する技術開
発・技術実証を推進するもの
とする。 

的に推進する。また、革新的な
省エネルギー技術をシーズ発
掘から事業化まで一貫して支
援を行うテーマ公募型事業等
に関する技術開発に取り組む。
 さらに、フロン対策技術は次
世代の冷媒候補物質を冷媒と
して使用した場合のリスク評
価手法の確立や実用環境下で
の評価を行うことによる新た
な冷媒に対応した省エネルギ
ー型冷凍空調機器等の開発基
盤の整備等に関する技術開発
等に取り組む。 
 廃小型家電等を製品レベル・
部品レベルで自動選別するプ
ロセス及び高効率な製錬プロ
セスなどを構築するための３
Ｒ技術の技術開発等や水循環
技術に関する技術開発・技術実
証を推進するものとする。 

を図りつつ、二酸化炭素回収・
有効利用・貯留（ＣＣＵＳ／カ
ーボンリサイクル）の実用化
を目指した技術開発等を戦略
的に推進する。また、革新的な
省エネルギー技術をシーズ発
掘から事業化まで一貫して支
援を行うテーマ公募型事業等
に関する技術開発に取り組
む。 
 さらに、フロン対策技術は
次世代の冷媒候補物質を冷媒
として使用した場合のリスク
評価手法の確立や実用環境下
での評価を行うことによる新
たな冷媒に対応した省エネル
ギー型冷凍空調機器等の開発
基盤の整備等に関する技術開
発等に加え、新しいシーズ技
術等を踏まえた可能な限り迅
速な次世代冷媒適用機器普及
を後押しするための技術開発
等に取り組む。 
 廃小型家電等を製品レベ
ル・部品レベルで自動選別す
るプロセス及び高効率な製錬
プロセスなどを構築するとと
もに廃プラスチックや廃アル
ミニウムを高度に循環利用す
るための３Ｒ技術の技術開発
等や水循環技術に関する技術
開発・技術実証を推進するも
のとする。 

公開したことで、従来熱関連材料の研
究開発において、研究開発担当者が個
別の原著出典を遡るなど、各種の熱物
性データの検索に時間を要していたと
いう課題を解決し、研究開発の加速に
貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・運営管理に当たって、効率的かつ効果的

な方法を取り入れることとし、次に掲
げる事項を実施。  

① 研究開発項目間での連携推進 
・研究開発項目「熱電変換材料・デバイス

の研究開発」にて開発した熱電発電モ
ジュールを、研究開発項目「熱マネー
ジメントの研究開発」の組合員へ提供
し、評価を実施した。 

② 成果の発信と社会実装に向けた取組 
・取組みや成果の広報のため、実施者によ

る学会発表やシンポジウムでの講演の
みならず、第 16 回エレクトロヒートシ
ンポジウム及び ENEX２０２２へ出展し
た。エレクトロヒートシンポジウムに
ついては、オンライン出展となった
が、その際、未利用熱の有効活用につ
いて、ＰＭによる分かりやすい解説動
画を作成し、公開した。 

・委託先である技術組合の組合員の全企業
に対し、対面と Web会議によって行
い、新型コロナウィルス感染症の影響
についても確認を行った。 

●カーボンリサイクル・次世代火力発電等
技術開発 
CO2有効利用技術開発 
[2016～2025 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・メタネーションについては、基礎基盤研

究段階の本プロジェクトにて、INPEX
長岡鉱場に設置したメタン合成能力
8Nm3/h のベンチプラントで、油ガス田
由来随伴 CO2と水電解から得られた H2
を原料として、技術開発目標であるメ
タン濃度 96vol％以上、4500 時間の運
転を達成した。また、実用化に向けた
技術的知見や課題も得られ、段階的な
設備スケールアップ試験・実証に向け
た大きな成果を得られた。 

・0.9 円～1.4 円/MJ（LHV）を見通す経済
性の評価については、商用スケールで
の事業性を電気料金（水電解コスト）、
副生物（酸素、熱）販売、CAPEX/OPEX
等の条件を加味して評価し、電気料金
は 1～3円/kWh 程度が事業性には必要
であることが明らかとなった。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・CO2有効利用の一例として、CO2由来のメ

タンで天然ガスパイプラインの許容圧
力変動幅の１割を活用して負荷変動対
応に供する場合として、１，３００億
円相当の天然ガス代替を獲得する。 

【評価の根拠】 
・メタネーションは既存インフラ（天

然ガスパイプライン）を利用する
ことで早期に社会実装することが
期待でき、世界的に CO2 排出削減
が求められている中で大きく貢献
することが見込まれる。メタン合
成能力等の数値目標については
2021 年 6月に達成し、本成果を踏
まえ、後継事業の立ち上げにつな
げている。 

・進捗会議を 6回開催すること等に
より、NEDO のプロジェクトマネ
ージャーが、実施者と密接に連携
し、研究開発の進捗状況や目標達
成の見通しを常に把握することに
努めた。 
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【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・PM による進捗管理については、PL や実

施者と密接に連携し、研究開発の進捗
状況を把握した。また従事日誌、月間
工程表、執行管理表および適宜ヒアリ
ング等により実施状況を確認し、目標
達成の見通しを常に把握することに努
めた。 

・PM/PL による管理実績として、技術検討
委員会：2回、推進委員会：4回、進捗
会議：6回を実施した。 

・また、予算原課と毎月連絡会を開催し、
各事業の進捗報告および新規事業に関
する協議を行った。 

●「ゼロカーボン・スチール」の実現に向
けた技術開発 
[2019～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・「ゼロカーボン・スチール」の実現に向

けた先進高炉の概念設計に取組む為の
技術調査、シャフト炉、流動層での水
素還元、水素還元鉄の溶解・精錬技術
に関わる技術調査を実施。 

・先進高炉に関しては高炉への常温水素吹
込みや高温水素の活用による CO2排出削
減効果、水素還元の拡大、高炉ガス改
質によるカーボンニュートラルでの活
用等を検討。 

・シャフト炉、流動層に関しては技術調査
を実施、劣質鉱石や水素還元時のボト
ルネック課題を抽出、両プロセスの利
点、課題点を比較整理。 

・水素直接還元鉄の溶解精錬で課題となる
スラグ生成量、りん挙動を定量的に検
討。 

・製鉄所での CCUS、バイオマス利用の技
術ポテンシャル調査を実施し、製鉄排
ガスの特徴、地域性を生かした CCUS 展
開イメージ案などを検討。 

・既存製鉄所でのエネルギー簡易モデルを
作成した上で、水素直接還元や電気炉
にも展開し、CO2排出削減やゼロカーボ
ン製鉄所実現に向けた各プロセスの比
較検討を実施。 

・以上の調査・検討結果を踏まえて、わが
国鉄鋼業の 2050 年ゼロカーボン・スチ
ール実現に向けた、個別技術開発及び
全体ロードマップを作成。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・２０５０年以降の出来るだけ早いうちに

水素還元製鉄等による「ゼロカーボ
ン・スチール」の実現を目指す。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・事業者が主催する定期的な進捗会議（全

3回）に予算原課と共にオブザーバー
参加するとともに、従事日誌の内容聴
取・確認により進捗管理を行った。研
究開発は、コロナの影響なく進めるこ
とが出来た。一方、進捗会議は全て
web 開催となった。 

【評価の根拠】 
・2050 年ゼロカーボン・スチール実
現に向けて、高炉に関する個別技術
の調査を行うとともに、高温水素の
活用によるＣ０２排出削減効果等の
カーボンニュートラルに向けた活用
を検討した。 
また、製鉄所でのエネルギー簡易

モデルを製作、、水素直接還元や電気
炉にも展開し、各プロセスの比較検
討を実施等もした。 
これらを踏まえた個別技術開発と

全体ロードマップの作製を実施し、
水素還元製鉄等による「ゼロカーボ
ン・スチール」の実現に貢献。 
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●炭素循環型セメント製造プロセス技術開
発 
[2019～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・10t/d 規模の CO2分離・回収設備の実証

試験を行い、運転時間：連続 244 時間
（目標：100 時間以上）、のべ 528 時間
以上という試験目標を達成した。 

・回収した CO2の有効利用に関する実証試
験において以下の目標を達成した。 

a. 廃コンクリートへの CO2 固定化 
 76kgkgCO2/t-cem（目標 70kgCO2/t-cem

以上） 
b. コンクリートスラッジへの CO2 固定化

技術 
 約 250kg CO2/t-cem 以上（目標

125kgCO2/t-cem 以上） 
c. 低炭素型炭酸化養生コンクリート製品 
 405 kgCO2/t-cem 削減（目標 320kCO2/t-

cem 以上） 
d. 生コンクリートへの CO2 固定化技術 
 19kg CO2/t-cem 以上（目標 10kgCO2/t-

cem 以上） 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・社会実装の初期段階として、2030 年度

までに、国内のセメント工場 30 ヶ所
（2019 年 4 月時点）の 1割に相当する
3工場に開発技術の導入を目指す。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・本助成事業は、開始から２年弱の期間で

大物の設備（１０t/d CO2分離・回収設
備)を設置し、実証試験するというクリ
ティカルな工程のため、月例報告とし
て来年度までの設置工事工程を提出さ
せることで進捗管理を行っている。ま
た、事業者主催で年２回の技術推進委
員会を設け、外部有識者のコメントを
随時、研究内容に反映できるよう計画
している。 

・コロナ感染症による影響を最小化するた
め 6月から 11月の据付工事完了まで毎
月進捗打合せを行った。また、海外 SV
の入国助勢について経産省に速やかに
連絡し、円滑にマネジメントを行っ
た。変更計画手続きにより事業期間を
2月末から 3月末に延長し、事業年度
内に計画通り助成事業を完了した。 

●環境調和型プロセス技術の開発 
[2013～2022 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・2021/6/22～7/23 に試験高炉の第 10回

操業を行い、実高炉試験を想定した常
温 COG 吹込操業条件において安定操業
が維持されることを確認した。また、
事前のシミュレーションに近似した CO2
排出削減効果を確認した。これらの結
果により、高炉からの CO2排出削減量
10%以上を達成する実機適合化技術の見
通しを得た。 

【評価の根拠】 
・CO2分離・回収設備の実証試験を行
い、目標では運転時間を 100 時間以
上としていたのに対し、目標を上回
る連続 244 時間、のべ 528 時間以上
を達成した。 
・コロナ感染症による影響を最小化
するため 6月から 11 月の据付工事完
了まで毎月進捗打合せを行った。ま
た、海外 SV の入国助勢について経産
省に速やかに連絡し、円滑にマネジ
メントを行った。 

【評価の根拠】 
・試験高炉の操業を行い、実高炉試
験を想定した常温 COG 吹込操業条件
において安定操業が維持されること
を確認するとともに、事前のシミュ
レーションに近似した CO2排出削減
効果が確認できた。これらの結果に
より、高炉からの CO2排出削減量 10%
以上を達成する実機適合化技術の見
通しを得た。 
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【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・２０３０年に実用化開始を目指し､製鉄

所における現状の全排出レベルに比較
して総合的に約３０％(１８５万 tCO2/
年､２０３０年に初号機１基で適用時を
想定)の CO2削減可能な技術を確立する
ことで､地球温暖化防止に貢献する｡ま
た、コークス投入量の削減により２９
億円規模／年の経済効果が見込まれ
る。(炭素税等、条件が変化した場合の
規模) 

・これらの運転実績を踏まえて、２０５０
年までに国内で稼働中の高炉２７基に
適用した場合で、CO2削減４，９９０万
t -CO2/年､コークス投入量の削減によ
り８００億円規模／年の経済効果を見
込む。また、高炉を水素還元活用型に
更新するための改造市場として２兆７,
０００億円規模を見込む。さらに、鉄
鋼の海外生産及び海外製品の輸入を抑
制し、国内高炉を操業することによ
り、鉄鋼業（製造業）の国内総生産市
場１８兆円維持に貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・研究内容の進捗状況確認と今後の方針の

協議、及び技術全体のシステム化につ
いて、実施者が主催する毎月の企画・
運営会議及びサブテーマ進捗会議を実
施、また年に 2回の COURSE５０委員会
に参加し、事業の進捗を管理してい
る。 

・一方、技術検討委員会を NEDO 主催で実
施し、外部有識者のコメントを随時、
研究内容に反映してマネジメントして
いる。 

●戦略的省エネルギー技術革新プログラム
[2012～2024 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・世界で初めて、パワーエレクトロニクス

の低価格化や高性能化につながるアン
ペア級・1,200V 耐圧の酸化ガリウム
(β-Ga2O3)ショットキーバリアダイオー
ド(SBD)を開発。厚みの削減により低抵
抗化が可能で、急速充電器、次世代 EV
などの高出力化・低損失化に向けて前
進。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・「再構成可能なモジュール型単位操作の

相互接続に基づいた医薬品製造用ｉＦ
ａｃｔｏｒｙの開発」テーマ設定型事
業者連携スキーム）において、開発を
進めている生産方式では従来の主要な
方式に比べ約 8割のエネルギー削減が
見込めることを確認。また、廃棄物に
ついては、従来比３割～４割の削減を
見込めることが明らかとなった。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・研究開発テーマをシームレスに実施する

ため、外部有識者で構成されるステー
ジゲート審査・中間評価を実施し、開
発フェーズの移行や実施期間の延長に
係る可否を判断している。２０２１年

【評価の根拠】 
・β-Ga2O3 SBD の開発に世界で初め
て成功し、耐圧向上と大電流化が
見込めることになった。今後、高
電圧化・大電力化が想定される次
世代急速充電器などのアプリケー
ションに対し、本開発の成果を適
用することで、2030 年度には 10.3
万 kL のエネルギー消費量の削減が
期待できる。また、本技術は大企
業のカーブアウトベンチャーによ
り開発された。 
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５月に７件、２０２１年８月に６件実
施。 

・NEDO 事業の新規採択事業者や中小・ベ
ンチャー事業者に対しては、実施計画
書に基づき研究開発や事業化が実施さ
れるように、日頃より担当者が緊密に
連絡をとりつつ必要な助言等を行うな
どのサポート体制を強化するととも
に、専門家の関与が必要な案件につい
ては派遣を実施。 

・外部ニーズの反映とマッチング機会の提
供を図ることを目的とした「戦略的省
エネルギー技術革新プログラム 評
価・課題共有セッション」を開催し、
延べ約 300 人が聴講。アンケートを実
施し、発表事業者へのフィードバック
を実施した。 

・複数の事業で開発遅延が発生したことに
対して、当初の開発目標達成を担保す
るため、評価時期・事業期間の見直し
を行い、解決した。また、対面での会
議ができなくなることによるマネジメ
ントの質の低下を、ｗｅｂ会議システ
ムの活用により補った。 

 加えて、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、省エネルギー・環
境分野の国際展開を進展させ
るため、各国の政策、規制環境
等を踏まえ、日本の優れた技
術を核に、海外実証事業等を
強力に推進するものとする。
また、他国への温室効果ガス
削減技術等の普及等の国際的
な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を
国際貢献として示していくと
ともに、我が国の削減目標の
達成にも資するよう二国間オ
フセット・クレジット制度（Ｊ
ＣＭ）を活用していく。 
 「エネルギー・環境イノベー
ション戦略」においても、省エ
ネルギー分野で削減ポテンシ
ャル・インパクトが大きい有
望技術として、多目的超電導、
革新的生産プロセス、超軽量・
耐熱構造材料及び二酸化炭素
固定化・有効利用技術が特定
されており、これらの技術を
はじめとした長期的な視点に
立った技術について、従来の
発想によらない革新的な技術
の発掘や開発に取り組むもの
とする。 

さらに、エネルギー分野にお
ける新市場の創出と、国際展開
の強化による成長戦略の実現
に向け、我が国の省エネルギ
ー・環境分野の国際展開を進展
させるため、各国の政策、規制
環境等を踏まえ、日本の優れた
技術を核に、相手国政府・企業
と共同で海外実証事業等を行
う。 

加えて、他国への温室効果ガ
ス削減技術等の普及等の国際
的な取組を通じて、実現した温
室効果ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していくとと
もに、我が国の削減目標の達成
にも資するよう二国間オフセ
ット・クレジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的には我
が国の優れた低炭素技術・シス
テムの有効性を最大限に引き
出すプロジェクトの可能性調
査や、我が国の貢献による温室
効果ガス削減効果を測定・報
告・検証（ＭＲＶ）するための
手法開発及び削減量の定量化
事業を行う。 

上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」においても、省エネルギー
分野で削減ポテンシャル・イン
パクトが大きい有望技術とし
て、多目的超電導、革新的生産
プロセス、超軽量・耐熱構造材
料及び二酸化炭素固定化・有効
利用技術が特定されており、こ
れらの技術をはじめとした長
期的な視点に立った技術につ

 さらに、エネルギー分野に
おける新市場の創出と、国際
展開の強化による成長戦略の
実現に向け、我が国の省エネ
ルギー・環境関連技術の国内
外への普及展開を進展させる
ため、各国の政策、規制環境等
を踏まえ、日本の優れた技術
を核に、相手国政府・企業と共
同で海外実証事業等を行う。
 加えて、我が国の削減目標
の達成等に資するため、二国
間クレジット制度（ＪＣＭ）等
を活用して、我が国の優れた
低炭素技術・システムの海外
実証を行い、当該技術・システ
ムによる温室効果ガス排出削
減・吸収量を定量化し、国際貢
献として示していく。具体的
には我が国の優れた低炭素技
術・システムの有効性を最大
限に引き出すプロジェクトを
実施し、温室効果ガス削減効
果を測定・報告・検証（ＭＲＶ）
するための手法の開発等を行
うとともに、事業者自らが既
に導入した設備等による温室
効果ガス削減量の定量化を支
援する事業等を行う。 
 上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション
戦略」においても、省エネルギ
ー分野で削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望技術
として、多目的超電導、革新的
生産プロセス、超軽量・耐熱構
造材料及び二酸化炭素固定
化・有効利用技術が特定され
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いて、従来の発想によらない革
新的な技術の発掘や開発に取
り組む。 

これらの技術の社会実装を
通じて、２０３０年の省エネル
ギー目標（エネルギー需要を対
策前比１３％削減）及びフロン
削減目標（２０３６年に８５％
減）等の達成に資する。 

ており、これらの技術をはじ
めとした長期的な視点に立っ
た技術について、従来の発想
によらない革新的な技術の発
掘や開発に取り組む。 
 これらの技術の社会実装を
通じて、令和１２年（２０３０
年）の省エネルギー目標（エネ
ルギー需要を対策前比１３％
削減）及びフロン削減目標（令
和１８年（２０３６年）に８
５％減）等の達成に資する。

【産業技術分野】 
 「未来投資戦略 2017」に基
づき、成長の実現に向けて、Ｉ
ｏＴ、人工知能、ロボット等の
第四次産業革命の技術革新を
あらゆる産業に取り入れ、さ
まざまな社会課題を解決する
Society5.0を世界に先駆けて
実現する必要がある。また、モ
ノとモノ、人と機械・システ
ム、人と技術、異なる産業に属
する企業と企業など、さまざ
まなものをつなげる新たな産
業 シ ス テ ム （ Connected 
Industries）への変革を推進
する必要がある。 

【産業技術分野】 
ＩｏＴ、人工知能、ロボット

等の第四次産業革命の技術革
新により様々な社会課題を解
決する Society5.0 を実現する
とともに、様々なものをつなげ
る 新 た な 産 業 シ ス テ ム
（Connected Industries）への
変革を推進すべく、以下の取組
を行う。 

【産業技術分野】 
 ＩｏＴ、人工知能、ロボット
等の第四次産業革命の技術革
新により様々な社会課題を解
決するSociety5.0を実現する
とともに、様々なものをつな
げる新たな産業システム
（Connected Industries）へ
の変革を推進すべく、以下の
取組を行う。 

 【産業技術分野】 

 以上を踏まえ、産業技術分
野においては、 
・Society5.0 を世界に先駆け
て実現するため、技術革新
のスピード、ビジネス環境
の変化等を踏まえつつ、ビ
ッグデータのリアルタイム
処理、電子デバイス、家電、
ネットワーク／コンピュー
ティングに関する課題に係
るＩｏＴ・電子・情報技術開
発、 

・我が国の産業構造の特徴を
活かし、川上、川下産業の連
携、異分野異業種の連携を
図りつつ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや希少金
属代替・使用量低減技術等
の材料・ナノテクノロジー
技術開発、 

・国立研究開発法人日本医療
研究開発機構における医療
分野を除く、ゲノム情報・制
御関連技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組等の
バイオシステム及びバイオ
テクノロジー技術開発、 

・これまでロボットが導入さ
れていなかった分野へのロ
ボット利用拡大に向けた新
しいコンセプトの産業用ロ
ボットの開発、ロボット技
術の活用への期待が高い災
害対応ロボットや無人シス
テム、ロボット技術を活用
したメンテナンス用機器の
開発・導入支援等及び人工

・Society5.0 を世界に先駆け
て実現するため、技術革新の
変化等を踏まえ、ビッグデー
タのリアルタイム処理、電子
デバイス、家電、ネットワー
ク／コンピューティングに
関する課題に対応するため
のＩｏＴ・電子・情報技術開
発を行う。具体的にはエッジ
側での超低消費電力ＡＩコ
ンピューティングや、新原理
により高速化と低消費電力
化を両立する次世代コンピ
ューティング、光エレクトロ
ニクスを用いた光電子変換
チップ内蔵基板技術等に関
する技術開発に取り組む。 

・我が国の産業構造の特徴を活
かし、川上、川下産業の連携、
異分野異業種の連携を図り
つつ、革新的材料技術・ナノ
テクノロジーや希少金属代
替・使用量低減技術等の材
料・ナノテクノロジーの技術
開発、具体的には、輸送機器
の軽量化のための構造材料
の開発や、小型・高効率モー
ターを実現する高性能磁石
等の開発、高度な人工知能等
の計算科学を駆使した材料
開発システム、化学品製造プ
ロセス技術等に関する技術
開発に取り組む。 

・国立研究開発法人日本医療研
究開発機構における医療分
野を除く、ゲノム情報・制御
関連技術及び細胞機能解明・

・Society5.0 を世界に先駆け
て実現するため、技術革新の
変化等を踏まえ、ビッグデー
タのリアルタイム処理、電子
デバイス、家電、ネットワーク
／コンピューティングに関す
る課題に対応するためのＩｏ
Ｔ・電子・情報技術開発を行
う。具体的にはエッジ側での
超低消費電力ＡＩコンピュー
ティングや、新原理により高
速化と低消費電力化を両立す
る次世代コンピューティング
（量子コンピューティング関
連技術など）、 光エレクトロ
ニクスを用いた光電子変換チ
ップ内蔵基板技術、パワーエ
レクトロニクス、省エネエレ
クトロニクスの製造基盤強化
に向けた技術、サイバーセキ
ュリティ等に関する技術開発
に取り組む。 
・我が国の産業構造の特徴を
活かし、川上、川下産業の連
携、異分野異業種の連携を図
りつつ、革新的材料技術・ナノ
テクノロジーや希少金属代
替・使用量低減技術等の材料・
ナノテクノロジーの技術開
発、具体的には、輸送機器の軽
量化のための構造材料の開発
や、航空機エンジン向けの材
料開発及び評価システム基盤
の構築、小型・高効率モーター
を実現する高性能磁石等の開
発、高度な人工知能等の計算
科学を駆使した材料開発シス

 ●超先端材料超高速開発基盤技術プロジェ
クト 

[2016～2021 年度] 
・有機系材料を対象とした従来に無い材料

設計シミュレーションの開発や人工知
能を活用した材料開発支援等を、革新
的な試作プロセス開発や評価計測技術
開発と共にナショナルプロジェクトと
して行うことで、これまでの“経験と
勘”に基づいた材料開発文化に変革の
兆しを誘発すると共に、競争力の高い
日本の素材産業の優位性を確保する。 

【主な成果、アウトプット等】 
・計算・プロセス・計測の三位一体による

有機・高分子系機能性材料の高速開発
に取り組んでおり、その一環としてバ
イオエタノールからブタジエンを合成
し、それを原料にした合成ゴムで従来
と同等の性能を持つ自動車用タイヤを
試作する一連のプロセスを実証するこ
とに成功。 

・「Physical Review Letters」電子版、
｢Nature Communications」、「Applied 
Physics Letters」等国際的に主要な学
会誌や関心度の高い著名誌に論文掲載
される成果を創出した。｢AI が生成し
た材料の構造画像を用い、物性を予測
する技術を開発」は、電子顕微鏡写真
と物性を AI に学習させることにより、
複数の CNT を任意の配合で混合した膜
の画像をコンピューター上で実験に比
べ、1.2％(1/80）もの短時間で生成、
物性の高精度な予測を可能にした。｢液
晶がナノ構造をつくる際の新現象を発
見」は人工知能（AI）と分子シミュレ
ーションを組み合わせた世界初の解析
技術を開発し、液晶がナノ構造化する

【評価の根拠】 
・バイオエタノールからブタジエン

を合成し、それを原料にした合成
ゴムで従来と同等の性能を持つ自
動車用タイヤを試作する一連のプ
ロセスを実証することに成功。プ
ロジェクト終了後の成果実用化に
向けて、成果実用化をメインテー
マとしたアドバイザリーボード
（技術推進委員会）を実施するこ
とにより実施者に材料開発スキー
ムを提供する基盤構築を強く促し
た。その結果、PJ終了後に開発
成果の社会実装のため産総研コン
ソーシアムが発足することとなっ
た。 
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知能を含めた次世代ロボッ
ト技術等のロボット・ＡＩ
技術開発、 

・新しい製造システムとし
て、大規模な生産設備が不
要で、設備投資とエネルギ
ー消費を大幅に削減できる
少量多品種生産に対応した
製造システムの実用化に向
けた技術、ＩｏＴやＡＩ等
を活用し、サイバー空間を
活用した新たなものづくり
システムのためのネットワ
ーク型のデジタルプラット
ホーム技術開発等のものづ
くり技術開発、 

・各分野の境界分野及び分野
を跨ぐ技術の融合領域にお
ける技術開発、 

を重点的に推進するものとす
る。 

活用技術への取組等のバイ
オシステム及びバイオテク
ノロジーの技術開発、具体的
には植物等による物質生産
機能を制御・改変し、省エネ
ルギー・低コストな高機能製
品を生産する技術等に関す
る技術開発等に取り組む。 

・Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
ロボット技術について、ロボ
ットの利用拡大に向けて、新
しいコンセプトの産業用ロ
ボット、災害対応ロボットや
無人システム、メンテナンス
用のロボットや機器、人工知
能を含めた次世代技術等の
開発を行う。具体的には、ロ
ボット導入コストの低減に
向けたプラットフォーム、災
害状況の調査のためのロボ
ット、インフラ維持管理のた
めのロボットやセンサー（ワ
ード紙下線要削除）、同じ空
域を飛行する複数のドロー
ンを管理するシステム等の
開発や実証を行う。さらに、
未だ実現していない次世代
の人工知能・ロボット技術の
開発に取り組む。 

・我が国が強みを有するものづ
く り 技 術 に つ い て 、
Society5.0 の実現のための
中核技術として期待される
人工知能技術等との融合を
目指し、新たな製造システム
として、ＩｏＴやＡＩ、ビッ
グデータ等を活用し、設備投
資とエネルギー消費を大幅
に削減でき、少量多品種生産
にも対応した新たなものづ
くりシステムのためのネッ
トワーク型のデジタルプラ
ットホーム技術開発等を行
う。具体的には高付加価値の
部品等の製造に適した三次
元積層造形技術（高速化、高
精度化、高機能化等）の基盤
的な開発や、これまでにない
高効率かつ高輝度（高出力・
高ビーム品質）なレーザー技
術等に関する技術開発に取
り組む。 

・各分野の境界分野及び分野を
跨ぐ技術の融合領域におけ
る技術開発、具体的には次世
代航空機をリードするよう
な、低コスト化、安全性向上
等に寄与する先進技術等に
関する技術開発に取り組む。

テム、人工光合成を実現する
触媒技術の開発、化学品製造
プロセス技術等に関する技術
開発に取り組む。 
・バイオエコノミー分野にお
いては、国立研究開発法人日
本医療研究開発機構における
医療分野を除く、ゲノム情報・
制御関連技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組等のバ
イオシステム及びバイオテク
ノロジーの技術開発、具体的
には生物機能を活用し、バイ
オ由来製品を生産する技術、
セルロースナノファイバーや
海洋性分解性プラスチックに
関する技術開発等に取り組
む。 
・Society5.0 の実現のための
中核技術として期待されるロ
ボット、人工知能等技術の開
発を行う。具体的には、ロボッ
トの利用拡大に向けた新しい
コンセプトの産業用ロボッ
ト、ロボット導入コストの低
減に向けたプラットフォーム
の普及、同じ空域を飛行する
複数のドローンの運航を管理
するシステム、安全・安心ドロ
ーン、「生産性」、「健康、医療・
介護」、「空間の移動」の重点分
野における人工知能技術の社
会実装、人と共に進化するＡ
Ｉシステム、自律・リモート操
作技術、自動運転システム等
の開発や実証を行う。さらに、
未だ実現していない次世代の
人工知能・ロボット技術の開
発に取り組む。 
・我が国が強みを有するもの
づ く り 技 術 に つ い て 、
Society5.0 の実現のための中
核技術として期待される人工
知能技術等との融合を目指
し、新たな製造システムとし
て、ＩｏＴやＡＩ、ビッグデー
タ等を活用し、設備投資とエ
ネルギー消費を大幅に削減で
き、少量多品種生産にも対応
した新たなものづくりシステ
ムのためのネットワーク型の
デジタルプラットホーム技術
開発等を行う。具体的には高
付加価値の部品等の製造に適
した三次元積層造形技術（高
速化、高精度化、高機能化等）
の基盤的な開発、これまでに
ない高効率かつ高輝度（高出
力・高ビーム品質）なレーザー
技術等に関する技術開発や５
Ｇ等の活用によるダイナミッ
ク・ケイパビリティ強化に向
けた技術等に関する技術開発
に取り組む。 

際に起こる新しい現象を発見した。こ
の 2件はいずれも「Nature 
Communications」に掲載。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・本プロジェクトに関わる機能性材料とし

て２０３０年に約２兆円の新規市場の
獲得を目指す。また新材料開発の試作
期間・試作回数の短縮は省エネルギー
効果も期待され２０３０年におけるプ
ロジェクト成果の普及率が１０％と仮
定して算出される効果は CO₂約３５８
万トン。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・プロジェクト終了後の成果実用化に向け

て、成果実用化をメインテーマとした
アドバイザリーボード（技術推進委員
会）を実施することにより実施者に材
料開発スキームを提供する基盤構築を
強く促した。 

・その結果、PJ 終了後に開発成果の社会
実装のため産総研コンソーシアムが発
足することとなった。その認知度向上
に向けて広報活動を積極的に行った。 

・また、産総研コンソーシアムを側面から
支援するため成果の社会実装、人材育
成のため、NEDO 特別講座を計画し、認
められた。講座初回からリモートなが
ら 370 名の参加者を集め、世間の関心
の高さが明らかとなった。 

・新型コロナ禍による入国制限検収が持ち
越されていた装置の件について、原課
の協力のもと関係省庁に立ち上げに必
要な外国人技術者の入国協議を依頼
し、技術者の入国を実施。稼働、検収
を行った。 

●二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセ
ス技術開発 

[2014～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・100ｍ2の大規模光触媒パネルで約 1年間

実証実験を行い、発生する酸素と水素
を分離膜を用いて安全に分離・精製す
ることに成功。これらの技術は世界初
である。また、その成果は英国科学誌
「Nature」に掲載された。 

・光触媒は、最終目標である太陽エネルギ
ー変換効率 10％を達成（世界トップレ
ベル）。また、変換効率は低いが、異な
る触媒において寿命 1年を達成。 

・分離膜は目標性能以上の膜候補を開発。
これを組み入れたモジュールを製作
し、性能評価を実施。 

・合成触媒は、C2、C3、C4 のオレフィン
がワンパスでは収率 30～70％である
が、リサイクルにより、それぞれ 70％
以上の収率を達成できる触媒開発に成
功。さらに小型パイロットを稼働し、
その実験データを用いてプロセスの経
済性を算出。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】

【評価の根拠】 
・光触媒は、太陽エネルギー変換効
率 10％を達成（世界トップレベ
ル）。 
・世界で初めて光触媒パネル面積
100m2規模の屋外でのソーラー水素の
製造試験に成功。 
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・各分野の境界分野及び分野
を跨ぐ技術の融合領域におけ
る技術開発、具体的には次世
代航空機をリードするよう
な、低コスト化、安全性向上等
に寄与する先進技術等に関す
る技術開発に取り組む。 

・2030 年時点で石油由来の C2～C4 オレフ
ィン類の国内製造量の約 2割である 250
万トン/年を当該プロセスにて製造する
ことを想定。このプロセスの適用によ
り、省エネ効果と CO2固定化により、CO2
約 868 万トン/年の削減が期待される。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・ソーラー水素製造用光触媒技術は未だ黎
明期の技術であるため、国内外の技術状
況を網羅的に把握することを目的とした
「ソーラー水素製造用光触媒技術の国内
外技術水準調査」を実施。本プロジェク
トの技術レベルの把握、事後評価等に活
用。 

・本事業の研究開発成果をアピールするア
ウトリーチ活動として、NEDO と ARPChem
との共催で成果報告会を実施。 

●超低消費電力型光エレクトロニクス実装
システム技術開発 
[2013～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・高速・高密度実装を実現する実装技術と

して、通信波長帯の光信号を低損失で
伝送できる光 IC・光ファイバー間の 3
次元光配線技術を世界で初めて開発し
た。 

・並列分散システムの研究開発において、
世界で初めて、波長多重や波長ルーテ
ィングなどの光接続技術を用いて、全
サーバボード間を結合した光電子融合
ラック型サーバシステムを開発した。
電気スイッチを介した従来のデータ伝
送方式と比べ、 計算速度を最大 48倍
高速化し、従来システムに比べて電力
量の 98％以上の削減の効果が得られる
ことを実証した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・近年の IoT や AIの進展により、爆発的

に増加しているデータ伝送量の増加に
ともなう膨大な情報処理を高速・省エ
ネルギーで処理することを要求される
サーバ、データセンタ、ネットワーク
機器等に本事業で開発される光接続技
術を適用し普及させることにより、
2030 年のグローバルな市場創出効果を
1.26 兆円と期待。CO2削減効果は 2030
年で約 1,500 万トン／年を目指す。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

して、オンラインでマネジメント委員
会（PL を交えたプロジェクト内の進捗
会議）を開催し、進捗や課題を確認
し、適時フォローアップを実施。 

・最終年度は、実用化・事業化に向けたマ
ネジメントとして、成果を持ち帰る各
企業の事業責任者を交えて事業化ヒア
リングを実施し、事業化へ向けた意見
交換を行った。また、サイトビジット
や、展示会のイベント実施のたびに、
現場の担当者と事業化や実用化に向け
た取り組みを議論する場を設けて、事

【評価の根拠】 
・高速・高密度実装を実現する実装
技術として、通信波長帯の光信号を
低損失で伝送できる光 IC・光ファイ
バー間の 3次元光配線技術を世界で
初めて開発した。 
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業終了後の成果の活用についての意見
交換と事業化への意識付けを行った。 

・事業終了に向けて、研究開発資産の処
分、事後評価の計画と方針検討を早期
に着手し、計画立案した。また、最終
成果成果報告会を開催して成果を広く
PR した。 

●AI チップ開発加速のためのイノベーシ
ョン推進事業 
[2018～2022 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・研究開発項目①：AIチップに関するア

イディアの実用化開発（助成事業）お
いては、第五回公募により新規に 2事
業者を採択（6/17 HP 掲載）、7月に 1
事業者、9月に残り 1事業者の交付決
定を実施し、事業を開始した。また、
第四回公募で採択した 3事業者の研究
開発を 4月より本格的に開始、第三回
目の公募で採択した 3事業者の研究開
発が、2022 年 2 月末で計画通り終了し
た。 

・研究開発項目②：AIチップ開発を加速
する共通基盤技術開発（委託事業）に
おいては、拠点の整備を進め、外部利
用者として 3月末時点までの累計で 60
件となり、最終目標である 15件を大幅
に超えた。また、開発を進める AIチッ
プ向け IPの評価プラットフォームの実
証のため、外部協力者の IP6 個を搭載
した評価チップ（AI-One）において
は、1月初めに評価ボード入手し、評
価を開始、現時点問題は無く、目標通
り外部協力者の IP評価が出来るレベル
を確保できた（プレス発表を 2021 年 5
月と 2022 年 3月に実施した）。現在設
計技術の更なる高度化のため AI-One を
ベースとした 12nm 版の AI-Two の開発
を現在進めている。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・２０３２年のエッジ向け AI チップの世

界市場で約７５０億円の市場獲得を目
指す。 

・なお、研究開発項目①については２０２
３年以降順次技術の実用化率５０%以上
を目指す。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・研究開発項目①：AIチップに関するア

イディアの実用化開発（助成事業）に
おいては、10月から第三回、第四回、
第五回の採択者のサイトビジットを PL
と共に実施。第四回、第五回の採択者
においては進捗の確認と共に本年 12 月
のステージゲートに向けたフォローを
実施。第三回の採択者においては、最
終年度における進捗確認とまとめを実
施。また、四期生の 2事業者において
は、ステージゲート委員からの改善コ
メントへの対応のため、交付金を増額
し、成果最大化を目指す計画変更を実
施した。 

【評価の根拠】 
・NEDO のマネジメントとして、新型

コロナ等の影響に端を発した半導
体関連材料等の需給逼迫による研
究開発スケジュールへの影響を最
小限にするため事業内流用含む計
3回の加速資金を投入し、計画の
前倒しを図った。 

・本評価プラットフォームを使うこ
とにより、短期間（従来比 45％
以下）に低コストで設計と評価が
可能となる。 
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・研究開発項目②：AIチップ開発を加速
する共通基盤技術開発（委託事業）に
おいては、事業内流用含む加速資金を
投入し、現在進めている AI チップ関連
IP の評価環境を提供する SoC プラット
フォームの二つ目の評価チップ AI-Two
のスケジュール前倒しを実施。また、
進捗の確認、問題点に対する議論を進
めるため、毎月実施者と NEDO、PL で定
例会を開催。 

・研究開発項目①及び②の連携を図るとと
もに、人材育成も併行的に行うため、
毎月一回の頻度でフォーラムを開催
（2022 年 3 月末時点 33回開催）。 

新型コロナ等の影響に端を発した半導体関
連材料等の需給逼迫により 

・研究開発項目①：AIチップに関するア
イディアの実用化開発（助成事業）お
いては、今年度採択五期生の 1事業者
で提案していたチップ試作の計画が難
しくなったため、実施者と相談の上、
計画を見直し交付決定を実施した。ま
た同じ事業者で外注先の確保が出来な
かったため、来年度にその費用を繰越
しし、目標達成に向けた計画変更を実
施した。 

・研究開発項目②：AIチップ開発を加速
する共通基盤技術開発（委託事業）に
おいては、現在進めている AIチップ関
連 IP の評価環境を提供する SoC プラッ
トフォームの評価チップ AI-One におい
て、パッケージ材料の確保が出来ず、
試作チップの組み立てが半年以上遅
延、評価計画の変更が必要になった。
また、今年度計画の AI-Two の開発にお
いても半導体関連材料等の需給逼迫の
影響が予測されるため、その影響を最
小限にするため計 3回加速資金（事業
内流用含む）を投入し、計画の前倒し
を図った。 

●Connected Industries 推進のための協
調領域データ共有・AIシステム開発促進
事業 
[2019～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・業界横断型 AI システムの開発（研究開

発項目①）及び業界共用データ基盤の
開発（研究開発項目②）について、合
計 23 テーマを実施。 

・業界横断型 AI システムは、学習用デー
タの収集や AIモデル開発の段階を完了
し、AI システムの本格開発およびユー
ザー評価の段階へ移行。また、業界共
用データ基盤は、システムの要件定義
やプロトタイプ開発を完了し、システ
ムの本格開発や外部連携の段階に移
行。 

・成果の一例として、（株）MaaS Tech 
Japan は、交通データと人流データを
組み合わせ、混雑情報の可視化・分
析・予測を可能とするダッシュボード
を 2021 年 4 月 22 日～5月 31 日まで試
験公開し、駅周辺の混雑予測情報など

【評価の根拠】 
・交通データと人流データを組み合

わせ、混雑情報の可視化・分析・
予測を可能とするダッシュボード
を試験公開し、駅周辺の混雑予測
情報などを提供した結果、利用者
が「混雑を避ける・軽減する移
動」へと行動を変容される効果が
期待できることを確認できた。本
研究開発成果の普及が本格的に加
速する 2026 年に AI SaaS の世界
市場において、約 3,000 億円の市
場を獲得が期待できる。 
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を提供した結果、利用者が「混雑を避
ける・軽減する移動」へと行動を変容
される効果が期待できることを確認し
た。 

・新型コロナウイルス感染症の世界的流行
により製造サプライチェーンの寸断リ
スクが増大する中、サプライチェーン
の迅速・柔軟な組換えを可能とする事
業体制の構築に向け、サプライチェー
ン間でシームレスなデータ連携を可能
とするデジタル技術の開発を実施（10
テーマ）。先進的な取組として、2021
年度版ものづくり白書にて 4テーマが
紹介された。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・研究開発成果の普及が本格的に加速する

2026 年に AI SaaS の世界市場におい
て、約 3,000 億円の市場を獲得する。 

・AI 関連産業において、グローバルに活
躍する日本発のユニコーン企業又はこ
れと同等の成長性が期待される新規上
場企業を、2026 年までに 5社以上創出
する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し、公募や採択審査のプロセスを全て
オンラインで実施した。 

・開発が進捗した時点で、開発成果の社会
受容性についてユーザーからの評価を
受けるユーザビリティ評価を実施し、
開発計画に反映した。 

・プロジェクト成果の最大化や加速に繋げ
る取組として、プロジェクトの各実施
テーマにメンターを派遣し（対象 3
社、計 13回）、各実施者の事業終了後
の企業化計画のブラッシュアップや、
海外展開に向けた計画の具体化・ネッ
トワーク強化に貢献した。 

・事業終了後の展開を促進する支援施策と
して、政府系金融機関である政策投資
銀行へ橋渡し（対象 6社）。融資に向け
た継続的な関係構築や事業化ストーリ
ーのブラッシュアップ等を実施した。 

・2021 年 8 月にステージゲート評価を行
い、事業の加速・縮小や早期終了も含め
た柔軟なマネジメントを実施。 

・開発成果の高度化や成果活用先の拡大を
目的とした実施者との協議を行い、
2021 年 9月までに計画変更や加速資金
の投入を 10 テーマに対して実施した。

・計画の遅延に対応するため、事業の実施
手順や実施方法の見直し等の検討を行
い、2021 年度末までには事業目的が達
成されるよう、実施計画の見直しを実
施した。 

●次世代自動車向け高効率モーター用磁性
材料技術開発 
[2014～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・省 Nｄ系磁石について、Ndを La,Ce で置

換し粒界組織制御により特性を向上さ
せ、量産対応プロセスでの磁石の試作
を実施し、モーター試作に展開した。 

【評価の根拠】 
・量産対応プロセスでの磁石の試作

を実施し、モーター試作に展開し
た。 

・非希土類磁石について、量産が見
込めるプロセスでの革新的な
FeNi 超格子粉末の合成に成功
し、FeNi 超格子磁石及びそれを
用いた世界初の小型モーターを試
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・非希土類磁石について、量産が見込める
プロセスでの革新的な FeNi 超格子粉末
の合成に成功し、FeNi 超格子磁石及び
それを用いた世界初の小型モーターを
試作し、200℃の高温まで特性を維持で
きることを実証した。 

・開発磁石につき、モーター稼働下を想定
した特性データを収集するとともに、
モーターに実装して効率評価を行った
結果、モーター損失 40％削減のプロジ
ェクト目標を達成した。 

・高保磁力磁石の磁気特性測定法について
の国際標準化に向け、表面劣化層と試
料の減磁挙動を分離した解析等につい
て TR（Technical Report）を発行し、
RRT（Round Robin Test）を展開してい
る。 

・これまでの研究開発成果に基づき学会・
論文発表・講演等を実施（2021 年度：
60 件）した。ESICMM と合同で成果報告
会を開催するとともに、１展示会に出
展した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・プロジェクトの成果をもとに、モーター

鉄損の低減及び新規高性能磁石を用い
た高効率モーターの普及が進むこと
で、２０３０年において年間８９０万
トンの CO2排出量削減に寄与を目指す。

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・資源配慮及び磁石／モーター技術の融合

を基本計画に反映し、PJ全体成果の向
上に向けた連携を強化。社会実装に繋
げるための成果の発信力強化。 

作し、200℃の高温まで特性を維
持できることを実証した。 

加えて、その他鉱工業に係
る重要な技術であって、民間
企業等のみでは取り組むこと
が困難な、実用化・事業化まで
に中長期の期間を要し、かつ
リスクの高い技術開発に取り
組むとともに、産業技術分野
の国際展開支援として、海外
実証事業等を推進するものと
する。 

また、我が国企業と優れた
技術を有する外国企業の国際
的な連携を促進し、海外市場
展開を推進するため、国内外
の企業による共同研究に対
し、ＮＥＤＯが外国の技術開
発マネジメント機関とともに
資金支援を行うコファンド事
業を積極的に推進するものと
する。 

「エネルギー・環境イノベ
ーション戦略」では、システム
を構成するコア技術分野（次
世代パワーエレクトロニク
ス、革新的センサー等）が削減
ポテンシャル・インパクトが
大きい技術として特定されて
おり、これらの技術をはじめ
とした長期的な視点に立った
技術について、従来の発想に
よらない革新的な技術の発掘

その他鉱工業に係る重要な
技術であって、民間企業等のみ
では取り組むことが困難な、実
用化・事業化までに中長期の期
間を要し、かつリスクの高い技
術開発に取り組むとともに、産
業技術分野の国際展開支援と
して、海外実証事業等を推進す
るものとする。 

また、我が国企業と優れた技
術を有する外国企業の国際的
な連携を促進し、海外市場展開
を推進するため、国内外の企業
による共同研究に対し、機構が
外国の技術開発マネジメント
機関とともに資金支援を行う
コファンド事業を積極的に推
進するものとする。 

上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション戦
略」では、システムを構成する
コア技術分野（次世代パワーエ
レクトロニクス、革新的センサ
ー等）が、（ワード紙下線要削
除）削減ポテンシャル・インパ
クトが大きい技術として特定
されており、これらの技術をは
じめとした長期的な視点に立
った技術について、従来の発想
によらない革新的な技術の発
掘や開発に取り組む。 

 その他鉱工業に係る重要な
技術であって、民間企業等の
みでは取り組むことが困難
な、実用化・事業化までに中長
期の期間を要し、かつリスク
の高い技術開発に取り組むと
ともに、産業技術分野の国際
展開支援として、海外実証事
業等を推進するものとする。
 また、我が国企業と優れた
技術を有する外国企業の国際
的な連携を促進し、海外市場
展開を推進するため、国内外
の企業による共同研究に対
し、機構が外国の技術開発マ
ネジメント機関とともに資金
支援を行うコファンド事業を
積極的に推進するものとす
る。 
 上記の取組に加えて、「エネ
ルギー・環境イノベーション
戦略」では、システムを構成す
るコア技術分野（革新的セン
サー等）が、削減ポテンシャ
ル・インパクトが大きい技術
として特定されており、これ
らの技術をはじめとした長期
的な視点に立った技術につい
て、従来の発想によらない革
新的な技術の発掘や開発に取
り組む。 

 ●部素材の代替・使用量低減に資する技術
開発・実証 
[2020～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・テーマ A1：高鉄濃度 Sm-Fe 系化合物磁

石における保磁力目標値達成、ネオジ
ム磁石と同等以上の等方性ボンド磁石
を実現。ニュースリリース、TV 放映実
施。 

・テーマ A2：ネオジム磁石を超える TbCu7
構造の Sm-Fe-N 系の高鉄濃度準安定系
磁石にて単結晶粒子を合成し異方化を
明確にした。 

・テーマ A3：モータ 1/2 小型化実現。最
大効率 93.4％の高効率を実現。学会発
表等講演 4回、ニュースリリース 5件
実施。 

・テーマ B1：ロータースピンテストで、
100krｐｍの高速回転に耐える複合構造
積層磁石であることを実証。目標
85krpm に対し実績 91krpm で安定した
高速回転を確認。 

・テーマ C1：ミキサーセトラ―比で 1/2
以下装置にて La、Ce、Pr、Nd 混合溶液
から、セリウム純度>99.99%の溶液を得
て、安定抽出操作が可能であることを
検証。 

・テーマ C2：模擬排ガスのライトオフ性
能評価にてプロピレン浄化率 50%の温
度（T50）が 300℃以下と目標値達成。 

【評価の根拠】 
・モータ 1/2 小型化実現。最大効率

93.4％の高効率を実現。学会発表
等講演 4回、ニュースリリース 5
件実施。 

・契約期間中、技術推進委員会を 3
回実施。モータ技術、重希土累技
術、生産技術に精通する知見者５
名の教授より、改善への指摘やア
ドバイスをいただき、事業化に向
けた取り組みを加速した。 
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や開発に取り組むものとす
る。 

これらの技術の社会実装を
通じて、我が国の生産性を２０
１５年までの５年間の平均値
である０．９％の伸びから２０
２０年には年２％向上に寄与
するとともに、２０２０年以降
の更なるに生産性向上等に資
する。 

令和２年度補正予算（第１
号）において措置された交付金
により、部素材の代替・使用量
低減を含むサプライチェーン
の強靭化及び物流の遠隔・非対
面・非接触等、新型コロナウイ
ルス感染症の流行下において
も経済構造の強靭化に資する
事業を実施する。さらに、令和
２年度補正予算（第３号）にお
いて措置された交付金により、
カーボンリサイクル実現に貢
献するバイオ生産プロセスの
開発、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を
目指す。これらの事業はいずれ
も令和２年度の途中から講じ
られるが、事業の終了まで、同
年度及びそれ以降の業務実績
等報告書に実施状況を記載す
る。 

これらの技術の社会実装を通
じて、令和３年度（２０２１年
度）以降の我が国の生産性向
上等に引き続き資する。  
 令和２年度補正予算（第１
号）において措置された交付
金により、部素材の代替・使用
量低減を含むサプライチェー
ンの強靭化及び物流の遠隔・
非対面・非接触等、新型コロナ
ウイルス感染症の流行下にお
いても経済構造の強靭化に資
する事業を実施し、さらに、令
和２年度補正予算（第３号）に
おいて措置された交付金によ
り、カーボンリサイクル実現
に貢献するバイオ生産プロセ
スの開発等、ポストコロナに
向けた経済構造の転換・好循
環の実現を目指すため、令和
３年度も引き続き実施し、本
年度の業務実績等報告書に実
施状況を記載する。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・高効率モーターは、２０３０年度におけ

る次世代自動車及び、産業用モーター
に高効率モーターが搭載される場合、
両方合わせ約１，１００億円／年の市
場創出に貢献が見込まれる。供給途絶
リスクの高い重希土類のサプライチェ
ーンのリスク解消が達成され、レアア
ース使用量削減によりサプライチェー
ンの断絶に対しても必要量が確保可能
となる。 

・２０３０年における、酸化セリウムを含
む主な自動車排ガス浄化触媒の国内市
場規模は、ガソリン車用触媒(三元触
媒)１，５４２億円と予測、排ガス規制
の一層強化を受け、世界規模で１７，
０６３億円が見込まれる。低品位レア
アースを利用した新しい触媒材料技術
の開発が進めば、日本独自のサプライ
チェーンの構築とその強靭化が期待さ
れ、国内で３００億円の市場が創出さ
れ、特定の軽希土類産地に限定されず
多様なサプライチェーンが活用可能と
なる。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・契約期間約 1年半の間にて、技術推進委

員会を 3回実施。モータ技術、重希土
累技術、生産技術に精通する知見者５
名の教授より、改善への指摘やアドバ
イスをいただき、事業化に向けた取り
組みを加速した。5月に成果の確認と
事業化への取り組みの促進を図る為、
第 1回技術推進員会開催実施。11月、
12 月に、全 6テーマの現場訪問を委員
長、委員の先生方と共に各事業者の研
究開発現場を訪問、進捗状況及び課題
を把握するため第 2回技術推進員会を
開催実施。事業者にアピールさせて開
発を促進するために第 3回技術推進委
員会としての成果報告会を 2月に開催
実施。 

●自動走行ロボットを活用した新たな配送
サービス実現に向けた技術開発事業 
[2020～2021 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・本事業は新型コロナウイルス感染症拡大

を踏まえて決定された令和２年度補正
予算事業として企画立案・開始され
た。 

・２０２０年度に公募を実施し、１３件の
提案について審査を行い、１０ 件を実
施先として決定した。物流拠点から住
宅や指定地への配送（ラストワンマイ
ル物流）において、「遠隔・非対面・非
接触」を実現するため、自動走行ロボ
ットを用いて、集合住宅や市街地、商
業施設、工業地帯などで走行させる実
証を２０２０年１１月以降順次実施し
ており、一部では公道での実証を行っ
た。 

・実証では、以下の例の項目を検証し、１
０件の実証が９月３０日をもって終了
した。 

【評価の根拠】 
・物流拠点から住宅や指定地への配
送（ラストワンマイル物流）にお
いて、「遠隔・非対面・非接触」を
実現するため、自動走行ロボット
を用いて、集合住宅や市街地、商
業施設、工業地帯などで走行させ
る実証を２０２０年１１月以降順
次実施しており、一部では公道で
の実証を行った。 

・マネジメントにおいては、外部有
識者による技術推進委員会を開催
し、進捗を確認するとともに、技
術面および事業面について出口を
見据えたアドバイスを実施した。
また、経済産業省主催の官民協議
会の参考情報として、当該事業の
内容及び結果を報告・共有した。 
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【検証した項目】 
・障害物検知・停止あるいは回避技術、自

律移動する技術、遠隔監視システム、
自動地図生成技術、ユーザーインタフ
ェース、ロボット本体の異常検知技
術、通信安定度評価、ロボットに対す
る受容性 等 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・本事業は、自動走行ロボットを活用した

配送の実現に向けた官民協議会※（２
０１９年９月設立）と連携して、以下
に関する情報を同協議会に提供する予
定。 

・事業化に向けて核となるユースケースの
明確化 

・自動走行ロボットの仕様に関する安全性
評価や自動走行ロボットの安全な運用
体制の構築 

・自動走行ロボット活用に関する制度・法
令などの検討・整備 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・外部有識者による技術推進委員会を開催

し、進捗を確認するとともに、技術面
および事業面について出口を見据えた
アドバイスを実施。 

・開発成果の実地確認を含めて、延べ１５
回の技術委員会及び指導を実施。 

・経済産業省主催の官民協議会の参考情報
として、当該事業の内容及び結果を報
告・共有。（第三回、第四回） 

・テーマ間の情報共有や自動走行ロボット
を活用した新たなサービスに関わるス
テークホルダーがネットワーク出来る
場を構築中。（継続中） 

・公募プロセス（提出、審査、契約手続き
等）は全てオンラインにて対応。ま
た、これまで対面を基本としていた事
業者ヒアリング、有識者を参集しての
技術委員会等も全てオンラインにて実
施した。 

・新型コロナウィルス感染症拡大により実
証時期の後ろ倒しや、対面での荷物受
け渡し数の変更など実証内容に変更も
あった。また、実証の確認は現地で行
うことを基本としたが、一部の参加者
はオンラインとなった。実証に前後し
て各事業者が複数回のニュースリリー
スを行った。 

●カーボンリサイクル実現を加速するバイ
オ由来製品生産技術の開発
[2020～2026 年度] 
【主な成果、アウトプット等】
・バイオ資源活用促進基盤技術及びバイオ

ファウンドリ基盤となる生産プロセス
関連技術開発を 2020 年度から継続して
実施。 

・微生物機能を活用した物質生産の実用化
を促進させるため、発酵槽での培養条
件の検討や生産ターゲット物質の試作
等に利用可能なバイオファウンドリ拠
点形成に着手（令和２年度補正予算
（第３号）において実施）。 

【評価の根拠】 
・微生物機能を活用した物質生産の
実用化を促進させるため、発酵槽
での培養条件の検討や生産ターゲ
ット物質の試作等に利用可能なバ
イオファウンドリ拠点形成に着手
した。 
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・バイオ由来製品の実用化に向け、産業用
物質生産システムの実証 14 件に着手。

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・本プロジェクトの成果により、バイオ由

来製品の社会実装を加速し、新たな製
品・サービスを創出し、7兆円規模の
バイオエコノミー市場形成に貢献す
る。また、バイオによるものづくりを
通じて 2030 年に 367 万 t-CO2／年の
CO2 削減効果に貢献する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】
・2021 年度新規に助成事業として採択し

たテーマは交付決定時に理事面談（web
会議形式）を実施。 

・PJ 予算を活用して期中増額による加速
を実施。 

・内閣府が認定するグローバルバイオコミ
ュニティに提案を検討する機関と連携
関係を構築 

・NEDO 特別講座の活用により複数機関の
人材育成事業の連携・効率化を検討
（2022 年度から設置予定） 

・研究機器購入や外注の納品遅れが生じ
た。関連する研究計画を後ろ倒ししつ
つ、他の研究を先に進めることで全体
の成果創出への影響を最小限に抑える
よう工夫。 

【新産業創出・シーズ発掘等
分野】 
 オープンイノベーションの
推進を図りつつ、新たなイノ
ベーションの担い手として期
待される中堅・中小・ベンチャ
ー企業を技術面から支援し、
技術開発助成等による技術開
発リスクの低減に貢献するこ
とにより、エネルギーシステ
ム分野、省エネルギー・環境分
野、産業技術分野における国
内の中堅・中小・ベンチャー企
業の育成を図り、有望な技術
シーズを発掘し、新産業創出
へつなげる取組を実施するも
のとする。 

【新産業創出・シーズ発掘等分
野 】 
 オープンイノベーションの
推進を図りつつ、新たなイノベ
ーションの担い手として期待
される中堅・中小・ベンチャー
企業を技術面から支援し、技術
開発助成等による技術開発リ
スクの低減に貢献することに
より、エネルギーシステム分
野、省エネルギー・環境分野、
産業技術分野における国内の
中堅・中小・ベンチャー企業の
育成を図り、有望な技術シーズ
を発掘し、新産業創出へつなげ
る取組を実施するものとする。

令和２年度補正予算（第１
号）において措置された交付金
により、サプライチェーンの迅
速・柔軟な組換えに資する研究
開発の推進による、新型コロナ
ウイルス感染症の流行下にお
いても経済構造の強靭化に資
する事業を実施する。さらに、
令和２年度補正予算（第３号）
において措置された交付金に
より、コロナ禍において、スタ
ートアップ等への投資が後退
していることから、特に資金獲
得が困難なシード期に絞り、事
業化の支援をすることにより、
スタートアップエコシステム
の維持・実現を迅速に行い、ポ
ストコロナに向けた経済構造
の転換・好循環の実現を目指

【新産業創出・シーズ発掘等
分野 】 
 オープンイノベーション

の推進を図りつつ、新たなイ
ノベーションの担い手として
期待される中堅・中小・ベンチ
ャー企業を技術面から支援
し、技術開発助成等による技
術開発リスクの低減に貢献す
ることにより、エネルギーシ
ステム分野、省エネルギー・環
境分野、産業技術分野におけ
る国内の中堅・中小・ベンチャ
ー企業の育成を図り、有望な
技術シーズを発掘し、新産業
創出へつなげる取組を実施す
るものとする。  

 令和２年度補正予算（第
１号）において措置された交
付金により、サプライチェー
ンの迅速・柔軟な組換えに資
する研究開発の推進による、
新型コロナウイルス感染症の
流行下においても経済構造の
強靭化に資する事業を実施
し、さらに、令和２年度補正予
算（第３号）において措置され
た交付金により、コロナ禍に
おいて、スタートアップ等へ
の投資が後退していることか
ら、特に資金獲得が困難なシ
ード期に絞り、事業化の支援
を実施することにより、スタ
ートアップエコシステムの維

 【新産業創出・シーズ発掘等分野 】 
●新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に
向けた技術研究開発事業 
[2007 年度～] 
【主な成果、アウトプット等】 
・２０２１年度第１回公募で２０件（太陽

光２件、バイオマス３件、燃料電池１
件、蓄電池３件、再エネ熱２件、風力
発電１件、再エネ利用３件）、２０２１
年度第２回公募で７件（太陽光２件、
バイオマス２件、再エネ熱１件、再エ
ネ利用１件、未利用エネ１件）を採択
し支援を開始。 

・更なる事業化・ビジネス化に資するため
NEDO のマネジメントの他、各種専門家
の派遣等採択者等へのハンズオン支援
を実施しており、特に 2020 年度フェー
ズ Dで採択され、事業を実施している
株式会社プラズマイオンアシストは、
知財・特許戦略について、カタライザ
ーに相談をしながら戦略の見直しをは
かっており、また、2021 年度のステー
ジゲート審査を通過してフェーズ Bを
実施しているナノフロンティアテクノ
ロジー株式会社は、更なる VC等からの
資金調達に向けた事業化計画の見せ方
等について専門家の助言を得ながらブ
ラッシュアップをはかっており、事業
化に向けて着実に歩みを進めている。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・我が国の中小企業等（ベンチャー企業を

含む。）が保有する有望な技術シーズを
基にした技術開発成果を事業化に結び
付け、我が国の新エネルギーの分野に

【評価の根拠】 
・更なる事業化・ビジネス化に資す
るため NEDO のマネジメントの他、
各種専門家の派遣等採択者等への
ハンズオン支援を実施しており、
支援企業が更なる VC 等からの資金
調達に向けた事業化計画の見せ方
等について専門家の助言を得なが
らブラッシュアップをはかってお
り、事業化に向けて着実に歩みを
進めている。 
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す。これらの事業は令和２年度
の途中から講じられるが、事業
の終了まで、同年度及びそれ以
降の業務実績等報告書に実施
状況を記載する。 

加えて、令和３年度補正予算
（第１号）において措置された
交付金により、地域の技術シー
ズ等を活用してスタートアッ
プの創出に繋げる支援、シー
ド・アーリー期のスタートアッ
プの迅速なミドル・レイター期
への移行に向けたビジネスモ
デル構築支援を実施すること
で、未来社会を切り拓く「新し
い資本主義」の起動に繋げ、成
長と分配の好循環の実現を目
指す。この事業は令和３年度の
途中から講じられるが、事業の
終了まで、同年度及びそれ以降
の業務実績等報告書に実施状
況を記載する。 

持・実現を迅速に行い、ポスト
コロナに向けた経済構造の転
換・好循環の実現を目指す。加
えて、令和３年度補正予算（第
１号）において措置された交
付金により、地域の技術シー
ズ等を活用してスタートアッ
プの創出に繋げる支援、シー
ド・アーリー期のスタートア
ップの迅速なミドル・レイタ
ー期への移行に向けたビジネ
スモデル構築支援を実施する
ことで、未来社会を切り拓く
「新しい資本主義」の起動に
繋げ、成長と分配の好循環の
実現を目指す。これらの事業
は令和３年度も引き続き実施
し、本年度の業務実績等報告
書に実施状況を記載する。 

おけるさらなるイノベーションの発展
と導入普及を推進する。具体的には、
フェーズ C・Dについては、助成事業終
了後３年を経過した時点で 50%以上の
製品化を達成することを目指す。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・優良な案件さがしや案件磨きを目的とし

て WEB ページに「関心表明書」を添付
し、公募期間外でも通年で事業者等か
らの相談を受け付け、随時相談対応を
実施した。１６件の関心表明書を受
理、相談対応を行っている。 

・事業化率向上のための支援活動として、
有識者のアドバイスを提供し、研究開
発の円滑化、加速化することを目的
に、フェーズ C及びＤ実施事業者に現
地中間評価委員会を１１件実施済。 

・フェーズＤ実施事業者に対し、必要に応
じて現地専門家派遣を実施。 

・事業化率向上のための支援活動として、
NEDO ベンチャービジネスマッチング会
を実施。 

●研究開発型スタートアップ支援事業 
[2014～2023 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・２０２１年度ＳＴＳ（「シード期の研究

開発型スタートアップに対する事業化
支援」事業）第一回公募において計 17
件の応募に対して 5件を採択、第二回
公募において、19件の応募に対して 10
件を採択し、第三回公募において 22 件
の応募に対して 7件を採択し事業実施
中。 

・２０２１年度ＮＥＰ（NEDO 
Entrepreneurs Program）第一回公募に
おいて計 75 件の応募に対して 28 件を
採択、第二回公募において計 100 件の
応募に対して 36 件を採択し、事業実施
中。 

・PCA（「Product Commercialization 
Alliance」）公募で、17件の応募に対
し審査を行い 5件交付決定。 

・地域発・大学発のシーズの発掘や事業
化・起業支援を目的に、ＴＣＰ（NEDO 
Technology Commercialization 
Program）を実施、関係機関との連携を
強化するため、昨年度までに起業家支
援に係る相互協力の覚書を締結した１
４大学に対し今年度のスタートアップ
支援事業を大学個別に説明会を実施。
川崎市と起業家支援のワンストップ拠
点Ｋ-ＮＩＣ（Kawasaki NEDO 
Innovation Center）の共同運営を実施
中（運用開始は２０１９年３月。）。 

・令和 2年度第三次補正予算によりＴＲＹ
（経済構造の転換に資するスタートア
ップの事業化促進事業）を新設し社会
構造の転換から生じる市場の変化の兆
しを得て、この機会を大きなチャンス
と捉えてマーケットニーズを捉えた事
業転換を狙う事業者を支援を行うこと
を目的として公募を実施し、第一回公
募において、19 件の応募に対し審査を

【評価の根拠】 
・今年度、過去本事業及び NEDO 事業
を利用した企業が上場を達成し
た。 

・オープンイノベーション・ベンチ
ャー創造協議会では、ＮＥＤＯピ
ッチを実施し延べ 2,000 名以上が
参加した。また、メールマガジン
として 52報発信し、他支援機関の
公募情報やイベント情報の周知等
を実施した。 
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行い 4件交付決定、第２回公募におい
て、24 件の応募があり、3件交付決定
した。 

・令和 3年度補正予算として、「地域に眠
る技術シーズやエネルギー・環境分野
の技術シーズ等を活用したスタートア
ップの事業化促進事業」の公募を実
施。エネルギー・環境分野など、ビジ
ネスモデルの構築により一層の課題が
あるテーマについて、審査において加
点を行い、一定の優遇を行った。さら
に、公募と同時期にエネルギー・環境
分野に係るスタートアップや研究者を
対象としたピッチコンテストを開催
し、該当分野の活性化を目指した。 

・今年度上半期において、過去本事業及び
NEDO 事業を利用した３つの企業（株式
会社オキサイド、株式会社ファンペッ
プ、株式会社 QD レーザ）が上場を達成
した。本成果を、エグジットを目指す
スタートアップ、これから起業するス
タートアップの卵の方々に有益な情報
として届けるため、座談会を実施し、
WEB 配信を行った。さらに、FocusNEDO
８２号でスタートアップ特集を行い、
スタートアップの露出を高めるととも
に、上記座談会についても特集記事と
して発行した。加えて、下期には、湖
北工業株式会社、サスメド株式会社が
上場を達成した。 

・オープンイノベーション・ベンチャー創
造協議会では、ＮＥＤＯピッチを実施
し延べ 2000 名以上が参加した。また、
メールマガジンとして 52報発信し、他
支援機関の公募情報やイベント情報の
周知等を実施した。 

・「J-Startup」事業では、事務局として経
済産業省やＪＥＴＲＯ等と協力して活
動。２０２１年上期に、J-Startup 企
業の露出機会を設けるべく、NEDO 内の
他部が参加するイベント（BioJapan
等）を通じて、展示やピッチイベント
等の枠を提供した。また、「ちょっと先
のおもしろい未来」へ参加し、新たな
広報チャネルの開拓を試みた。また、
会員専用サイトに新たにコンシェルジ
ュ機能を搭載し、サポーター企業との
連携のための基盤を構築した。 

・さらに、「Plus: Platform for unified 
support for startups」の下、他機関
との合同説明（JICA, AMED）を開催し
た。また、STS において、JST が実施す
る START 事業との連携（審査における
一定の優遇）を実施。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】 
・本事業により、シーズ段階から事業化ま

で一貫した支援を実施することによ
り、研究開発型スタートアップの創
出、育成を図り、経済活性化、新規産
業・雇用の創出につなげる。具体的に
は、ベンチャー・キャピタルや専門家
等とのネットワークを活用したハンズ
オン支援を実施することで、起業・事
業化を促進すると同時に、大企業とス
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タートアップ事業との連携促進の支援
等を行うことで、民間のリスクマネー
の呼び込みを促進し、我が国のベンチ
ャー・エコシステムの構築を実現す
る。 

・また、ＪＯＩＣの運営を通じ、我が国企
業のオープンイノベーションの取組み
を推進し、組織や業種等の壁を越え
て、技術やノウハウ、人材等を組み合
わせた、新たな価値の創造に貢献す
る。 

・加えて、Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ事業におい
て選定したセレクション企業を官民で
連携して支援する体制を構築すること
で、グローバルに展開し得る日本発ユ
ニコーン企業の創出に寄与する。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・ＴＣＰにおいては、イベントの後援・審

査員の派遣等、地方自治体・大学等と
連携し、地域シーズの掘り起しを行う
ことに加え、次ステージの NEDO 事業案
件の発掘及び成長促進・育成（NEP へ
の連携）、官民他事業とのリソースの共
有化、適切なリソースの割り振りによ
る事業のスマート化を意識した制度設
計とした。 

・ＮＥＰにおいては、支援先である起業家
が事業に集中して取り組めるよう、経
理処理等を支援する運営管理法人を組
み込んだ支援体制を構築。また、応募
者数を増加させるために、広報活動に
力を入れ、例えば、PLUS に基づいた他
機関との合同説明会の開催や、アクセ
ラレターへの広告の掲載などを実施。
さらに、初めての提案者も応募しやす
くなるよう添削指導や書き方講座など
の支援を実施。 

・STS においては政府系機関連携によるス
タートアップ支援として、JST-START
との連携を実施している。また、シー
ド期の事業者支援を厚くするため、既
存の助成額:最大７千万以下の[STS コ
ース]のほか、助成額:最大２億円の
[STS2 コース]を設けている。また、新
型コロナ対応および事業者の負担軽減
のため、希望者に対してアンケートシ
ステムを活用した電子申請による応募
受付を実施。 

・PCA においては採択事業者に対して、交
付申請書作成のための提案書との変更
箇所を説明した資料を配布し、採択事
業者の事務作業低減を図った。また、
TRY と共にリアルタイムのオンライン
公募説明会を実施し相互の質疑応答も
実施。 

・公募では、新型コロナ対応および事業者
の負担軽減のため、希望者に対してア
ンケートシステムを活用した電子申請
による応募受付等を実施。 

・採択事業者に対し、交付決定後に経理指
導を行っている。 

・事業連携及び追加資金調達に繋げるた
め、展示会出展及びピッチ登壇機会の
提供等を行っている。特に他部のイベ
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ント内で事業者の露出機会を創出する
など工夫をしている。 

・例年対面で実施していたピッチイベント
や制度説明会などについて、K－NIC を
利用するなどして、オンラインを積極
的に導入し開催。 

●サプライチェーンの迅速・柔軟な組換え
に資する衛星を活用した状況把握システ
ムの開発・実証 

[2020～2022 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・令和 2年度第一次補正予算により措置さ

れた事業であり、2021 年度公募におい
て、衛星データを活用したサプライチ
ェーンの状況を把握するシステム・ア
プリケーション等の開発を行うために
必要となる開発環境整備事業実施者を
採択し事業を開始。衛星データプラッ
トフォーム環境を整備したうえでこれ
を活用した初の懸賞金事業の募集を開
始した。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・衛星データプラットフォーム環境を整備

し、NEDO では初の懸賞金事業とするこ
とで、従来の委託・助成事業のような
限られた事業者による研究開発ではな
く、広く知見と技術を募り参加者が互
いに競い合う場での、課題解決に向け
た優れたアウトプット創出が期待され
る。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・懸賞金事業への多数の応募を募るため、

外部専用サイトを構築し積極的な広報
を実施した。 

●NEDO 先導研究プログラム 
[2014～2027 年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・先導研究プログラムのうち、「新技術先

導研究プログラム」については、産学
連携に取り組む大学・研究機関・企業
等による 2040 年以降を見据えた革新的
な技術とマテリアル・バイオ分野を含
む産業技術分野において、事業開始後
15 年から 20 年以上先の社会実装を見
据えた革新的な技術を対象としてお
り、５月に「エネルギー・環境技術先
導研究プログラム」で２８テーマ、「新
産業創出新技術先導プログラム」で４
テーマ、６月に「マテリアル・バイオ
革新技術先導研究プログラム」で８テ
ーマを採択し、昨年度に採択したテー
マも含め、外部有識者が参加する研究
推進委員会等での議論を踏まえ、将来
の国家プロジェクトの実現に向けた事
業管理を実施した。 

・２０２１年７月に事業終了した「エネル
ギー・環境技術先導研究プログラム/異
種材料集積による１０テラビット級低
消費電力光伝送デバイス技術開発」に
ついては、当該テーマの成果が「高効
率・高速処理を可能とする AIチップ・

【評価の根拠】 
・NEDO では初の懸賞金事業とするこ

とで、従来の委託・助成事業のよ
うな限られた事業者による研究開
発ではなく、広く知見と技術を募
り参加者が互いに競い合う場で
の、課題解決に向けた優れたアウ
トプット創出が期待される。 

【評価の根拠】 
・研究テーマ毎の委員会等におい

て、当該テーマに関する助言を頂
き、国家プロジェクト化あるいは
実用化等を目指した適切な指導を
実施。その結果、2021 年 7 月ま
でに終了した先導研究のテーマ
187 件の中で、のべ 78件ものテ
ーマが国家プロジェクト等に移
行。 
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次世代コンピューティングの技術開
発」に係る開発課題に反映され、国家
プロジェクトに移行した。 

・「新産業創出新技術先導研究プログラム/
ダイヤモンド直接接合による高耐熱性
界面の研究開発」では、２０２１年度
に低熱抵抗ダイヤモンド／窒化ガリウ
ム接合を開発し、世界で初めて窒化ガ
リウムとダイヤモンドの直接接合に成
功。放熱機構の簡素化によるシステム
の小型・軽量化と大幅な省エネ化が実
現でき、様々な分野への応用が期待さ
れる。 

・先導研究プログラムのうち、「未踏チャ
レンジ２０５０」については、産学連
携に取り組む大学・研究機関・企業等
による２０５０年頃を見据えた温室効
果ガスの抜本的な排出削減を実現する
革新的な技術を対象としており、９月
に７テーマを採択し研究を開始した。
昨年度に採択したテーマも含め、外部
有識者が参加する研究推進委員会等で
の議論を踏まえ、将来の国家プロジェ
クトの実現に向けた事業管理を実施し
た。「未踏チャレンジ２０５０／磁気―
熱―電気間相互作用の体系的解明と新
原理デバイスの開発」では、２０２０
年度に、熱電材料と磁性材料を組み合
わせた新原理の熱電効果を発案し、世
界最高値となる熱電能が、Nature 
Materials(IF４０)にて発表された。こ
れを受け、２０２１年度には、民間企
業の協力を得て熱電発電デバイスを開
発し特許も取得した。 

・上記のほか、今後、追跡調査を予定して
おり、その中で国家プロジェクトへの
移行状況等を確認予定。 

【主なアウトカム、社会的インパクト等】
・飛躍的なエネルギー効率の向上を含む脱

炭素社会の実現に資する有望な技術、
及び新産業創出に結び付く技術シーズ
を発掘し、先導研究を実施することに
より有望な技術を育成して、将来の国
家プロジェクト等に繋げる。 

・2021 年 7 月までに終了した先導研究の
テーマ 187 件を対象に追跡調査を行っ
た結果、国家プロジェクト等に移行し
たテーマは 78件となった。（１テーマ
で複数の国プロとなった場合は 1件と
カウント） 

・2022 年 2 月に、日刊工業新聞社との連
携の下、成果報告会を開催し、先導研
究プログラムに関するこれまでの成果
や国家プロジェクトへの移行に向けた
マネジメント手法等を約 500 名の聴講
者に訴求する機会を得た。 

【その他影響・マネジメントの工夫等】 
・先導研究プログラムでは、産学が有する

幅広い技術シーズの中から優れたテー
マを採択するため、技術提供依頼
（RFI）を活用している。具体的には、
RFI を通年で募集し、2022 年度の先導
研究プログラムについては、2021 年 8
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月末までに提出のあった RFI229 件につ
いて、NEDO 内での調整を経た後に外部
有識者の意見を聴取した上で 18 の研究
開発課題を決定し、公募を開始した。 

・先導研究プログラムで特に深掘りすべき
重点分野ついて、脱炭素社会の実現や
新産業創出に向けた長期目標のバック
キャストの観点から、ビジョン創発型
技術開発の考えを導入し調査に取り組
んでいる。その手法を基に、国家戦略
から抽出した課題と 3年分の RFI の整
理・分析とを突き合わせ、外部有識者
や各関係推進部の意見を聴取しつつ 9
つの重点分野を特定、さらに各研究分
野の構造化を検討した上で絞り込み、
重点技術課題を決定した。 

・新型コロナウイルスの影響により実験施
設の立ち入り禁止措置がとられ、実験
の遅滞が発生した。この対応として研
究期間を延長することで当初の研究期
間を確保することができ、計画してい
た研究開発が可能となった。 

なお、ＮＥＤＯの積極的な
技術分野ごとの取組を促すた
め、ＮＥＤＯにおいて作成す
る中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成状況を評価するものとす
る。 

  なお、技術分野ごとの取組
については、中長期計画及び
年度計画において明示した技
術水準や技術開発目標の達成
向けて積極的に取り組むもの
とする。 

 ― ―  

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成を目標とする。
なお、評価単位毎の目標は中
長期計画又は年度計画におい
て明示するものとする。 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成を目標とする。 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計画に
おいて明示する第４期中長期
目標期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標などの達
成水準の達成状況。 

【評価軸】 
○個別のナショナル
プロジェクト等の研
究開発目標（達成す
べき技術水準や技術
開発目標など）等が
達成できているか。
または、達成できる
見込みであるか。 

【関連する評価指
標】 
○中長期計画又は年
度計画で明示する第 4
期中長期目標期間中
に達成すべき技術水
準や技術開発目標な
どの達成水準の達成
状況（評価指標） 

＜各技術分野の記載内容を参照＞ ＜各技術分野の記載内容を参照＞  

５．特定公募型研究開発業務
の実施 
 科学技術・イノベーション
創出の活性化に関する法律
（平成 20 年法律第 63 号）第
27条の２第１項に規定する特
定公募型研究開発業務（特に
先進的で緊要な革新的技術の
創出のための研究開発等であ
って事業の実施が複数年度に
わたり、その事業の実施者を
公募により選定するもの。以
下同じ。）を実施する。 

５．特定公募型研究開発業務の
実施 
 科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律（平成
２０年法律第６３号）第２７条
の２第１項に規定する特定公
募型研究開発業務（特に先進的
で緊要な革新的技術の創出の
ための研究開発等であって事
業の実施が複数年度にわたり、
その事業の実施者を公募によ
り選定するもの。以下同じ。）を
実施する。 

５．特定公募型研究開発業務
の実施 
 機構は、科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関する
法律（平成２０年法律第６３
号）第２７条の２第１項に規
定する特定公募型研究開発業
務（特に先進的で緊要な革新
的技術の創出のための研究開
発等であって事業の実施が複
数年度にわたり、その事業の
実施者を公募により選定する
もの。以下同じ。）を実施する。

 ５．特定公募型研究開発業務の実施   
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 第４期中長期目標及び中長
期計画で定められた以下の目
標について、その達成状況を
評価するものとする。 

①ムーンショット型研究開発
事業 
 総合科学技術・イノベーシ
ョン会議が決定する、人々を
魅了する野心的な目標及び経
済産業省が策定する研究開発
構想を踏まえ、ＮＥＤＯは、複
数の研究開発を統一的に指
揮・監督するプログラム・ディ
レクター（ＰＤ）の任命、ＰＭ
の公募・採択、研究開発の実施
及びそれに付随する調査・分
析機能等を含む研究開発体制
の構築、中間評価・事後評価を
含めた研究開発の進捗管理等
研究開発の実施を担うものと
する 。また、研究開発の推進
においては、その途中段階に
おいて研究開発目標の達成見
通しを随時評価し、研究開発
の継続・拡充・中止などを決定
する。 

①ムーンショット型研究開発
事業 
 総合科学技術・イノベーショ
ン会議が決定する、人々を魅了
する野心的な目標及び経済産
業省が策定する研究開発構想
を踏まえ、機構は、複数の研究
開発を統一的に指揮・監督する
プログラム・ディレクター（Ｐ
Ｄ）の任命、ＰＭの公募・採択、
研究開発の実施及びそれに付
随する調査・分析機能等を含む
研究開発体制の構築、中間評
価・事後評価を含めた研究開発
の進捗管理等研究開発の実施
を担うものとする。また、研究
開発の推進においては、その途
中段階において研究開発目標
の達成見通しを随時評価し、研
究開発の継続・拡充・中止など
を決定する。 

①ムーンショット型研究開発
事業 
 ムーンショット型研究開発
事業においては、総合科学技
術・イノベーション会議が決
定したムーンショット目標及
び経済産業省が策定した研究
開発構想の実現を目指し、令
和３年度は、令和２年度に採
択した研究開発プロジェクト
を実施する。 
 また、プログラムディレク
ター及びプロジェクトマネー
ジャーが的確にマネジメント
を遂行できるよう、機構は、進
捗管理、調査・分析機能等を実
施する体制を強化する。加え
て、内閣府が設置する「ムーン
ショット型研究開発制度に係
る戦略推進会議」における議
論等を踏まえ、内閣官房、内閣
府及び関係省庁と連携し、関
係する研究開発の戦略的かつ
一体的な推進を実施する。 

 ①ムーンショット型研究開発事業 
・技術分野ごとにサブ PDと外部有識者か
らなる４つのマネジメント委員会を各３
回ずつ合計１２回開催し、当該技術分野
ごとにプロジェクトの進捗確認を行った
他、知財やビジネスモデルの検討に特化
した特別委員会を 1回開催した。加え
て、PD と技術分野ごとのサブ PD による
マネジメント委員会を１回開催し、プロ
グラムについての自己評価を行った。 

【評価の根拠】 
・総合科学技術・イノベーション会
議が決定したムーンショット目標
のうち、「2050 年までに、地球環
境再生に向けた持続可能な資源循
環を実現」の研究推進法人を担
う。 

・ムーンショット目標及び経済産業
省が策定した研究開発構想を踏ま
え、13 件の研究開発プロジェクト
（温室効果ガス、窒素化合物、海
洋プラスチック）を開始。 

○数値目標５．－１ 
【目標】 
 第４期中長期目標期間内に
中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、
外部評価委員会による中間評
価項目のうち、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点の平均が最上位又は上
位の区分の評価となること。

○数値目標５．－１ 
【目標】 
 第４期中長期目標期間内に
中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、外
部評価委員会による中間評価
項目のうち、「研究開発マネジ
メント」の評価項目の４段階評
点の平均が最上位又は上位の
区分の評価となること。 

○数値目標５．－１ 
【目標】 
 第４期中長期目標期間内に
中間評価を実施した採択事業
（ステージゲートを通過した
採択事業に限る。）について、
外部評価委員会による中間評
価項目のうち、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点の平均が最上位又は上
位の区分の評価となること。

【評価軸】 
〇ＮＥＤＯがムーン
ショット 
型研究開発事業に係
る技術開発マネジメ
ントに積極的に取り
組んでいるか。 

【関連する評価指
標】 
○外部評価委員会に
よる中間評価におけ
る「マネジメント」
の評価項目の評点
（評価指標） 

・外部評価は 2022 年度に実施予定。   

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 
 経済産業省が策定する研究
開発計画に従い、ＮＥＤＯは、
事業の進捗管理、研究開発に
付随する調査・分析等、研究開
発マネジメントの実施を担う
ものとする。なお、研究開発の
推進においては、その途中段
階において、研究開発目標の
達成見通しを適宜確認し、必
要に応じて所要の改善を行う
ものとする。 

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 
 経済産業省が策定する研究
開発計画に従い、機構は、事業
の進捗管理、研究開発に付随す
る調査・分析等、研究開発マネ
ジメントの実施を担うものと
する。なお、研究開発の推進に
おいては、その途中段階におい
て、研究開発目標の達成見通し
を適宜確認し、必要に応じて所
要の改善を行うものとする。 

②ポスト５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発事業 
 経済産業省が策定する研究
開発計画に従い、機構は、事業
の進捗管理、研究開発に付随
する調査・分析等、研究開発マ
ネジメントの実施を担う。な
お、研究開発の推進において
は、その途中段階において、研
究開発目標の達成見通しを適
宜確認し、必要に応じて所要
の改善を行う。 

 ②ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研
究開発事業 
・研究開発項目①ポスト５Ｇ情報通信シス
テム（委託）では、5G通信システムの
伝送路、基地局、MEC（Multi-access 
Edge Computing)、端末関連について 10
テーマを採択し、進捗管理等の運営を適
切に実施した。 

・研究開発項目②先端半導体製造技術の開
発（助成）では、前工程(More Moore 技
術）について 1テーマ、後工程（More 
than Moore 技術）について 5テーマを
採択し、進捗管理等の運営を適切に実施
した。特に、後工程については、経済産
業省とも連携しながら、海外の大手半導

【評価の根拠】 
・ポスト 5G の社会実装に向けて、公
募を複数回行い、23 テーマを追加
で開始し、技術推進委員会やステ
ージゲート審査など進捗管理等を
適切に実施。 

・「先端半導体製造技術つくば拠点 
オープニングシンポジウム」や新
産業技術促進検討会シンポジウム
を他機関と共同開催し、さらには
CEATEC などの展示会・学会で出
展・講演を行い、プロジェクトの
PR を実施。 
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体メーカーの国内法人等による大型Ｒ＆
Ｄプロジェクトの立ち上げに貢献した。
また、後工程（More than Moore 技術）
のうち実装共通基盤技術については、さ
らなる支援の必要性を鑑み、追加公募を
実施した。 

・将来の技術を育成すべく研究開発計画①
に関する先導研究を 2テーマ、研究開発
項目②に関する先導研究を 5テーマ採択
し、進捗管理等の運営を適切に実施し
た。 

・研究開発項目①ポスト５Ｇ情報通信シス
テム（委託）の 12テーマ、研究開発項
目③先導研究（委託）の 4テーマについ
ては、ステージゲート審査を実施して今
後の継続可否を判断した。 

・今後のプロジェクト運営と成果最大化の
参考とすべく、4件の調査事業を実施し
た。 

・プロジェクトの運営においては、経済産
業省への月例報告に加え、経済産業省・
NEDO・事業者を交えたステアリングコミ
ッティ、外部有識者による技術推進委員
会を実施し、関係機関との連携を図りな
がら推進した。 

・「先端半導体製造技術つくば拠点 オー
プニングシンポジウム」や「新産業技術
促進検討会シンポジウム～ポスト 5G が
切り開く未来～」を他機関と共同開催
し、さらには、CEATEC や SEMICON Japan
などの展示会、エレクトロニクス実装学
会で出展・講演等を行い、プロジェクト
の PR を実施した。 

・欧州、米国、台湾などの関係者が参加し
サプライチェーンの発展を議論する
「Forum on Tech Supply Chain 
Partnership」や、「日台産業協力架け橋
フォーラム」にて講演を行い、海外との
連携強化にも努めた。 

○数値目標５．－２ 
【目標】 
 事業終了後に実施する外部
評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点の平均が最上位又は上
位の区分の評価となること。

○数値目標５．－２ 
【目標】 
 事業終了後に実施する外部
評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段階
評点の平均が最上位又は上位
の区分の評価となること。 

○数値目標５．－２ 
【目標】 
 事業終了後に実施する外部
評価委員会による事後評価の
結果について、「研究開発マネ
ジメント」の評価項目の４段
階評点の平均が最上位又は上
位の区分の評価となること。

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがポスト
５Ｇ情報通信システ
ム基盤強化研究開発
事業に係る技術開発
マネジメントに積極
的に取り組んでいる
か。 

【関連する評価指
標】 
○外部評価委員会に
よる事後評価におけ
る「マネジメント」
の評価項目の評点
（評価指標） 

・該当なし（P5G 事業全体の事後評価は経
済産業省が実施） 
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③ グリーンイノベーショ
ン基金事業 

 グリーン成長戦略の実行計
画を踏まえ、カーボンニュー
トラル社会に不可欠で、産業
競争力の基盤となる、①電力
のグリーン化と電化、②水素
社会の実現、③CO2固定・再利
用等の重点分野について、官
民で野心的かつ具体的な2030
年目標（性能・導入量・価格・
CO2 削減率等）を共有した上
で、これに経営課題として取
り組む企業等に対して、10 年
間、研究開発・実証から社会実
装までを継続して支援する。
このため、ＮＥＤＯは、経済産
業省が策定した「グリーンイ
ノベーション基金事業の基本
方針」に従って、基金を造成
し、産業構造審議会のグリー
ンイノベーションプロジェク
ト部会及び分野別ワーキング
グループ（以下「ＷＧ」とい
う。）、経済産業省及び関係省
庁等と緊密に連携し、透明性・
実効性の高いガバナンス体制
の下で、成果を最大化できる
よう本基金事業に取り組んで
いく。本基金事業の実施にあ
たり、ＮＥＤＯは、本基金の管
理・運用、担当省庁のプロジェ
クト担当課室に対する「研究
開発・社会実装計画」の作成支
援、公募・審査・採択・契約／
交付・検査・支払に係る事務、
プロジェクトマネージャーの
選任、実施者に対する事業推
進支援、プロジェクトに対す
る技術面・事業面での専門家
の助言、ＷＧへのプロジェク
トの進捗報告、プロジェクト
のモニタリング・評価結果の
公表、国内外への戦略的広報・
イベント開催、重点分野にお
ける技術・市場動向の調査（イ
ンテリジェンス機能）、本基金
事業の実施状況・成果の把握
と経済産業省への報告等を担
うものとする。ただし、本基金
事業で対象とする技術開発テ
ーマは革新的なものであり、
企業等が困難な課題に挑戦し
た結果としての計画の未達成
や途中での計画変更は当然あ
るものと考えるべきであるた
め、開発の途中段階における
進捗確認は実施者の負担にな
らないように配慮する。 

④ グリーンイノベーション
基金事業 

 グリーン成長戦略の実行計
画を踏まえ、カーボンニュート
ラル社会に不可欠で、産業競争
力の基盤となる、①電力のグリ
ーン化と電化、②水素社会の実
現、③CO2固定・再利用等の重点
分野について、官民で野心的か
つ具体的な２０３０年目標（性
能・導入量・価格・CO2削減率等）
を共有した上で、これに経営課
題として取り組む企業等に対
して、１０年間、研究開発・実
証から社会実装までを継続し
て支援する。このため、機構は、
経済産業省が策定した「グリー
ンイノベーション基金事業の
基本方針」に従って、基金を造
成し、産業構造審議会のグリー
ンイノベーションプロジェク
ト部会及び分野別ワーキング
グループ（以下「ＷＧ」とい
う。）、経済産業省及び関係省庁
等と緊密に連携し、透明性・実
効性の高いガバナンス体制の
下で、成果を最大化できるよう
本基金事業に取り組んでいく。
本基金事業の実施にあたり、機
構は、本基金の管理・運用、担
当省庁のプロジェクト担当課
室に対する「研究開発・社会実
装計画」の作成支援、公募・審
査・採択・契約／交付・検査・
支払に係る事務、プロジェクト
マネージャーの選任、実施者に
対する事業推進支援、プロジェ
クトに対する技術面・事業面で
の専門家の助言、ＷＧへのプロ
ジェクトの進捗報告、プロジェ
クトのモニタリング・評価結果
の公表、国内外への戦略的広
報・イベント開催、重点分野に
おける技術・市場動向の調査
（インテリジェンス機能）、本
基金事業の実施状況・成果の把
握と経済産業省への報告等を
担っている。ただし、本基金事
業で対象とする技術開発テー
マは革新的なものであり、企業
等が困難な課題に挑戦した結
果としての計画の未達成や途
中での計画変更は当然あるも
のと考えるべきであるため、開
発の途中段階における進捗確
認は実施者の負担にならない
ように配慮する。 

④ グリーンイノベーショ
ン基金事業 

 グリーン成長戦略の実行計
画を踏まえ、カーボンニュー
トラル社会に不可欠で、産業
競争力の基盤となる、①電力
のグリーン化と電化、②水素
社会の実現、③CO2固定・再利
用等の重点分野について、官
民で野心的かつ具体的な２０
３０年目標（性能・導入量・価
格・CO2削減率等）を共有した
上で、これに経営課題として
取り組む企業等に対して、 研
究開発・実証から社会実装ま
でを継続して支援する。 
 機構は、経済産業省が策定
した「グリーンイノベーショ
ン基金事業の基本方針」に従
って、令和３年度は、担当省庁
のプロジェクト担当課室が作
成した各プロジェクトの「研
究開発・社会実装計画」の内容
に基づき公募を実施し、審査・
採択する。プロジェクトの実
施者に対しては、必要な事業
推進支援を行うとともに、基
金事業の実施状況を把握し、
経済産業省に対して報告す
る。また、ダッシュボードを構
築し、情報発信等を開始する。

 ③グリーンイノベーション基金事業 
・各プロジェクトの「研究開発・社会実装
計画」の作成にあたり担当省庁のプロジ
ェクト担当課室の支援を行い、策定され
た「研究開発・社会実装計画」の内容に
基づき、令和３年度は１６件のプロジェ
クトの公募を実施。１１件のプロジェク
トで採択先を決定し、企業等に対して支
援を開始した。また、特設サイトを開設
し、基金事業の取組概要やコンセプト動
画、特集記事の掲載、ダッシュボードの
構築等による情報発信を行うとともに、
基金事業の実施状況については、補助金
交付要綱等に基づき、経済産業省に適切
に報告を行った。 

【評価の根拠】 
・2021 年 4 月、グリーンイノベーシ
ョン基金事業統括室を設置。関係
省庁の担当課室と緊密に連携し、
これまで NEDO が蓄積してきた知見
やネットワークを活かし、審査・
採択・契約／交付を着実に行い、
プロジェクトを立ち上げ。 

・基金事業の特設サイトを開設して
関連情報の一元化を行うととも
に、基金事業のコンセプト動画や
特集記事の掲載、ダッシュボード
の構築を行うなど、積極的な広報
活動も実施（各 WEBページの閲覧
数※は、特設サイトで約 32 万件、
公募関連ページで約 33万件） 

 ※集計期間：2021 年 4月～2022 年
3月 

○数値目標５．－３ 
【目標】「基幹目標」 
 温暖化対応を経済成長の制
約やコストと捉えるのではな
く、産業構造や社会経済に変
革をもたらし、次なる成長に

○数値目標５．－３ 
【目標】「基幹目標」 
 温暖化対応を経済成長の制
約やコストと捉えるのではな
く、産業構造や社会経済に変革
をもたらし、次なる成長につな

○数値目標５．－３ 
【目標】「基幹目標」 
 温暖化対応を経済成長の制
約やコストと捉えるのではな
く、産業構造や社会経済に変
革をもたらし、次なる成長に

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがグリー
ンイノベーション基
金事業に係る技術開
発マネジメントや広

― ―  
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つなげていくという「経済と
環境の好循環」を作り出すた
め、本基金を呼び水として、民
間企業等の研究開発・設備投
資を誘発し、世界のＥＳＧ資
金を国内に呼び込むことで、
2050年までのカーボンニュー
トラルを実現する。こうした
本基金事業全体の目標を達成
するため、国は、プロジェクト
ごとに野心的な 2030 年目標
を設定した上で、企業等の経
営者が長期的な経営課題とし
て粘り強く取り組むことへの
コミットメントを求め、当該
研究開発目標への挑戦を促
す。ＮＥＤＯは、前述の役割に
おいて最大限の努力と創意工
夫を発揮し、本基金事業全体
の目標及びプロジェクトごと
の研究開発目標の達成に貢献
することが期待される。この
ため、第４期中長期目標期間
においては、プロジェクトの
企画・開始が業務の中心とな
ることを前提に、ＷＧにおい
て、プロジェクトごとに、①プ
ロジェクト実施者に対する支
援、②担当省庁のプロジェク
ト担当課室との連携、③国民・
投資家等に対する広報の観点
から、以下の定量的指標を参
考にしつつ、貢献度を評価し、
４段階評点が最上位又は上位
の区分の評価となるプロジェ
クトの比率を 75%以上とする
ことをＮＥＤＯの目標とす
る。 

げていくという「経済と環境の
好循環」を作り出すため、本基
金を呼び水として、民間企業等
の研究開発・設備投資を誘発
し、世界のＥＳＧ資金を国内に
呼び込むことで、２０５０年ま
でのカーボンニュートラルを
実現する。こうした本基金事業
全体の目標を達成するため、国
は、プロジェクトごとに野心的
な２０３０年目標を設定した
上で、企業等の経営者が長期的
な経営課題として粘り強く取
り組むことへのコミットメン
トを求め、当該研究開発目標へ
の挑戦を促す。機構は、前述の
役割において最大限の努力と
創意工夫を発揮し、本基金事業
全体の目標及びプロジェクト
ごとの研究開発目標の達成に
貢献することを期待されてい
る。このため、第４期中長期目
標期間においては、プロジェク
トの企画・開始が業務の中心と
なることを前提に、ＷＧにおい
て、プロジェクトごとに、①プ
ロジェクト実施者に対する支
援、②担当省庁のプロジェクト
担当課室との連携、③国民・投
資家等に対する広報の観点か
ら、以下の定量的指標を参考に
しつつ、貢献度を評価し、４段
階評点が最上位又は上位の区
分の評価となるプロジェクト
の比率を７５％以上とするこ
とを目標とする。 

つなげていくという「経済と
環境の好循環」を作り出すた
め、本基金を呼び水として、民
間企業等の研究開発・設備投
資を誘発し、世界のＥＳＧ資
金を国内に呼び込むことで、
２０５０年までのカーボンニ
ュートラルを実現する。こう
した本基金事業全体の目標を
達成するため、国は、プロジェ
クトごとに野心的な２０３０
年目標を設定した上で、企業
等の経営者が長期的な経営課
題として粘り強く取り組むこ
とへのコミットメントを求
め、当該研究開発目標への挑
戦を促す。機構は、前述の役割
において最大限の努力と創意
工夫を発揮し、本基金事業全
体の目標及びプロジェクトご
との研究開発目標の達成に貢
献することを期待されてい
る。このため、第４期中長期目
標期間においては、プロジェ
クトの企画・開始が業務の中
心となることを前提に、ＷＧ
において、プロジェクトごと
に、①プロジェクト実施者に
対する支援、②担当省庁のプ
ロジェクト担当課室との連
携、③国民・投資家等に対する
広報の観点から、以下の定量
的指標を参考にしつつ、貢献
度を評価し、４段階評点が最
上位又は上位の区分の評価と
なるプロジェクトの比率を７
５％以上とすることを機構の
目標とする。 

報活動に積極的に取
り組んでいるか。 

【関連する評価指
標】 
○ＷＧによる評価の
評点（評価指標） 

・公募における企業等の提案
者数 
- 幅広い事業者が応募できる
よう、公募情報の周知広報等
に努めるとともに、提案書類
を極力簡素化し、丁寧に問い
合わせに対応したか。 
・実施者（各者の研究開発責
任者等）に対するアンケート
結果 
- プロジェクト実施者の決定
後、プロジェクトの目標達成
に向けて、技術・社会実装推進
委員会による専門家の助言の
提供や連携先・支援策の紹介
等を通じて、研究開発・社会実
装の取組に係る適切なマネジ
メントが行われたか。 
・担当省庁のプロジェクト担
当課室（各課室の管理職等）に
対するアンケート結果 
  - 「研究開発・社会実装計
画」の策定・変更の際のインテ
リジェンスの提供、プロジェ
クト間の連携、制度面を含め
た追加的支援の必要性に関す
る助言や進捗状況等の適時報

・公募における企業等の提案者
数 
- 幅広い事業者が応募できる
よう、公募情報の周知広報等に
努めるとともに、提案書類を極
力簡素化し、丁寧に問合せに対
応したか。 
・実施者（各者の研究開発責任
者等）に対するアンケート結果
- プロジェクト実施者の決定
後、プロジェクトの目標達成に
向けて、技術・社会実装推進委
員会による専門家の助言の提
供や連携先・支援策の紹介等を
通じて、研究開発・社会実装の
取組に係る適切なマネジメン
トが行われたか。 
・担当省庁のプロジェクト担当
課室（各課室の管理職等）に対
するアンケート結果 
  - 「研究開発・社会実装計画」
の策定・変更の際のインテリジ
ェンスの提供、プロジェクト間
の連携、制度面を含めた追加的
支援の必要性に関する助言や
進捗状況等の適時報告等を通
じたプロジェクトの円滑な実

・公募における企業等の提案
者数 
- 幅広い事業者が応募できる
よう、公募情報の周知広報等
に努めるとともに、提案書類
を極力簡素化し、丁寧に問合
せに対応したか。 
・実施者（各者の研究開発責任
者等）に対するアンケート結
果 
- プロジェクト実施者の決定
後、プロジェクトの目標達成
に向けて、技術・社会実装推進
委員会による専門家の助言の
提供や連携先・支援策の紹介
等を通じて、研究開発・社会実
装の取組に係る適切なマネジ
メントが行われたか。 
・担当省庁のプロジェクト担
当課室（各課室の管理職等）に
対するアンケート結果 
  - 「研究開発・社会実装計
画」の策定・変更の際のインテ
リジェンスの提供、プロジェ
クト間の連携、制度面を含め
た追加的支援の必要性に関す
る助言や進捗状況等の適時報

 ・ＷＧにおいて、プロジェクトごとに、①
プロジェクト実施者に対する支援、②担
当省庁のプロジェクト担当課室との連
携、③国民・投資家等に対する広報の観
点から NEDO の貢献度が評価された結
果、４段階評点が最上位又は上位の区分
の評価となるプロジェクトの比率 100％
を達成した。
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告等を通じたプロジェクトの
円滑な実施により、担当省庁
のプロジェクト担当課室と連
携が図られたか。 
・ＰＲコンテンツ（ダッシュ
ボード含む）の総閲覧数 
 - プロジェクトに関連する
情報を集約したダッシュボー
ドの構築（実施者の取組状況
（提出された情報等）、技術・
市場等に係るかかるインテリ
ジェンス、技術・社会実装推進
委員会における議論内容等を
長期的・継続的にアーカイブ
し、企業秘密等を除き、分かり
やすい形式で公開）、国内外投
資家に対するプロジェクトの
進捗・成果の情報発信、プロジ
ェクトに参加していない企業
等によるカーボンニュートラ
ル関連投資の喚起、ＳＮＳや
動画を活用した国民等に対す
る将来の社会像のセンスメイ
キング等により、プロジェク
トの取組を通じて、社会全体
の行動変容に繋がったか。 

施により、担当省庁のプロジェ
クト担当課室と連携が図られ
たか。 
・ＰＲコンテンツ（ダッシュボ
ード含む）の総閲覧数 
 - プロジェクトに関連する
情報を集約したダッシュボー
ドの構築（実施者の取組状況
（提出された情報等）、技術・市
場等に係るインテリジェンス、
技術・社会実装推進委員会にお
ける議論内容等を長期的・継続
的にアーカイブし、企業秘密等
を除き、分かりやすい形式で公
開）、国内外投資家に対するプ
ロジェクトの進捗・成果の情報
発信、プロジェクトに参加して
いない企業等によるカーボン
ニュートラル関連投資の喚起、
ＳＮＳや動画を活用した国民
等に対する将来の社会像のセ
ンスメイキング等により、プロ
ジェクトの取組を通じて、社会
全体の行動変容に繋がったか。

告等を通じたプロジェクトの
円滑な実施により、担当省庁
のプロジェクト担当課室と連
携が図られたか。 
・ＰＲコンテンツ（ダッシュボ
ード含む）の総閲覧数 
 - プロジェクトに関連する
情報を集約したダッシュボー
ドの構築（実施者の取組状況
（提出された情報等）、技術・
市場等に係るインテリジェン
ス、技術・社会実装推進委員会
における議論内容等を長期
的・継続的にアーカイブし、企
業秘密等を除き、分かりやす
い形式で公開）、国内外投資家
に対するプロジェクトの進
捗・成果の情報発信、プロジェ
クトに参加していない企業等
によるカーボンニュートラル
関連投資の喚起、ＳＮＳや動
画を活用した国民等に対する
将来の社会像のセンスメイキ
ング等により、プロジェクト
の取組を通じて、社会全体の
行動変容に繋がったか。 

④経済安全保障重要技術育成
プログラム事業 
 経済財政運営と改革の基本
方針及び統合イノベーション
戦略 2021 を踏まえ、経済安
全保障の観点から、先端的な
重要技術に関するニーズを踏
まえたシーズを中長期的に育
成するプログラムを推進す
る。このため、ＮＥＤＯは、令
和３年度において、国から交
付される補助金により基金を
設け、プロジェクトを推進す
る体制の整備を着実に進め
る。令和４年度以降は、国の研
究開発ビジョンを実現する研
究開発プロジェクトを実施
し、技術面での事業推進支援、
プロジェクトに付随する調
査・分析等、プロジェクトマネ
ジメントの実施等を担うもの
とする。研究開発の推進にお
いては、その途中段階におい
て、目標の達成見通しを適宜
確認し、必要に応じて経済産
業省等に報告する。 
 なお、運営方針等を踏まえ、
令和４年度において、評価軸、
評価指標、モニタリング指標
を改めて定める。 

④経済安全保障重要技術育成
プログラム事業 
 経済財政運営と改革の基本
方針及び統合イノベーション
戦略２０２１を踏まえ、経済安
全保障の観点から、先端的な重
要技術に関するニーズを踏ま
えたシーズを中長期的に育成
するプログラムを推進する。こ
のため、機構は、令和３年度に
おいて、国から交付される補助
金により基金を設け、プロジェ
クトを推進する体制の整備を
着実に進める。令和４年度以降
は、国の研究開発ビジョンを実
現する研究開発プロジェクト
を実施し、技術面での事業推進
支援、プロジェクトに付随する
調査・分析等、プロジェクトマ
ネジメントの実施等を担うも
のとする。研究開発の推進にお
いては、その途中段階におい
て、目標の達成見通しを適宜確
認し、必要に応じて経済産業省
等に報告する。 
 なお、令和４年度において、
経済産業省が定める第４期中
長期目標における評価指標等
が設定された際は、中長期計画
の見直しを行う。 

④経済安全保障重要技術育成
プログラム事業 
 経済財政運営と改革の基本
方針及び統合イノベーション
戦略２０２１を踏まえ、経済
安全保障の観点から、先端的
な重要技術に関するニーズを
踏まえたシーズを中長期的に
育成するプログラムを推進す
る。このため、機構は、本年度、
国から交付される補助金によ
り基金を設け、プロジェクト
を推進する体制の整備を着実
に進める。 

 ④経済安全保障重要技術育成プログラム事
業 
・令和３年度補正予算において、経済安全
保障重要技術育成基金に係る予算措置が
講じられたことに伴い、経済安全保障事
業準備室を設置し、当該事業実施のため
の基金の造成を行った。 

【評価の根拠】 
・経済安全保障事業準備室を設置
し、当該事業実施のための基金の
造成。 
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○目標５．‐４ 
【目標】 
ＮＥＤＯは、基金の設置及び
関係規程の整備を進める。 

○目標５．‐４ 
【目標】 
基金の設置及び関係規程の整
備を進めることを目標とする。

○目標５．‐４ 
【目標】 
基金の設置及び関係規程の整
備を進めることを目標とす
る。 

【評価軸】 
○国から交付される
補助金による基金を
設置し、研究開発を
推進する体制の整備
が進捗したか。 

【関連する評価指
標】 
基金の設置及び研究
開発を推進する体制
の整備の進捗（評価
指標） 

・基金の造成に伴い関係規程を策定した。 ―  

６．特定半導体の生産施設整
備等の助成業務の実施 
 成長戦略実行計画（令和３
年６月 18 日閣議決定）にお
いて、デジタル社会を支える
高性能な半導体の生産拠点に
ついて国内立地を促進し確実
な供給体制を構築することが
必要であることが示されたこ
とを踏まえ、特定高度情報通
信技術活用システムの開発供
給及び導入の促進に関する法
律（令和２年法律第 37 号、
以下「５Ｇ促進法」という。）
に基づいて、特定半導体の生
産施設の整備・生産を支援す
る計画認定制度が創設され
た。ＮＥＤＯは、経済産業省と
緊密に連携し、５Ｇ促進法第
29 条の規定に基づき、基金を
造成して同法の認定を受けた
事業者（以下「認定事業者」と
いう。）に対して助成金の交付
を行い、また、認定事業者に対
して貸付けを行う金融機関へ
の利子補給金の支給の業務を
行う。 

６．特定半導体の生産施設整備
等の助成業務の実施 
 成長戦略実行計画（令和３年
６月１８日閣議決定）におい
て、デジタル社会を支える高性
能な半導体の生産拠点につい
て国内立地を促進し確実な供
給体制を構築することが必要
であることが示されたことを
踏まえ、特定高度情報通信技術
活用システムの開発供給及び
導入の促進に関する法律（令和
２年法律第３７号、以下「５Ｇ
促進法」という。）に基づいて、
特定半導体の生産施設の整備・
生産を支援する計画認定制度
が創設された。機構は、経済産
業省と緊密に連携し、５Ｇ促進
法第２９条の規定に基づき、基
金を造成して同法の認定を受
けた事業者（以下「認定事業者」
という。）に対して助成金の交
付を行い、また、認定事業者に
対して貸付けを行う金融機関
への利子補給金の支給の業務
を行う。 

６．特定半導体の生産施設整
備等の助成業務の実施 
 成長戦略実行計画（令和３
年６月１８日閣議決定）にお
いて、デジタル社会を支える
高性能な半導体の生産拠点に
ついて国内立地を促進し確実
な供給体制を構築することが
必要であることが示されたこ
とを踏まえ、特定高度情報通
信技術活用システムの開発供
給及び導入の促進に関する法
律（令和２年法律第３７号、以
下「５Ｇ促進法」という。）に
基づいて、特定半導体の生産
施設の整備・生産を支援する
計画認定制度が創設された。
機構は、本年度、国から交付さ
れる補助金により基金を設
け、プロジェクトを推進する
体制の整備を着実に進める。

 ６．特定半導体の生産施設整備等の助成業
務の実施 
・5G 促進法／NEDO 法の改正（2022 年 3月
施行）に伴い、 NEDO は新たな業務とし
て、特定半導体の生産施設整備等の助成
業務を実施。令和 3年度補正予算の成立
後、速やかに関係規程の整備を進め、
2022 年 3月中に基金造成完了。速やか
に事業を開始できるよう組織体制等を整
備。 

○目標６ 
【目標】 
ＮＥＤＯは、認定事業者が円
滑に特定半導体の生産施設の
整備・生産を進めることがで
きるよう迅速かつ正確に助成
業務の執行を行うことが期待
される。このため、ＮＥＤＯが
実施する助成業務について外
部有識者による外部評価を行
い、適切に実施しているとい
う評価（２段階評点で上位の
区分の評価）となることを目
標とする。 

○目標６ 
【目標】 
機構は、認定事業者が円滑に特
定半導体の生産施設の整備・生
産を進めることができるよう
迅速かつ正確に助成業務の執
行を行うことが期待される。こ
のため、機構が実施する助成業
務について外部有識者による
外部評価を行い、適切に実施し
ているという評価（２段階評点
で上位の区分の評価）となるこ
とを目標とする。 

 【評価軸】 
○ＮＥＤＯが特定半
導体の生産施設整備
等の助成業務を適切
に行っているか。 

【関連する評価指
標】 
○外部有識者による
外部評価の評点（評
価指標） 

※本目標は、令和 4年度業績評価より適用
される。 
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   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
令和２年度評価における指摘事項 令和４年度計画等への反映状況 
〇事業を効果的かつ効率的に進められる
よう、世界における市場・技術・制度等
にかかる情報をリアルタイムに収集・分
析・蓄積・発信できる体制を整えること。

（令和３年度における取組・令和４年度計画への反映） 
〇技術戦略研究センターを中心に、政策・市場・技術・制度
等の潮流にかかる調査・分析・蓄積・発信する機能を令和
2年度より強化。また、技術潮流に合わせ、技術戦略研究
センター技術分野ユニットの改廃も実施している。引き続
き、時宜を得た情報収集・分析・蓄積・発信に取り組み、
技術戦略研究センターの体制変更も含めた不断の見直しを
行う。 

〇プロジェクト評価を適正に行い、プロ
ジェクト評価を、事業の加速化又は規模
縮小等のプロジェクトマネジメントに
連動させる制度を検討すること。 

〇プロジェクト中間評価時に「研究開発マネジメント」の評
価項目にて目標達成に向けた費用計画の妥当性の評価を実
施する等、国の研究開発評価に関する大綱的指針に沿っ
て、外部有識者による委員会にて適正に評価を行ってい
る。結果の反映は、反映先（基本計画・実施方針・実施計
画書・マネジメント等）及び内容について、従前より機構
内で議論の上、決定される仕組みとしている。今後は、よ
り事業の加速化又は規模縮小等も含めた反映の検討を実施
する。 

〇グリーンイノベーション基金事業等、
新事業を円滑に推進する体制を整える
とともに、プロジェクト間の効果的な連
携を促進する仕組みを構築すること。 

〇グリーンイノベーション基金事業を機構内で横断的に運営
するにあたり、企画及び運営の総合調整及び事務の総括を
行うグリーンイノベーション基金事業統括室を令和３年４
月に設置し、プロジェクト推進部等の関係部署と連携する
ことで、事業運営を円滑に行う体制を構築。また、プロジ
ェクト間の連携を促進するため、例えば、関連プロジェク
トの各省庁の担当課室及び NEDO 等の関係者による情報共有
の機会を設けるなど、具体的な仕組みの検討を行ってい
る。 

〇進捗管理にあたっては、各事業の技術
開発の状況のみならず、開発成果によっ
て得られる 社 会 的 イ ン パ ク ト
（CO2 削減効果等）についても随時把握
した上で、事業の軌道修正を図ること。

〇進捗管理にあたっては、「成果の実用化・事業化に向けた取
組及び見通し」の評価項目において、「顕著な波及効果（技
術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場
合、積極的に評価する。」と評価基準を設定し、社会的効果
について評価を実施している。評価結果はプロジェクト計
画等に反映することで、引き続き、より社会変化を捉え
た、実施の効果や経済的効果の反映を行っていく。 

〇提案時に算出された将来の省エネ効果量（見込み）につい
て、事業継続判断を行う中間評価やステージゲート審査時
に途中までの成果等も踏まえ改めて評価し、継続・非継続
とともに、個別テーマの軌道修正を図る。また、カーボン
リサイクル技術等の研究開発に関しては、期待される CO2 
削減効果等の目標（アウトプット目標）を明確にすると共
に、将来の CO2削減ポテンシャル（アウトカム目標）を念
頭に、幅広い分野でプロジェクトを設定している。採択し
た案件については、その進捗状況を NEDO 担当部が随時把握
すると共に、定期的に外部有識者を交えた技術推進委員会
等にて議論を行っている。さらに、関連するエネルギー政
策や導入支援策等を踏まえ、CO2削減効果等や研究計画等に
ついて適宜見直しを図る。 

〇スタートアップの多様化に対応するた
め、既存の枠組みでは対応が難しい分
野（グリーン等）のスタートアップに
対する戦略的な支援のあり方について
検討すること。 

〇令和３年度補正予算として、「研究開発型スタートアップ支
援事業／地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の
技術シーズ等を活用したスタートアップの事業化促進事
業」の公募を実施。エネルギー・環境分野など、ビジネス
モデルの構築の面でより一層の課題があるテーマについ
て、審査において加点を行い、一定の優遇を行った。さら
に、公募と同時期に、エネルギー・環境分野に特化したス
タートアップや研究者を対象とするピッチコンテストを開
催することで、該当分野の活性化を目指した。 

注５）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

一般管理費・業務経費

の合計（一部を除く）

の効率化の実績値 

1.10％ 

(毎年度平均) 

― 7.60％ 5.61％ 8.27% 12.11%   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 

業務実績 自己評価 

     ＜自己評価＞ Ａ 

○以下の内容のとおり、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし

た。

Ⅳ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、
一般管理費（人件費を除く）
及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充され
る分及びその他所要額計上
を必要とする経費を除き、平
成２９年度を基準として、毎
年度平均で前年度比１．１
０％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるもの
や拡充される分は翌年度か
ら１．１０％の効率化を図る
ものとする。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間
中、一般管理費（人件費を
除く）及び業務経費（特殊
要因を除く）の合計につい
て、新規に追加されるもの
や拡充される分及びその他
所要額計上を必要とする経
費を除き、平成２９年度を
基準として、毎年度平均で
前年度比１．１０％の効率
化を行うものとする。新規
に追加されるものや拡充さ
れる分は翌年度から１．１
０％の効率化を図るものと
する。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、
一般管理費（人件費を除く）
及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充され
る分及びその他所要額計上
を必要とする経費を除き、平
成２９年度を基準として、毎
年度平均で前年度比１．１
０％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるもの
や拡充される分は翌年度か
ら１．１０％の効率化を図る
ものとする。 

 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
１．柔軟で効率的な業務推進体制 
（１）業務の効率化 
・第４期中長期目標期間中、一般管理費
（人件費を除く）及び業務経費（特殊要
因を除く）の合計について、新規に追加
されるものや拡充される分を除き、前年
度比 12.11%の効率化を達成。 

【外部有識者（業績評価点検委員）の主な
意見】 
＜業務運営の効率化に関する事項＞ 
・理事長を本部長とする DX 推進本部にて
NEDO としての取組を企画立案し、プロセ
スのデジタル化やデジタルツールを活用
した業務改革に積極的に取り組んだ。ま
た、人材育成の施策としてプロジェクト
マネジメントレベル認定制度を創設し、
職員のマネジメント能力の高度化を図
り、最適な人材配置の仕組を実現した点
は他の省庁、関連組織の模範となり、横
展開できるシステム作りと高く評価でき
る。さらに、紙で実施していた公募・契
約手続きのプロセスを電子化したこと
は、業務効率性のみならず事業者の業務
効率性、紙資源や輸送エネルギーの削
減、地球環境の保護の観点で高く評価で
きる。 

・グリーンイノベーション基金事業に関
し、基金事業統括室を設置し、公募や審
査等を着実に行い、プロジェクトを立ち
上げることができた点は評価に値する。
また、経済安全保障重要技術育成プログ
ラム、特定半導体の生産設備整備等の助
成業務では補正予算成立後、速やかに体
制、規程の整備を進め、2022 年 3 月に基
金造成を完了できた点も評価に値する。
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 また、総人件費について
は、政府の方針に従い、必要
な措置を講じるものとする。
 さらに、給与水準について
は、ラスパイレス指数、役員
報酬、給与規程、俸給表及び
総人件費を引き続き公表す
るとともに、国民に対して納
得が得られるよう説明する
ものとする。また、給与水準
の検証を行い、これを踏まえ
必要な措置を講じることに
より、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取組
状況を公表するものとする。

 給与水準については、ラス
パイレス指数、役員報酬、給
与規程、俸給表及び総人件費
を引き続き公表するととも
に、国民に対して納得が得ら
れるよう説明する。また、以
下のような観点からの給与
水準の検証を行い、これを踏
まえ必要な措置を講じるこ
とにより、給与水準の適正化
に取り組み、その検証結果や
取組状況を公表する。 

・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与水
準が高い原因について、是
正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間
事業者の給与水準等に照
らし、現状の給与水準が適
切かどうか十分な説明が
できるか。 

・その他、法人の給与水準に
ついての説明が十分に国
民の理解の得られるもの
となっているか。 

 総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 
 給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報
酬、給与規程、俸給表及び
総人件費を引き続き公表す
るとともに、国民に対して
納得が得られるよう説明す
る。また、以下のような観
点からの給与水準の検証を
行い、これを踏まえ必要な
措置を講じることにより、
給与水準の適正化に取り組
み、その検証結果や取組状
況を公表する。 

・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮して
もなお国家公務員の給与水
準を上回っていないか。 
・高度な専門性を要する業
務を実施しているためその
業務内容に応じた給与水準
としている等、給与水準が
高い原因について、是正の
余地がないか。 
・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間事
業者の給与水準等に照ら
し、現状の給与水準が適切
かどうか十分な説明ができ
るか。 
・その他、法人の給与水準
についての説明が十分に国
民の理解の得られるものと
なっているか。 

 ・２０２１年度のラスパイレス指数等につ
いて以下の通り公表。 

・ラスパイレス指数は１００．０となって
おり、国家公務員の給与水準と同等であ
る。 

・２０２１年度支出予算の総額に占める国
からの財政支出額は約９９．１％と高い
割合を占めているが、当機構が実施して
いる日本の産業競争力強化、エネルギ
ー・地球環境問題の解決のための産業技
術開発関連事業、新エネルギー・省エネ
ルギー関連事業等は、いずれも民間単独
で行うことが困難であり、国からの財政
支出によって実施されることを前提とし
ていることによるものである。従って国
からの財政支出の割合の高さは給与水準
と直接結びつくものではないと考えられ
る。また、当機構の支出総額２２７２億
円に占める給与、報酬等支給総額７８億
円の割合は約３．５％であり、割合とし
ては僅少であることから給与水準は適切
であると考えられる。 

 また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
 さらに、ＮＥＤＯ・事業実
施者間の双方でプロジェク
ト進捗に係る管理情報の共
有が可能となる新たなプロ
ジェクトマネジメントシス
テム（ＰＭＳ）の導入を図り、
業務の効率化を図るものと
する。 

 また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
ＮＥＤＯ・事業実施者間の双
方でプロジェクト進捗に係
る管理情報の共有が可能と
なる新たなプロジェクトマ
ネジメントシステム（ＰＭ
Ｓ）の導入を図り、業務の効
率化を図るものとする。 

さらに、業務の効率化の一
環として、制度面、手続き面
の改善を、変更に伴う事業実
施者の利便性の低下にも留
意しつつ行うとともに、毎年
度、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、
回答者の８割以上から肯定
的な回答を得る。また、制度

また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるも
のとする。 
ＮＥＤＯ・事業実施者間の

双方でプロジェクト進捗に
係る管理情報の共有が可能
となる新たなプロジェクト
マネジメントシステム（ＰＭ
Ｓ）について、外部利用者の
拡大を図る。 
また、システムの業務利用

の推進のために必要な機能
の追加、改善のための改修を
実施し、更なる業務の効率化
を図るものとする。 
さらに、業務の効率化の一

環として、制度面、手続き面
の改善を、変更に伴う事業実
施者の利便性の低下にも留
意しつつ行うとともに、毎年

 ・制度面、手続き面等に関する事業実施者
への説明会については、感染症対策等の
影響を考慮して中止を余儀なくされたた
め、NEDOWEB サイトにナレーション付説
明資料を掲載することで、ＷＥＢ上での
常時開催により周知徹底を図っている。

・プロジェクトマネジメントシステム
（PMS)については、必要な改修として２
０２１年度はグリーンイノベーション基
金事業に対応するための機能追加及び年
度末の検査プロセスの変更に対応するた
めの改修等を行い、２０２２年３月まで
に必要な機能のリリースを行った。 

【評価の根拠】 
・制度面、手続き面等に関する事業実施者
への説明会については、感染症対策等の
影響を考慮して中止を余儀なくされたた
め、NEDOWEB サイトにナレーション付説
明資料を掲載することで、ＷＥＢ上での
常時開催により周知徹底を図っている。
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面、手続き面等について、事
業実施者に対する説明会を
毎年全国で行う。 

度、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、
回答者の８割以上から肯定
的な回答を得る。また、制度
面、手続き面等について、事
業実施者に対する説明会を
全国延べ１５回以上行う。 
また、機構内における業務

改善に向けた取組を引き続
き行っていく。 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 関連する政策や技術動向
の変化、業務の進捗状況に応
じ機動性・効率性が確保でき
るような柔軟な組織・人員体
制を整備するものとする。そ
の際、人員及び財源の有効利
用により組織の肥大化の防
止及び支出の増加の抑制を
図るため、事務及び事業の見
直しを積極的に実施すると
ともに、人員及び資金の有効
活用の目標を設定し、その達
成に努めるものとする。新た
な業務を追加する場合は、そ
の業務の規模や特性に応じ
て必要な組織・人員体制等の
整備に努めるものとする。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門
性が必要とされる役職につ
いては、産学官からの優れた
人材の登用を行うこととす
る。また、外部人材の登用等
に当たっては、利益相反に留
意し、更なる透明性の確保に
努めるものとする。 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 関連する政策や技術動向
の変化、業務の進捗状況に応
じ、機動的な人員配置を行
う。また、産業界、学術界等
の専門家・有識者等の外部資
源の有効活用を行う。新たな
業務を追加する場合は、その
業務の規模や特性に応じて
必要な組織・人員体制等の整
備に努める。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門
性が必要とされるポジショ
ンについては、積極的に外部
人材を登用する。なお、外部
人材の登用等に当たっては、
利害関係者排除の措置を徹
底する等、引き続き更なる透
明性の確保に努める。 

（２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 業務の改善を図りつつ、関
連する政策や技術動向の変
化、業務の状況に応じ、外部
人材も含め適切な人員配置
を行い、固有職員の充実等人
員の増強を図る。また、産業
界、学術界等の専門家・有識
者等の外部資源の有効活用
を行う。新たな業務を追加す
る場合は、その業務の規模や
特性に応じて必要な組織・人
員体制等の整備に努める。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門
性が必要とされるポジショ
ンについては、積極的に外部
人材を登用する。なお、外部
人材の登用等に当たっては、
利害関係者排除の措置を徹
底する等、引き続き更なる透
明性の確保に努める。 

 （２）機動的・効率的な組織・人員体制 
・2021 年 4 月、グリーンイノベーション基
金事業統括室を設置。関係省庁の担当課
室と緊密に連携し、これまで NEDO が蓄積
してきた知見やネットワークを活かし、
審査・採択・契約／交付を着実に行い、プ
ロジェクトを立ち上げ。 

・NEDO 法改正及び補正予算により措置され
た先端半導体生産基盤整備基金補助金に
よる基金造成に対応した。経済安全保障
重要技術育成プログラム事業の基金造成
にも対応した。 

・定年制固有職員の充実を図るべく、以下
の通り職員を採用。 

＜新卒採用＞ 
 ２０２１年  ４月 ２０名 入構 
 ２０２１年１０月    １名 入構 
 ２０２２年  ４月 ２２名 入構予定 

＜経験者採用＞ 
 ２０２１年           ４月 
７名 入構 

 ２０２１年６月～２０２２年３月    
２８名 入構 

 ２０２２年          ４月
６名 入構予定  

・また、産業界、学術界等の専門家・有識
者として、外部からアドバイザーとして
７名、技術戦略の検討等を担うフェロー
として５名を登用。 

・なお、外部人材登用にあたっては、利害
関係者の有無について逐一確認し、透明
性の確保に努めた。 

 また、ＮＥＤＯ職員の大学
を始めとする研究機関や民
間企業への派遣も含め、人材
の流動化を促進するととも
に、ＮＥＤＯのマネジメント
人材の育成に努め、ＮＥＤＯ
のマネジメント能力の底上
げを図るものとする。 

 機構職員の民間企業への
派遣も含め、人材の流動化を
促進するとともに、機構のマ
ネジメント人材の育成に努
め、機構のマネジメント能力
の底上げを図る。 

 機構職員の民間企業への
派遣も含め、人材の流動化を
促進するとともに、機構のマ
ネジメント人材の育成に努
め、機構のマネジメント能力
の底上げを図る。 

 ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、国、
民間企業等へ２４名の職員を派遣。 

・機構内職員のプロジェクトマネジメント
力強化のための「プロジェクトマネージ
ャー育成講座」（１０講座）をオンライ
ン/オンデマンドのハイブリッド型、「産
業技術総合研修」（５講座）をオンデマ
ンドで実施。感染拡大防止対策を踏まえ
つつ、職員のマネジメント力の維持、強
化に努めた。 

・職員の経験・技能を多段階で評価し、マ
ネジメントの高度化及び適切な配置を促
進する仕組みとして、プロジェクトマネ
ジメントレベル認定制度を創設した
(2021 年 5月)。組織の中核を長期に担う
人材である定年制固有職員の人材育成策

【評価の根拠】 
・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、国、
民間企業等へ２４名の職員を派遣。 
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を策定し、組織に求められる役割や機能
を踏まえ、必要な人材像を提示した。 

・国の重要政策立案に資する取組の一環と
して、例えば、技術戦略研究センター兼
スマートコミュニティ・エネルギーシス
テム部職員が経済産業省参事に発令さ
れ、同省電池産業室の下で蓄電池産業戦
略（2022 年夏頃、最終とりまとめの予
定）の策定等に貢献。 

 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。

 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、ＮＥＤＯ自ら実施す
べき業務、外部の専門機 
関の活用が適当と考えられ
る業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部委
託を活用するものとする。 
 なお、外部委託を活用する
際には、ＮＥＤＯの各種制度
の利用者の利便性の確保に
最大限配慮するものとする。

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、機構自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務を
精査し、外部の専門機関の活
用が適当と考えられる業務
については、外部委託を活用
するものとする。 
なお、外部委託を活用する際
には、機構の各種制度の利用
者の利便性の確保に最大限
配慮するものとする。 

（３）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の観

点から、機構自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務を
精査し、外部の専門機関の活
用が適当と考えられる業務
については、外部委託を活用
するものとする。 
 なお、外部委託を活用する
際には、機構の各種制度の利
用者の利便性の確保に最大
限配慮するものとする。 

 （３）外部能力の活用 
・各部・課室単位で開催している会議・委
員会等につき、その議事録作成業務を
2020 年度から総務部にて一括して専門事
業者への外部委託を実施しており、2021
年度以降も継続して実施。 

（４）業務の電子化の推進 
 電子化の促進等により事
務手続きの一層の簡素化・迅
速化を図るとともに、ＮＥＤ
Ｏの制度利用者の利便性の
向上に努めるものとする。ま
た、幅広いネットワーク需要
に対応できるＮＥＤＯ内情
報ネットワークの充実を図
るものとする。 

（４）業務の電子化の推進 
 ホームページの利便性の
確保、電子メールによる新着
情報の配信等を通じ、機構の
制度利用者の利便性の向上
に努めるとともに、既に行っ
ている各種申請の電子化の
範囲を拡大し、その有効活用
を図る。 

幅広いネットワーク需要
に対応しつつ、職員の作業を
円滑かつ迅速に行うことが
できるよう、機構内情報ネッ
トワークの充実を図る。 

（４）業務の電子化の推進 
 ホームページの利便性の
確保、新着情報の配信等を通
じ、機構の制度利用者の利便
性の向上に努めるとともに、
既に行っている各種申請の
電子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
 幅広いネットワーク需要
に対応しつつ、職員の作業を
円滑かつ迅速に行うことが
できるよう、機構内情報ネッ
トワークの充実を図る。 
 また、業務の効率化、高度
化の観点からセキュリティ
に十分配慮した上で研究開
発プロジェクトのマネジメ
ントを支援する業務アプリ
ケーションシステムの機能
拡充、更なる業務の電子化推
進の観点から、公募プロセス
の電子化に向けた開発に着
手する。 

 （４）業務の電子化の推進 
・機構の制度利用者の利便性向上のための
取り組みとして、中小企業・スタートア
ップ企業向けの情報発信に特化したホー
ムページ「StarT!Ps from NEDO」、グリ
ーンイノベーション基金事業についての
情報発信情報発信に特化した「GI基金ポ
ータルサイト」を開設した。機構の制度
利用を見込めるビジネス層の利用が多い
SNS である Facebook ページを開設した。

・職員の円滑な作業に向けて継続的に調査
調整を行ってネットワークの改善を図
り、オンライン会議等の利便性向上に向
けたシステム環境・手続きの改善を実
施。新規事業の管理に必要な改修のう
ち、今年度中の必要な分を検討し、ＰＭ
Ｓの機能改修を実施中。また、公募の電
子化については、公募電子化業務に関連
するシステム間の連携の改善し、手入力
削減による省力化やメール誤送信などに
よるセキュリティーリスクの削減により
業務効率化を図った。 

・2020 年 11 月に創設した DX推進本部の下
に、2021 年度には、プロジェクトマネジ
メントシステム利用高度化、Teams 等 DX
ツール活用のタスクフォースを設置し、
DX の取組を立案・推進した。 

・従来、紙で実施していた公募や契約の手
続きについて、公募では、押印省略・オ
ンライン受付等により、応募書類の完全
電子化を実現した(2021 年 1 月に開始、
2021 年度公募から適用)。請負等契約で
は、押印省略等による電子契約の導入を
実現した(2022 年 2月～)。 

【評価の根拠】 
・「StarT!Ps from NEDO」開設後、スター
トアップ支援に関する相談窓口「Plus 
One」への問い合わせ件数が増加した。 
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 「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策（平
成１７年６月２９日各府省
情報化統括責任者（ＣＩＯ）
連絡会議決定）に基づきＮＥ
ＤＯが作成した業務・システ
ム最適化計画を実施するも
のとする。 

「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策」に
基づき策定した「ＮＥＤＯ
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最
適化計画」を踏まえ、効率的
な情報システムの構築に努
めるとともに、ＰＤＣＡサイ
クルに基づき継続的に実施
する。 

 「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策」に
基づき策定した「ＮＥＤＯ
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最
適化計画」を踏まえ、情報セ
キュリティの強化及び職員
の利便性向上に主眼をおい
て、継続的に改善を行いなが
ら情報基盤サービスの安定
的なサービス提供を実施す
る。 
 なお、新サービス提供のた
めの環境構築・移行作業等を
着実に進め、新サービスへの
切り替えを滞りなく実施す
る。 

 「独立行政法人等の業務・システム最適化
実現方策」に基づき策定した「ＮＥＤＯ
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適化計画」を
踏まえ、情報基盤サービスにおいては継
続的にセキュリティ対策を行い、ネット
ワーク、処理速度、ツール等システム環
境の改善を図った。 

２．公正な業務執行とアカ
ウンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価
の徹底 
 全ての事業につき適正な
評価を行い、不断の業務改
善を行うこととする。ま
た、評価に当たってはＮＥ
ＤＯ外部の専門家・有識者
を活用するなど適切な体制
を構築するものとする。そ
の際、必要性、効率性、有
効性の観点にも留意しなが
ら適切に評価し、その後の
事業改善へ向けてのフィー
ドバックを適正に行うもの
とする。また、ＰＤＣＡサ
イクルにより、マネジメン
ト・サイクル全体の評価が
可能となるような仕組みを
深化させ、「成果重視」の視
点を貫くものとする。 

２．公正な業務執行とアカウ
ンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の
徹底 
 全ての事業につき適正な
評価を行い、不断の業務改善
を行うこととする。また、評
価に当たっては機構外部の
専門家・有識者を活用するな
ど適切な体制を構築するこ
ととする。その際、必要性、
効率性、有効性の観点にも留
意しながら評価し、その後の
事業改善へ向けてのフィー
ドバックを行うこととする。

２．公正な業務執行とアカウ
ンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の
徹底 
令和３年度に評価を行う

全ての事業について、不断の
改善を行う。また、評価に当
たっては産業界、学術界等の
専門家・有識者を活用するな
ど適切な体制を構築する。 
 評価は、必要性、効率性、

有効性の観点にも留意しな
がら評価し、その後の事業改
善へ向けてのフィードバッ
クを行う。 

 ２．公正な業務執行とアカウンタビリティ
の向上 

（１）自己改革と外部評価の徹底 
２０２１年度に評価対象であった全ての
事業について、外部有識者を活用した最
適な構成により、必要性、効率性、有効
性の観点から評価を実施。 
中間評価結果をその後の事業運営に反映
させ、事後評価結果は以後の機構のマネ
ジメントの改善に活用。 

（２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調
達等合理化の取組の推進に
ついて｣（平成 27 年 5 月 25 
日総務大臣決定）に基づく取
組を着実に実施し、引き続
き、外部有識者等からなる契
約監視委員会を開催するこ
とにより契約状況の点検を
徹底するとともに、2 か年以
上連続して一者応札となっ
た全ての案件を対象とした
改善の取組を実施するなど、
契約の公正性、透明性の確保
等を推進し、業務運営の効率
化を図るものとする。 

（２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調
達等合理化の取組の推進に
ついて｣（平成２７年５月２
５日総務大臣決定）に基づき
策定された「調達等合理化計
画」に基づく取組を着実に実
施するとともに、引き続き、
外部有識者等から構成する
契約監視委員会による契約
状況の点検・見直しを行い、
競争性のない随意契約や一
者応札・応募となった契約を
対象とした改善の取組を実
施するなど、契約の公正性、
透明性の確保等を推進する。

（２）適切な調達の実施 
 「調達等合理化計画」に
基づく取組として、特に一
者応札・応募については、
これまで取り組んできた仕
様書の具体性の確保、参加
要件の緩和、公告期間の見
直し、情報提供の充実等を
通じて、引き続き競争性の
確保に努める。また、契約
監視委員会による契約の点
検・見直しの結果を踏ま
え、過年度に締結した競争
性のない随意契約のうち、
可能なものについては競争
性のある契約に移行させる
など、契約の公正性、透明
性の確保に取り組む。 

 （２）適切な調達の実施 
「調達等合理化計画」に基づく取組とし
て、これまで競争参加者拡大のため取り
組んできた入札予定の事前公表、SNS 公
式アカウント等による最新情報の発信、
研究開発事業等の委託事業の公募におい
て一者応募だった場合の公募期間の延
長、仕様書の具体性の確保等を通じて、
引き続き競争性の確保に努めた。 
また、契約監視委員会を開催し、契約の
点検・見直しを行った結果、競争性のな
い随意契約の必要性や一者応札・応募の
改善に向けた取組の妥当性について、同
委員会において了承を得たところである
が、引き続き、公募期間の延長や仕様書
の見直し等に取り組み、一般競争入札に
よる契約を原則として、競争性の確保に
努めた。 



75 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

令和２年度評価における指摘事項 令和４年度計画等への反映状況 

― 
（令和３年度における取組・令和４年度）計画等への反映） 
― 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

期末における運営費

交付金債務残高 

― ― 307 億円 491 億円 711 億円 737 億円   

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務

運営がなされていることから、本項

目の自己評価をＢとした。 
２．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化
に努めるとともに、資金回
収の徹底を図り、繰越欠損
金を減少させる。具体的に
は、技術開発委託先等の技
術開発成果の事業化や売上
等の状況把握を行い、収益・
売上納付の回収を引き続き
進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定に
おいて、償還期限を迎えた
保有有価証券に係る政府出
資金については、順次、国
庫納付を行うこととする。 

５．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化に
努めるとともに、資金回収の
徹底を図り、繰越欠損金を減
少させる。 
具体的には、技術開発委託先
等の技術開発成果の事業化
や売上等の状況把握につい
て、報告徴収のみならず、技
術開発委託先への現地調査
を行うなど、委託契約に従っ
た売上等の納付を慫慂し、収
益・売上納付の回収を引き続
き進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定に
おいて、償還期限を迎えた保
有有価証券に係る政府出資
金については、順次、国庫納
付を行うこととする。 

４．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化に
努めるとともに、資金回収の
徹底を図り、繰越欠損金を減
少させる。 
 具体的には、技術開発委託
先等の技術開発成果の事業
化や売上等の状況把握につ
いて、報告徴収のみならず、
技術開発委託先への現地調
査を行うなど、委託契約に従
った売上等の納付を慫慂し、
収益・売上納付の回収を引き
続き進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定に
おいて、償還期限を迎えた保
有有価証券に係る政府出資
金については、順次、国庫納
付を行うこととする。 

 ４．繰越欠損金の減少 
・基盤技術研究促進事業については、研
究開発成果の事業化や売上等の状況に
ついて 26 件の報告書を徴収した他、
研究委託先等への現地調査を１8 回実
施し、売上等の納付の慫慂を行った。
また、本事業におけるこれまでの収益
納付の累計額は約 233 百万円となって
いる。 

・基盤技術研究促進勘定において、償還
期限を迎えた保有有価証券に係る政府
出資金については、順次、国庫納付を
行う。 

【外部有識者（業績評価点検委員）の主
な意見】 

＜財務内容の改善に関する事項＞ 
・事業進捗の管理や期首、期中での適切

な予算の再配分を実施し、効率的な予
算の活用を推進できた。さらに債務残
高割合は昨年度より 1.4％減少した。
このように着実に業務を推進した点は
評価できる。 

・契約率、執行率向上に向け、問題点を
共有する会議が適宜開催され、効果を
発揮しているが、過去の事例に鑑み、
わずかな不正をも見逃さない姿勢も堅
持して頂きたい。 
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３．自己収入の増加へ向け
た取組 
 独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用 
し、国以外から自主的かつ
柔軟に自己収入を確保して
いくことが重要である。 
 このため、補助金適正化
法における研究設備の使用
の弾力化、成果把握の促進
による収益納付制度の活用
など、自己収入の増加に向
けた検討を行うとともに、
自己収入の獲得に引き続き
努めるものとする。 

６．自己収入の増加へ向けた
取組 
 独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的かつ
柔軟に自己収入を確保して
いくことが重要である。この
ため、補助金適正化法におけ
る研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用など、自己収
入の増加に向けた検討を行
うとともに、自己収入の獲得
に引き続き努めるものとす
る。 

５．自己収入の増加へ向け
た取組 
 独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的かつ
柔軟に自己収入を確保して
いくことが重要である。この
ため、補助金適正化法におけ
る研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用など、自己収
入の増加に向けた検討を行
うとともに、自己収入の獲得
に引き続き努めるものとす
る。 

 ５．自己収入の増加へ向けた取組 
運営費交付金の現金の運用等により、
自己収入の獲得に努めた。  

４．運営費交付金の適切な
執行に向けた取組 
 各年度において適切な予
算執行を行うことにより、
運営費交付金債務の不要な
発生を抑制する。 

７．運営費交付金の適切な執
行に向けた取組 
 各年度において適切な予
算執行を行うことにより、運
営費交付金債務の不要な発
生を抑制する。 

６．運営費交付金の適切な執
行に向けた取組 
 年度末における契約済又
は交付決定済でない運営費
交付金債務を抑制するため
に、事業の進捗状況の把握等
を中心とした予算の執行管
理を行い、国内外の状況を踏
まえつつ、事業の推進方策を
検討し、費用化を促進する。

 ６．運営費交付金の適切な執行に向けた
取組 

・契約率、執行率向上に向けた取組状況
と問題点を共有する会議を適宜開催し
た。 

・年度末における契約済又は交付決定済
でない運営費交付金債務を抑制するた
めに、事業の進捗状況の把握等を中心
とした予算の執行管理を実施。令和 3
年度末の運営費交付金債務は 737 億円
見込み。 

・独立行政法人における運営費交付金の
メリットを最大限に活用するという観
点を踏まえ、事業進捗の管理及び期中
や期首における適切な予算の再配分等
による効率的な活用を実施し、債務残
高割合は前年度と比較し 1.4％減少し
た。 

【評価の根拠】 
・独立行政法人における運営費交付金の

メリットを最大限に活用するという観
点を踏まえ、事業進捗の管理及び期中
や期首における適切な予算の再配分等
による効率的な活用を実施し、債務残
高割合は前年度と比較し 1.4％減少し
た。 

― ８．短期借入金の限度額 
 運営費交付金の受入の遅
延、補助金、受託業務に係る
経費の暫時立替えその他予
測し難い事故の発生等によ
り生じた資金不足に対応す
るための短期借入金の限度
額は、４００億円とする。 

７．短期借入金の限度額 
 運営費交付金の受入の遅
延、補助金、受託業務に係る
経費の暫時立替えその他予
測し難い事故の発生等によ
り生じた資金不足に対応す
るための短期借入金の限度
額は、４００億円とする。 

 ７．短期借入金の限度額 
（実績無し） 

― ９．剰余金の使途 
各勘定に剰余金が発生し

たときには、後年度負担に配
慮しつつ、各々の勘定の負担
に帰属すべき次の使途に充
当できる。 
・技術開発業務の促進 
・広報並びに成果発表及び
成果展示等 

・職員教育、福利厚生の充
実と施設等の補修、整備

・事務手続きの一層の簡素
化、迅速化及び委託・助
成先の事業管理に必要
なデータベースの充実
等を図るための電子化
の推進 

８．剰余金の使途 
 各勘定に剰余金が発生し
たときには、後年度負担に配
慮しつつ、各々の勘定の負担
に帰属すべき次の使途に充
当できる。 
 ・技術開発業務の促進 
 ・広報並びに成果発表及び
成果展示等 
 ・職員教育、福利厚生の充
実と施設等の補修、整備 
 ・事務手続きの一層の簡素
化、迅速化及び委託・助成先
の事業管理に必要なデータ
ベースの充実等を図るため
の電子化の推進 
 ・債務保証に係る求償権回

 ８．剰余金の使途 
・機構の主たる業務である研究開発関連
業務は、運営費交付金等を財源として
着実に実施しており、第四期中長期目
標期間の最終年度に達するまでの間
は、費用相当額を収益化することから、
利益剰余金が発生することはない。 

・２０２１年度末の利益剰余金は、３勘
定（一般勘定、電源利用勘定、エネル
ギー需給勘定）で主に研究開発資産売
却収入等で４４億円を計上。 

・なお、これらの利益は、総務省の示す
認定基準に合致しないことから、目的
積立金の申請はしていない。 
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・債務保証に係る求償権回
収及び事業実施により
発生した債権回収等業
務に係る経費 

収及び事業実施により発生
した債権回収等業務に係る
経費 

５．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係
る債務保証業務について
は、平成２２年度に新規引
受を停止しているが、債務
保証先の適切な管理に加え
て、既に発生した求償権に
ついては、回収の最大化に
努め、本中長期目標期間中
に業務を終了し、国から受
けた出資金の残額を確定さ
せたうえで国庫返納を完了
することを目指す。 

１０．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係
る債務保証業務については、
保証継続案件及び求償権を
有している案件について、債
務保証先を適切に管理する
とともに求償権の回収の最
大化に努め、業務の終了を目
指す。また、これを踏まえ、
国から受けた出資金の残額
を確定させたうえで国庫返
納を完了することを目指す。

９．債務保証経過業務 
 新エネルギー債務保証業
務については、平成２２年度
に新規引受を停止している
が、債務保証先等を適正に管
理し、代位弁済の発生可能性
を低減させるとともに、財務
状況が改善された保証先に
ついては繰上弁済を求める。
また、国から受けた出資金の
残額を確定させたうえで国
庫返納を行う。 

 ９．債務保証経過業務 
・新エネルギー債務保証業務について
は、債務保証中の２社について事業の
実施状況の確認及び財務状況の把握に
努め、適正に管理（２０２２年３月末
保証残額２社 ２．２億円）。また、国
から受けた出資金のうち１．８億円を
国庫返納した。 

【評価の根拠】 
・既存の債務保証先等を適正に管理し、

代位弁済の発生可能性の低減に努めて
いる。 

― １１．その他主務省令で定め
る事項等 
（１）施設及び設備に関する
計画（記載事項なし） 

１０．その他主務省令で定め
る事項等 
（１）施設及び設備に関する
計画（記載事項なし） 

 １０．その他主務省令で定める事項等 
（１）施設及び設備に関する計画 
（該当無し） 

― （２）人事に関する計画 
（ア）方針 
 技術開発マネジメントの
質的向上、知識の蓄積、継承
等の観点から職員の更なる
能力向上に努めるとともに、
組織としての柔軟性の確保、
多様性の向上等の観点から、
産学官から有能な外部人材
を積極的に登用し、一体的に
運用する。 

（イ）人員に係る指標 
 技術開発マネジメント業
務については、業務のマニュ
アル化の推進等を通じ、定型
化可能な業務は極力定型化
し、可能な限りアウトソーシ
ング等を活用することによ
り、職員をより高次の判断を
要するマネジメント業務等
に集中させるとともに、人件
費の抑制を図る。 

（参考１）常勤職員数 
・期初の常勤職員数
１０００人  

・期末の常勤職員数の見積
もり： 
総人件費については、
政府の方針に従い、必
要な措置を講じる。 

（参考２）中長期目標期間
中の人件費総額 

 第４期中長期目標期間中
の人件費総額見込み 
３５，０６２百万円 

 ただし、上記の額は、

（２）人事に関する計画 
（ア）方針 
技術開発マネジメントの

質的向上、知識の蓄積、継承
等の観点から職員の更なる
能力向上に努めるとともに、
組織としての柔軟性の確保、
多様性の向上等の観点から、
産学官から有能な外部人材
を積極的に登用し、一体的に
運用する。 

（イ）人員に係る指標 
技術開発マネジメント業

務については、業務のマニュ
アル化の推進等を通じ、定型
化可能な業務は極力定型化
し、可能な限りアウトソーシ
ング等を活用することによ
り、職員をより高次の判断を
要するマネジメント業務等
に集中させるとともに、人件
費の抑制を図る。 

 （２）人事に関する計画 
（ア） 
・機構内職員のプロジェクトマネジメン
ト能力強化のための「プロジェクトマ
ネージャー育成講座」をオンライン/オ
ンデマンドのハイブリッド型、「産業技
術総合研修」をオンデマンドで実施。

・外部人材の登用に関しては、プロジェ
クト管理等を担う実務経験を有する外
部人材３５名中途採用。 

（イ） 
・技術開発マネジメント業務については
契約業務のマニュアル化の推進等を行
い、採用支援業務についてはアウトソ
ーシング等を活用することにより、職
員をより高次の判断を要するマネジメ
ント業務等に集中させるとともに、人
件費の抑制を図った。 
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役員報酬並びに職員基本
給、職員諸手当、超過勤
務手当に相当する範囲の
費用である。 

― （３）中長期目標の期間を超
える債務負担 
 中長期目標の期間を超え
る債務負担については、業務
委託契約等において当該事
業のプロジェクト基本計画
が中長期目標期間を超える
場合で、当該債務負担行為の
必要性、適切性を勘案し合理
的と判断されるものについ
て予定している。 

（３）中長期目標の期間を超
える債務負担 
 中長期目標の期間を超え
る債務負担については、業務
委託契約等において当該事
業のプロジェクト基本計画
が中長期目標期間を超える
場合で、当該債務負担行為の
必要性、適切性を勘案し合理
的と判断されるものについ
て予定している。 

 （３）中長期目標の期間を超える債務負
担 
 （実績なし）

― （４）国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発
機構法第１９条第１項に規
定する積立金の使途 
 前中長期目標期間以前に
自己収入財源で取得し、第４
期中長期目標期間へ繰り越
した有形固定資産の減価償
却に要する費用等に充当す
る。 

（４）国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発
機構法第１９条第１項に規
定する積立金の使途 
 前中長期目標期間以前に
自己収入財源で取得し、第４
期中長期目標期間へ繰り越
した有形固定資産の減価償
却に要する費用等に充当す
る。 

 ・第３期中長期目標期間からの繰越積立
金１，３１８百万円のうち１５千円を
有形固定資産の減価償却に要する費用
等に充当した。 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

令和２年度評価における指摘事項 令和４年度計画等への反映状況 

― 
（令和３年度における取組・令和４年度）計画等への反映）
― 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間最終

年度値等）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

新規研修コース設置

数 

５コース以上 ― １コース ２コース 1 コース 2 コース   

外部の技術開発現場

等への派遣数 

１名以上 

(毎年度) 

― 17 名 20 名 20 名 24 名   

博士号、修士号等の

取得数 

５名以上 ― ０名 

（在学中２名） 

１名 

（在学中１名） 

1 名 

（在学中 3名） 

2 名 

（在学中 6名） 

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価

をＢとした。 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に
対し、ＮＥＤＯの取組や、そ
れにより得られた具体的な
技術開発成果の情報発信を
図り、また、ＮＥＤＯがこれ
まで実施してきた技術開発
マネジメントに係る成功事
例を積極的にＰＲするなど、
国内外に向けた幅広いソリ
ューションの提供を行うも
のとする。 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に
対し、機構の取り組む事業や
それにより得られた技術開
発成果の情報発信を図ると
ともに、これまで実施してき
た技術開発マネジメントに
係る成功事例を積極的にＰ
Ｒするなど、国内外に向けた
幅広いソリューションの提
供を行うこととする。 

１．積極的な広報の推進 
産業界を含め、国民全般に

対し、機構の取組や、それに
より得られた具体的な技術
開発成果の情報発信を図る
べく、ニュースリリース・広
報誌・パンフレットの制作
や、展示会・セミナーの出展・
開催等を行う。また、機構が
これまで実施してきた技術
開発マネジメントに係る成
功事例を積極的にＰＲする
べく「実用化ドキュメント」
の制作等を行う。 
 その際、必要に応じ、外

国語版の媒体を製作するこ
とにより、世界への情報発信
も行うものとする。 
 また、外部の専門家等を

活用し、更なる広報活動強化
を推進する。 

 １．積極的な広報の推進 
・産業界を含め、国民全般に対し、機構の
取組や、それにより得られた具体的な技
術開発成果の情報発信を図るべく、ニュ
ースリリースを 99件、ホームページで
のＮＥＤＯの取り組み紹介ページ「最近
の動き」を 51件、記者会見（現地見学
会を含む）を 3件実施、広報誌等 6冊発
行、成果報告会・セミナー・シンポジウ
ムを 62 件（オンライン開催を含む）開
催。広報誌「Focus NEDO」については、
昨年運用を開始した WEB マガジンへの掲
載も行った。 

・世界に向けた情報発信として、ニュース
リリース 9件、広報誌 6冊、ホームペー
ジでの NEDO の取組紹介ページ「最近の
動き」9件を英文にて発信。新聞記事
2,696 件、テレビ放映 57件のメディア
露出があった。10月に開設した中小企
業・スタートアップ企業向けホームペー
ジ「StarT!Ps from NEDO」では、NEDO
が実施する中小企業・スタートアップ企
業向けの事業や制度、各事業から創出さ
れた成果の積極的な発信に取り組んだ。
12 月に開設した「GI 基金ポータルサイ
ト」では、カーボンニュートラル実現に

【外部有識者（業績評価点検委員）の主な
意見】 
＜その他業務運営に関する重要事項＞ 
・中小企業・スタートアップ向けに特化し
たホームページ「StarT!Ps from NEDO」
を開設し、事業や成果を積極的に発信し
た。その他、新聞記事 2,696 件、テレビ
放映 57 件等を含めて NEDO の活動及び成
果を広く PR 発信できた点は評価でき
る。 

・イノベーションのスピーディな社会実装
手段の一つとして、ニュースリリース
99 件（英語版 9件）、記者会見（記者説
明会）3件を実施したことは評価できる
が、英語版ニュースリリースをもっと増
やし海外への情報発信を強化することが
望まれる。 



81 

向けた取組についての情報発信を実施し
た。 

・2020 年度に開設した NEDO Web Magazine
では Focus NEDO や NEDO 実用化ドキュメ
ントといったコンテンツを発信するとと
もに、 Twitter 等の SNS と連携した情
報発信も行った。SNS については前年度
比で、Twitter のフォロワーは、2.58
倍、YouTube「NEDO channel」の登録者
数は 2.28 倍となり、今年度立ち上げた
Facebook では、総エンゲージメント数
42,543 件を達成した。 

・昨年に引き続き、危機管理広報やメディ
ア対応の知見を有するアドバイザーとの
随時相談体制を設置した。 

・ＮＥＤＯプロジェクトの成功事例を紹介
するＷｅｂコンテンツ「ＮＥＤＯ実用化
ドキュメント」について５事例の新規掲
載を行ったとともに、新たに５事例を選
定し、コンテンツを作成した。 

・また、新規掲載５事例の要約及び過去事
例の主題を掲載した冊子版（日英）を作
成した。 

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、「独
立行政法人の業務の適正を
確保するための体制等の整
備」（平成 26年 11 月 28 日総
務省行政管理局長通知）を踏
まえ、内部統制の推進に関す
る規程を整備し、当該規程に
基づきＮＥＤＯ自身が作成・
公表している「内部統制の推
進に関する基本方針」・「行動
計画」を定めるとともに、内
部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の
執行が法令・規定等に適合す
ることを確保するための体
制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関
する体制の確保、業務の適正
を確保される体制等につい
て、引き続き、着実に実行す
るものとする。また、内部統
制の仕組みが有効に機能し
ているかの点検・検証を踏ま
え、当該仕組みが有効に機能
するよう、更なる充実・強化
を図るものとする 
 なお、法令遵守や法人倫理
確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、ＮＥＤ
Ｏが果たすべき責任・機能と
の関係でプライオリティを
つけながら、事業部との連携
強化等の内部統制機能の強
化を図るとともに、講じた措
置については全て公表する
ものとする。特に、コンプラ
イアンス体制については、必

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、「独
立行政法人の業務の適正を
確保するための体制等の整
備」（平成２６年１１月２８
日総務省行政管理局長通知）
を踏まえ、内部統制の推進に
関する規程を整備し、当該規
程に基づき機構自身が作成・
公表している「内部統制の推
進に関する基本方針」・「行動
計画」を定めるとともに、内
部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の
執行が法令・規定等に適合す
ることを確保するための体
制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関
する体制の確保、業務の適正
を確保される体制等につい
て、引き続き、着実に実行す
るものとする。また、内部統
制の仕組みが有効に機能し
ているかの点検・検証を踏ま
え、当該仕組みが有効に機能
するよう、更なる充実・強化
を図るものとする。 
 なお、法令遵守や法人倫理
確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構が
果たすべき責任・機能との関
係でプライオリティをつけ
ながら、事業部との連携強化
等の内部統制機能の強化を
図るとともに、講じた措置に
ついては全て公表するもの
とする。特に、コンプライア
ンス体制については、必要な

２．法令遵守等内部統制の充
実及びコンプライアンスの
推進 
 内部統制については、内部
統制・リスク管理推進委員会
において「行動計画」を定め、
役職員の職務の執行が法令・
規程等に適合することを確
保するための体制、役職員の
職務の執行に係る情報の保
存及び管理に関する体制の
確保、業務の適正を確保され
る体制等について、同委員会
において定める行動計画に
基づき、引き続き、着実に実
行するものとする。また、内
部統制の仕組みが有効に機
能しているかの点検・検証を
踏まえ、当該仕組みが有効に
機能するよう、更なる充実・
強化を図るものとする。 
 なお、法令遵守や法人倫理
確立等コンプライアンスの
取組については、今後更なる
徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構が
果たすべき責任・機能との関
係でプライオリティをつけ
ながら、事業部との連携強化
等の内部統制機能の強化を
図るとともに、講じた措置に
ついては全て公表するもの
とする。特に、コンプライア
ンス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立の
観点から体系的に強化する
ものとする。 

 ２．法令遵守等内部統制の充実及びコンプ
ライアンスの推進 
・内部統制については、整備された規程に
基づき、内部統制・リスク管理推進委員
会を開催し、内部統制の仕組みが有効に
機能しているかの点検・検証、今年度の
行動計画を策定、実行した。 

・法令遵守や法人倫理確立等コンプライア
ンスの取組については、内部統制機能の
強化を図るべく、毎月、機構職員を講師
とするコンプライアンス基礎研修を実施
し、機構が果たすべき責任・機能を徹底
するとともに、役職員のコンプライアン
ス意識向上のため、外部講師によるコン
プライアンス研修を実施した。営業秘密
官民フォーラムが配信しているメールマ
ガジン「営業秘密のツボ」及び外部ツー
ルを利用した「コンプライアンス月例周
知」をイントラネットを利用して機構内
全役職員に対して発信した。 
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要な組織体制・規程の整備に
より、ＰＤＣＡサイクル確立
の観点から体系的に強化す
るものとする。 

組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立の
観点から体系的に強化する
ものとする。 

 さらに、監査については、
独立行政法人制度に基づく
外部監査の実施に加え、内部
業務監査や会計監査を、毎年
度必ず実施するものとする。

 監査については、独立行政
法人制度に基づく外部監査
の実施に加え、内部において
業務監査や会計監査を毎年
度必ず実施する。その際に
は、監査組織は、単なる問題
点の指摘にとどまることな
く、可能な限り具体的かつ建
設的な改善提案を含む監査
報告を作成する。 

 監査については、独立行政
法人制度に基づく外部監査
の実施に加え、内部において
業務監査や会計監査を実施
する。その際には、単なる問
題点の指摘にとどまること
なく、可能な限り具体的かつ
建設的な改善提案を含む監
査報告を作成する。 

 ・内部監査規程に基づき、内部監査計画及
び内部監査実施計画を作成し、監査を実
施した。  

・監査については、業務の適正かつ効率的
な運営及び業務改善の観点から重点項目
を定め実施するとともに、過去に実施し
た監査のフォローアップ等についても業
務監査・会計監査を適切に実施した。 

・監査報告書には、問題点及び課題を提示
し、具体的な改善提案を記載した。 

３．不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
① 外注費が一定割合・一定

金額以上の事業であって、
外注先が研究助成先と関
係が深い会社である場合
などには、検査時に外注先
への調査を実施する、 

② 確定検査又は中間検査
には、必要に応じて、当該
事業に関連する専門家を
参加させる、 

③ 平成 26 年度以降実施す
ることとしている「抜き打
ち検査」の頻度を高める、

などの再発防止策を策定す
るものとする。 

 ＮＥＤＯの活動全体の信
頼性確保に向け、これら再発
防止策を含む取組を徹底し
て実行し、外部からの通報へ
の的確な対応を含め、ＮＥＤ
Ｏ自身が研究費不正使用事
案を発見するよう努めるも
のとする。 
 また、それでも発生する研
究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

３.不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
①外注費が一定割合・一定金

額以上の事業であって、外
注先が研究助成先と関係
が深い会社である場合な
どには、検査時に外注先へ
の調査を実施する、 

②確定検査又は中間検査に
は、必要に応じて、当該事
業に関連する専門家を参
加させる、 

③平成２６年度以降実施す
ることとしている「抜き打
ち検査」の頻度を高める、
などの再発防止策を策定
するものとする。 

 機構の活動全体の信頼性
確保に向け、これら再発防止
策を含む取組を徹底して実
行し、外部からの通報への的
確な対応を含め、機構自身が
研究費不正使用事案を発見
するよう努めるものとする。
 また、それでも発生する研
究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

３.不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中
に発生した研究費不正使用
事案を踏まえ、 
 ①外注費が一定割合・一定
金額以上の事業であって、外
注先が研究助成先と関係が
深い会社である場合などに
は、検査時に外注先への調査
を実施する、 
 ②確定検査又は中間検査
には、必要に応じて、当該事
業に関連する専門家を参加
させる、 
 ③平成２６年度以降実施
することとしている「抜き打
ち検査」の実施などの再発防
止策を策定、実行していく。
 機構の活動全体の信頼性
確保に向け、平成３１年４月
に新たに設置した「リスク管
理統括部」主導のもと、外部
からの通報への的確な対応
を含め、機構自身が研究費不
正使用事案を発見するよう
努めるものとともに事案に
対して厳正に対処していく。
 また、それでも発生する研
究費不正使用事案について
は、不正行為の態様に応じて
厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な
再発防止策を改めて講じて
いくものとする。 

 ３.不正事案への対処 
・第３期中長期目標期間中に発生した研究
費不正使用事案を踏まえ策定した再発防
止策を実施。具体的には、臨時検査（抜
き打ち検査）の頻度を高める取組として
令和３年度実施方針を定め、各担当部と
連携し臨時検査を着実に実施した。 

・平成３１年４月に設置したリスク管理統
括部を中心に、事業者に対する各種説明
会、機構内説明会で不正・不適切行為に
対する措置についての研修を開催すると
ころ、昨年度に引き続き、感染症対策と
して対面での説明会は避け、事業者に対
しＮＥＤＯのＷＥＢサイトにナレーショ
ン付説明資料を掲載するとともに、機構
内についてはオンラインでの研修を行う
ことで周知徹底を図った。 

・また、事業者による不正行為が発覚した
場合には、該当事業者に対して十分な調
査等を行った上で、事案の態様に応じ該
当事業者の処分及び処分内容の公表など
適切に対応した。 

【評価の根拠】 
・事業実施者向けに経理指導等を行い経費
執行について指導するとともに、代表者
面談の実施を徹底し、公的研究費の適正
な執行確保を着実に実施。 

・研究費の不正使用事案を踏まえ、再発防
止策を検討し、再発防止策を策定し、再
発防止に向けた取組を着実に実施。 

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
独立行政法人における情

報セキュリティ対策の推進
について（平成 26 年 6 月情
報セキュリティ対策推進会
議）を踏まえ、情報システム、
重要情報への不正アクセス
に対する十分な強度を確保
するとともに、震災等の災害
時への対策を確実に行うこ
とにより、業務の安全性、信
頼性を確保するものとする。
 また、一部の部署において
平成 28 年度から順次取得を

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
 情報システム、重要情報へ
の不正アクセスに対する十
分な強度を確保するととも
に震災等の災害時への対策
を行い、業務の安全性、信頼
性を確保する。 
 また、一部の部署において
平成２８年度から順次取得
を開始した情報セキュリテ
ィマネジメントシステム（Ｉ
ＳＭＳ）の国際認証であるＩ
ＳＯ／ＩＥＣ２７００１の
全部署への適用を第４期中

４．情報セキュリティ対策等
の徹底 
 情報システム、重要情報へ
の不正アクセスに対する十
分な強度を確保するととも
に震災等の災害時への対策
を行い、業務の安全性、信頼
性を確保する。 
 また、平成３０年度に全部
署が取得した情報セキュリ
ティマネジメントシステム
の国際規格であるＩＳＯ／
ＩＥＣ２７００１の認証を
維持し、情報セキュリティ事
件・事故の抑止に努める。 

 ４．情報セキュリティ対策等の徹底 
・2020 年 11 月から提供を開始した情報基
盤サービスでは、振る舞い検知、生体認
証を含めた２要素認証、インターネット
分離等により不正アクセス対策を実施
し、業務の安全性、信頼性を確保してい
る。 

・なお、データのバックアップは、オンラ
インで取得し遠隔地に蓄積しており、災
害時への対策も継続的に配慮している。

・また、情報セキュリティマネジメントシ
ステムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ
２７００１では１１月末にサーベライス
審査を受審して更新を継続することがで
きた。 

【評価の根拠】 
・ISMS に基づく研修の実施など一定水準
のセキュリティ意識を職員に持たせたう
えで、継続的にレベルアップを図ること
が出来た。
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開始した情報セキュリティ
マネジメントシステム（ＩＳ
ＭＳ）の国際認証であるＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ２７００１の全
部署への適用を第４期中長
期目標期間中のなるべく早
い段階で実施し、情報セキュ
リティ対策の一層の強化を
図るものとする。 

長期計画期間中のなるべく
早い段階で実施し、情報セキ
ュリティ対策の一層の強化
を図る。 

５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成 13 年 12 月 5 日
法律第 140 号）及び「独立行
政法人等の保有する個人情
報の保護に関する法律」（平
成 15 年 5 月 30 日法律第 59
号）に基づき、適切に対応す
るとともに、職員への周知徹
底を行うものとする。 

５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成１３年１２月５
日法律第１４０号）及び「独
立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律」
（平成１５年５月３０日法
律第５９号）に基づき、適切
に対応するとともに、職員へ
の周知徹底を行うものとす
る。 

５．情報公開・個人情報保護
の推進 
 適正な業務運営及び国民
からの信頼を確保するため、
適切かつ積極的に情報の公
開を行うとともに、個人情報
の適切な保護を図る取組を
推進するものとする。具体的
には、「独立行政法人等の保
有する情報の公開に関する
法律」（平成１３年１２月５
日法律第１４０号）及び「独
立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律」
（平成１５年５月３０日法
律第５９号）に基づき、適切
に対応するとともに、職員へ
の周知徹底を行うものとす
る。 

 ５．情報公開・個人情報保護の推進 
・「独立行政法人等の保有する情報の公開
に関する法律」（平成１３年１２月５日
法律第１４０号）及び「独立行政法人等
の保有する個人情報の保護に関する法
律」（平成１５年５月３０日法律第５９
号）に基づき適切に対応するとともに、
毎月、機構職員を講師とする情報公開・
個人情報保護研修を実施したほか、個人
情報については外部講師及び機構職員を
講師とする研修を実施した。 

・また、デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律（令和３年
法律第 37号）の制定により個人情報の
保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 
号）が改正（独立行政法人等の保有する
個人情報の保護に関する法律は廃止）さ
れたことに伴い、その施行（令和４年 4
月）にあわせ、関連規程等について改正
を行った。 

―  

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 職員の意欲向上と能力開
発として、個人評価において
は、適切な目標を設定し、そ
の達成状況を多面的かつ客
観的に適切にレビューする
ことにより、評価結果を賞与
や昇給・昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員の勤労意
欲の向上を図るものとする。

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 個人評価においては、適切
な目標を設定し、その達成状
況を多面的かつ客観的に適
切にレビューすることによ
り評価する。また、個人評価
の運用に当たっては、適切な
タイミングで職員への説明
や研修等を行うことにより、
職員に対する人事評価制度
の理解度の調査を行い、円滑
な運用を目指す。さらに、評
価結果の賞与や昇給、昇格へ
の適切な反映を行うことに
より、職員の勤労意欲の向上
を図る。 
 限られた時間で成果を挙
げる生産性の高い働き方に
変えていくため、価値観・意
識の改革、職場における仕事
改革、働く時間と場所の柔軟
化を進め、働き方改革に取り
組んでいく。 

６．職員の能力向上と長期的
なキャリア開発 
 職員の意欲向上と能力開
発に関し、令和３年度は以下
の対応を行う。 
・人事評価制度の定着と円
滑な運用を図る。 
・人事評価制度に対する理
解度向上を図るため、適切な
タイミングで職員への説明
や研 
修等を実施する。 
・「働き方改革」を積極的に
推進するため、引き続きテレ
ワーク制度のあり方及びフ
レックス制度の導入に向け
た検討等を行う。また次世代
育成支援対策推進法に基づ
き策定した行動計画に挙げ
た、育児支援制度の積極的な
情報発信や、育児や介護をし
ながら就業を継続し、活躍で
きるための働き方や業務効
率化の研修等の取組を引き
続き実施する。 

 ６．職員の能力向上と長期的なキャリア開
発 
・職員の意欲向上と能力開発に関し、以下
の対応を計画通り行った。 

・新規入構者に対する評価制度の理解促進
を図るべく、研修を動画にて配信すると
ともに、目標設定の際には「目標設定手
引き」等を周知することにより、人事評
価制度の定着と円滑な運用を実施。 

・また、人事評価制度における評価者の視
点の統一と部下の管理・育成能力強化の
ため、管理職評価者向け評価マニュアル
を更新及び周知を実施。 

・令和２年度に創設した「職員表彰制度」
に基づき、職員表彰を実施。 

・組織の中核を長期に担う人材である定年
制固有職員の人材育成策を策定し、組織
に求められる役割や機能を踏まえ、必要
な人材を提示。また、キャリア相談ルー
ムを開設し、職員自らのキャリア形成を
支援する環境を整備。 

・フレックスタイム制度導入に向けた検討
に着手し、2022 年度試行開始に向け、
制度概要策定、フレックスに対応した勤
務システムの構築等を行った。 

・新型コロナウイルス感染症対策ではなく
新しい働き方としてのテレワークについ
て検討を進め、新しい働き方ルールにつ
いてテレワークガイドラインとして機構
内に展開した。 

【評価の根拠】 
・組織の中核を長期に担う人材である定年
制固有職員の人材育成策を策定し、組織
に求められる役割や機能を踏まえ、必要
な人材を提示。また、キャリア相談ルー
ムを開設し、職員自らのキャリア形成を
支援する環境を整備。 

・新型コロナウイルス感染症対策ではな
く、新しい働き方としてのテレワークに
ついて検討を進め、テレワークガイドラ
インを作成し機構内に展開した。 

 また、科学技術・イノベー
ション創出の活性化に関す
る法律第 24 条第１項の規定
に基づき、ＮＥＤＯが策定し
た人材活用等に関する方針

 現行の研修について、効果
等を踏まえ必要に応じ見直
しを行い、業務を行う上で必
要な研修の充実を図るため、
第４期中長期目標期間中に

・現行の各階層別研修、技術
開発マネジメント能力の
向上に資する研修、専門知
識の向上に関する研修、語
学研修他、各種業務を行う

 ・定年制固有職員に対し、各階層別研修を
実施。 

・機構内職員のプロジェクトマネジメント
能力強化のための「プロジェクトマネー
ジャー育成講座」「産業技術総合研修」

―  



84 

の下で、職員の能力開発を図
るため、業務を行う上で必要
な知識の取得に向けた研修
の機会を設ける。 

新規の研修コースを５コー
ス以上設置する。 

上で必要な研修を継続的
に実施するとともに新規
の研修コースを１コース
以上設置する。 

・管理職の部下管理・育成能
力強化のため、複眼評価観
察を通じて現れた課題に
応じ必要な研修を管理職
が受講できる機会を設け
る。 

（オンライン/オンデマンドのハイブリ
ッド型）、「産業技術総合研修」（オンデ
マンド）を企画、研修運営会社を選定
し、下期より開講できるよう準備を進め
た。 

・職員に対し、文書管理、契約・検査、知
財管理、システム操作等、各種業務を行
う上で必要な研修をオンライン/オンデ
マンドにて実施。 

・国際関連業務の円滑化を図るため、機構
職員に対して英語電話応対研修、ビジネ
ス eメール研修等、実務に応用できる語
学スキル研修を実施。 

・職員のＩＴスキルの向上を図るための研
修や、多様性のある職場環境作りを目指
すための障がい者雇用受け入れ研修を新
規に実施した。 

・管理職の部下管理・育成能力強化のた
め、昨年度実施した複眼評価観察を通じ
て現れた課題に応じ必要な研修を管理職
が受講できる新たな管理職研修を企画。

・人材流動性が高い組織特性であるため、
研修情報へのアクセシビリティを向上さ
せ、受講すべき研修を把握できる「研修
ガイドマップ」を作成した。 

技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員に外部
の技術開発現場等の経験を
積ませる、他機関からの出向
職員受入による人材交流の
促進、 

 技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員を外部
の技術開発現場等に毎年度
１名以上派遣し、その経験を
積ませるとともに、大学にお
ける技術経営学、工学等の博
士号、修士号等について、第
４期中長期目標期間中に５
名以上の取得を行わせる等、
技術経営力の強化に関する
助言業務実施に必要な知識、
技能の獲得に資する能力開
発制度を充実する。 
 科学技術・イノベーション
創出の活性化に関する法律
第２４条第１項の規定に基
づき機構が策定した人材活
用等に関する方針の下、人材
の育成、活用を行う。そのた
め、技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際して
は、機構における業務が「技
術の目利き」の能力向上の機
会としてその後のキャリア
パスの形成に資するよう、人
材の育成に努める。 
 また、技術開発マネジメン
トをはじめとして、契約、会
計処理の専門家等、機構職員
に求められるキャリアパス
を念頭に置き、適切に人材の
養成を行うとともに、こうし
た個人の能力、適性及び実績
を踏まえた適切な人員配置
を行う。 

・職員の技術開発マネジメ
ント能力の更なる向上の
ため、１名以上の職員を外
部の技術開発現場等に派
遣し、その経験を積ませ
る。 

・プロジェクト・マネジメン
トに必要な専門知識を習
得させるため、２名の職員
を大学のＭＯＴコース等
に派遣し、博士号、修士号
等の取得を目指す。 

・機構が策定した人材活用
等に関する方針の下、技術
開発マネジメントへの外
部人材の登用に際しては、
機構における業務が「技術
の目利き」の能力向上の機
会としてその後のキャリ
アパスの形成に資するよ
う、人材の育成に努める。

・技術開発マネジメント、契
約・会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキ
ャリアパスを念頭に置き、
適切に人材の養成を行う
とともに、こうした個人の
能力、適性及び実績を踏ま
えた適切な人員配置を行
う。また、研修等を通じて
自らのキャリアパスにつ
いて考える機会を設ける。

・ＰＭのレベル向上につい
ては、引き続きＰＭ育成講
座による知識習得やＰＭ
報告会でのナレッジ共有
等を通じて人材育成を行
う。 

 ・国の政策や民間企業の開発戦略等の策定
にかかる知見・経験を深めるべく、国、
民間企業等へ２４名の職員を派遣。 

・経営・マネジメント等の知見の更なる習
得、深化を図るため、国内外の大学院に
８名を派遣。また、長期留学制度の派遣
者サポートを拡充するため、国内留学の
手引きを作成し、説明会を実施した。 

・定年制固有職員が、自身のキャリアにつ
いてキャリアコンサルタントの支援を受
け、自律的に考える機会がもてるよう、
キャリア相談の仕組みを創設した。 

・プロジェクトマネジメントを担う定年制
固有職員の育成のため、新たにプロジェ
クトマネジメントレベル認定制度を創
設。プロジェクトマネージャー育成講座
と連携し、制度運用を開始した。 

―  
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内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施する、技術開発マネジメン
ト関係の実践的研究発表を
行うなど、当該業務実施に必
要な知識・技能の獲得に資す
る能力開発に努めるものと
する。 

 内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施する、技術開発マネジメン
ト関係の実践的研究発表を
行うなど、当該業務実施に必
要な知識・技能の獲得に資す
る能力開発に努めるものと
する。 

・内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を
実施する、技術開発マネジ
メント関係の実践的研究
発表を行うなど、当該業務
実施に必要な知識・技能の
獲得に資する能力開発に
努めるものとする。 

 ・内閣府、AMED、Vinnova 等との情報交換
８件を実施。また、技術開発マネジメン
ト関係の実践的研究発表として、２０２
1年度は、職員による国内外の学会及び
学術論文等の発表を５件実施。 

【評価の根拠】 
・国内だけでなく海外の学会や雑誌への投
稿も行うなど、機構職員の能力開発に繋
がる取組を積極的に実施することで、当
該業務実施に必要な知識・技能の獲得に
資する能力開発の取組が進んだ。 

   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

令和２年度評価における指摘事項 令和４年度計画等への反映状況 

― 
（令和３年度における取組・令和４年度）計画等への反映） 
― 

注３）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに評定と評定に至った理由を明記。ただし、「主な評価指標」や「業務実績」欄については、複数の項目にまたがってまとめて記載することが可能 

４．その他参考情報 

会計検査院法第 29条の規定に基づく、令和 2年度決算検査報告における指摘について 

研究開発等資産の取得価額の算定における不課税費用等に係る消費税額の取扱いについて、研究開発等資産の取得価額は、不課税費用等に係る消費税額を考慮して算定することとし、マニュアルを改定するとともに、ホームペー

ジ等で事業者へ周知した。 


